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水、森、大地とともに生きる、持続可能なくまもと脱炭素循環共生圏の実現 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

● 林業用ロボット ● 農業用ロボット 

● バイオマス発電● 木質バイオマスボイラ

● 水力発電所 

● バッテリー小型旅客● スマート農業 

● ゼロエミッション航空

● EV バス 

● 水素燃料電池船 

● EV 充電ステーション 

水素やバイオ燃料を

動力源とし、CO2 を

排出しない航空機。 

伐採・搬出・測量など

の森林作業を自動化

し、安全性と効率を高

めるためのロボット。 

● 雲雀 

農業従事者に代わって

高負荷の作業を代替

し、生産効率を高める

農業機械。 

ロボット技術や ICTを活
用して超省力・高品質生

産を実現する新たな農

業。 

ディーゼルエンジンを

使わず、船内バッテリー

だけで航行する小型の

旅客船。航行時に CO２を
排出しない。 

「燃料電池」で発電した

電気で運航する船舶。航

行時に CO2 を排出しな

い。 

電気モーター

を動力源とし

て走行するバ

ス。走行中に排

気ガスを排出

しない。 

木材を原料としたチッ

プやペレット、薪などを

燃料として利用し、温水

や蒸気を供給する設備。 
 

水が上から下に流れる勢

いを利用して発電機を動

かし、電気をつくる発電

所。 

熊本県の県鳥。 
熊本県各地の草原や耕地

などで見ることができ、

県民に親しまれている。 

生物資源（バイオマス）

を燃料にして電気をつ

くる発電所。 

● 水素ステーショ

燃料電池自動

車（FCV）が燃料
として使用す

る水素を補給

するための施

設。 

電気自動車(EV)
やプラグイン

ハイブリッド

車 (PHV)のバッ
テリーを充電

するための施

設。 

【 都市圏が目指す 2050 年地域脱炭素の姿 解説 】 



 都市圏の目指す将来像  
 

分野 各分野の目指す将来像 

仕事 

製造業 

・脱炭素経営1や ESG投資2が広

く普及し、環境や社会への配

慮といった持続可能性を軸

とした経営が当たり前とな

っています。 
 
 
 
・建物の屋根や壁面、カーポート型の太陽光発電が普及し、再生可能エネルギ
ー（電気）の自家消費が進んでいます。 

 
・高効率設備（ヒートポンプ3等）への更新により、省エネルギーが進んでいま

す。 
 
・AI 等を活用した生産管理により、
生産量の最適化が進んでいます。 

 
 
 
 
 

農林水 
産業 

・脱炭素経営や ESG 投資が広く普及し、環境や社会への配慮といった持続可能
性を軸とした経営が当たり前となっています。 

 
・AI や ICT4、ロボット技術を活用したス

マート農業が普及し、生産性・品質が向

上するとともに、作業の省力化・高度化

が実現しています。 
 
 
・農林水産物の地産地消が当たり前となり、輸送に伴う環境負荷が低減されてい

ます。 
 

 
1【脱炭素経営】気候変動対策（≒脱炭素）の視点を織り込んだ企業経営のこと。光熱費や燃料費の削減などの収益改善

だけでなく、知名度の向上や資金調達の優遇など、ビジネスチャンスにつながる。 
2【ESG投資】「環境（Environment）」「社会（Social）」「ガバナンス（Governance）」に関する取組を行う会社を評価
し、投資すること。 

3【ヒートポンプ】電気を使用して空気や水等から熱エネルギーを集める技術で、主に空調（エアコン）や給湯（エコキ

ュート）等に利用されている。 
4【ICT（Information and Communication Technology）】コンピュータネットワークに関連する諸分野における技術・産
業・設備・サービスなどの総称。 



分野 各分野の目指す将来像 

仕事 

農林水 
産業 

・電気やバイオ燃料5、グリーン水素6

で動く農林業機械や漁船が普及

し、化石燃料の使用量が減少して

います。 
 
 
 
 
・木材利用の拡大や、再造林の推進等により森林資源の循環利用が進み、人工林

が若返り、森林による CO2吸収量が増大しています。 

建設業・ 
鉱業 

・脱炭素経営や ESG 投資が広く普及し、環境や社会への配慮といった持続可能
性を軸とした経営が当たり前となっています。 

 
・燃費性能の優れた建設機械の普及や、バイオ

燃料への転換により化石燃料の使用量が減少

しています。 

サービス

業 

・脱炭素経営や ESG 投資が広く普及し、環境や社会への配慮といった持続可能
性を軸とした経営が当たり前となっています。 

 
・建築物の省エネルギー性能が ZEB7基準相当

になるとともに、再生可能エネルギーが更

に普及拡大することで、エネルギーコスト

の削減、非常時の電源確保が進み、事業活動

の継続性が向上しています。 
 
 
 
・カーボン・オフセット8したガスや、グリーン水素が普及し、燃料の脱炭素化が

進んでいます。 

 

 

 
5【バイオ燃料】原料に植物や動物などの生物資源（バイオマス）が用いられた燃料のこと。 
6【グリーン水素】製造時・利用時ともにCO2を排出しない水素のこと。 
7【ZEB（Net Zero Energy Building）】快適な室内環境を実現しながら、建物で消費する年間の一次エネルギーの収支を
ゼロにすることを目指した建物のこと。エネルギー収支の状況に応じて、『ZEB』、Nearly ZEB、ZEB Ready 及び

ZEB Oriented の 4 段階が定義されている。 
8【カーボン・オフセット】自らの活動に伴い排出する CO2などの温室効果ガスを認識・削減した上で、それでもなお発

生してしまう排出量を埋め合わせる取組のこと。 



分野 各分野の目指す将来像 

仕事 運輸 

・AIを活用した渋滞回避、自動運転技術や追
従運転を備えた自動車が普及し、人口減少

が進んだ社会においても物流が維持され

ています。 
 
 
 
・トラックは、電気や燃料電池で走行する次世代自動車9へ移行しています。 
 
・船舶については、水素・燃料アンモ

ニア等を燃料とする次世代船舶に

移行しています。 
 
 
 
 

暮らし 

家庭 

・住宅の省エネルギー性能が ZEH10基準相当となっており、安心で快適な住まい

での暮らしが広がっています。 
 
・太陽光発電・蓄電池の普及により、電力の脱

炭素化が進んでいます。 
 
・高効率空調等、省エネルギー性能の高い家電

製品の普及が進んでいます。 

自動車 

・まちを走る車は、電気自動車（EV）や燃料電池自動車（FCV）等の次世代自動
車へ移行しています。 

 
・AIを活用した渋滞回避、自動運転技術
や追従運転を備えた自動車が普及し、

自動車を快適・安全に運転していま

す。 
 
 

 

 
9【次世代自動車】ガソリンなど化石燃料の使用をゼロまたは大幅に減らして環境負荷を和らげる自動車のことで、ハイ

ブリッド自動車（HV）、電気自動車（EV）、プラグイン・ハイブリッド自動車（PHV）、燃料電池自動車（FCV）、クリ
ーンディーゼル自動車（CDV）、天然ガス自動車（CNG）等を指す。 

10【ZEH（Net Zero Energy House）】外皮の断熱性能等を大幅に向上させるとともに、高効率な設備システムの導入によ
り、室内環境の質を維持しつつ大幅な省エネルギーを実現した上で、再生可能エネルギーを導入することにより、年

間の一次エネルギー消費量の収支がゼロとすることを目指した住宅。 



分野 各分野の目指す将来像 

暮らし 自動車 

・歩行者や自転車が安全に

利用しやすい空間が構築

され、自動車の利用が減っ

ています。 
 
 
 
 
 
 

交通 

・公共交通の自動運転や環境に配慮した車両等の導入により、地域の実情にあっ

た交通ネットワークが構築され、誰もが安全・安心に移動できるまちづくりが

進んでいます。 
 
・公共交通の自動運転や MaaS11の導入によ

り利便性が向上し、自家用車から公共交通

利用への転換が進んでいます。 
 
 
 
 

自然 

・グリーンインフラ12を活用したま

ちづくりが進み、自然環境の保全、

災害リスクの低減が実現していま

す。 
 
 
 
・CO2を吸収・固定する新しい選択肢の一つとしてブルーカーボン13の活用が進

んでいます。 

資源循環 

・3R の取組に加え、環境に配慮した製品の選択が日常的となり、資源の有効利
用や廃棄物発生の抑制等に貢献しています。 

 
・量り売りや簡易包装等、

プラスチックの利用を

控えたライフスタイル

が浸透しています。 
 
 

 

 
11【MaaS（Mobility as a Service）】複数の公共交通機関や移動サービスを統合し、ユーザーが一つのプラットフォー
ムで検索、予約、決済を行えるサービス。 

12【グリーンインフラ】自然環境が有する機能を社会における様々な課題解決に活用しようとする考え方。 
13【ブルーカーボン】沿岸・海洋生態系が光合成により CO₂を取り込み、その後海底や深海に蓄積される炭素のこと。 



分野 各分野の目指す将来像 

資源循環 

・バイオプラスチックが普及し、ライフ

サイクル全体における温室効果ガス

排出の抑制や、廃棄物問題の改善に

寄与しています。 
 
 
 
 
 
 
・生ごみの堆肥化が更に普及し、有機肥料として使用されています。 
 
・ごみ焼却の際に発生するガスから CO2のみを分離・回収し、燃料製造や原料製

造にかかる資源として再利用する自治体や事業者が増えています。 
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はじめに 脱炭素社会の実現に向けて 

 １ 計画策定の背景・目的  

１ 計画策定の背景 
近年、地球温暖化とそれに伴う気候変動の影響が世界各地で顕在化しており、国内においても

猛暑、集中豪雨、台風の激甚化など、私たちの生活や地域社会に深刻な影響を及ぼしています。

特に、夏の猛暑による影響は深刻で、毎年のように熱中症による救急搬送者数が増加しています。

高齢者やこどもを中心に、屋内外を問わず命に関わる事例も多発しています。最近では、令和２

年（2020年）７月に、熊本県を中心に九州地方や中部地方など日本各地で集中豪雨が発生し、全
国で 80 人以上の死者、行方不明者を出す大規模災害となりました。また、令和７年（2025 年）
８月にも集中豪雨により、県内において浸水被害、土砂崩れ等が発生し、死傷者を出すこととな

りました。こうした過去に類を見ないような異常気象による災害は、いまや毎年のように起こっ

ています。 
気候変動に関する政府間パネル（IPCC）が令和３年（2021年）８月に公表した第６次評価報告
書では、地球温暖化は人間の影響が原因であることに疑いの余地はなく、世界の平均気温は工業

化以前に比べ既に 1.1℃上昇しており、短期のうちに 1.5℃に到達する見込みであると示していま
す。また、世界気象機関（WMO）は、2024年が観測史上最も暑い年となり、世界の平均気温が
工業化前と比べて約 1.55℃上昇と、単年ではあるが初めて 1.5℃を超えたことを発表しました
（WMO『State of the Global Climate 2024』、2025年 3月 19日公表）。 
これらの影響に対処していくためには、私たちが住む地域から、地球温暖化の原因とされる人

為起源の温室効果ガスの排出を削減していくこと（緩和）と、避けられない気候変動の影響に対

して被害の防止・軽減を図ること（適応）の両方を進めていく必要があります。 
そこで、熊本連携中枢都市圏では、令和２年（2020年）１月に、18市町村（当時）共同で「2050
年温室効果ガス排出実質ゼロ」を目指すことを宣言し、令和３年（2021年）３月には連携中枢都
市圏としては全国初となる「熊本連携中枢都市圏地球温暖化対策実行計画」を共同策定し、地球

温暖化対策へ積極的に取り組むこととしています。 
 

   

はじめに 脱炭素社会の実現に向けて 

出典：温室効果ガスインベントリオフィス／ 

全国地球温暖化防止活動推進センターウェブサイト（https://www.jccca.org/） 

https://www.jccca.org/
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２ 計画策定の目的 
本計画は、熊本連携中枢都市圏にある恵まれた自然環境を守り、未来へと引き継ぎながら、都

市圏の自然資源及び人的・知的資源等を活用・循環させた脱炭素の取組により、持続可能で豊か

な都市圏を実現することを目的とします。 
この目的の実現に向け、本計画では「温室効果ガス削減目標の達成」「環境と共生した脱炭素社

会の実現」「未来につなげるための一人ひとりの意識改革」を計画の目指す姿に設定し、p.3に定
義する 23 市町村の住民、事業者、行政が一体となって、温室効果ガスの排出削減に取り組みま
す。 

 
 
３ 都市圏共同策定による効果 
経済活動や地球温暖化対策の取組は、一つの市町村内だけで完結するものではなく、周辺自治

体との相互依存の中で成り立っているため、広域的な視点での連携が不可欠です。 
地球温暖化対策の取組は、社会的・経済的な結びつきが強い都市圏全体で一体となって取り組

むことで、以下の３つの効果が期待できます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 特定の自治体の施策によ

り効果が得られた場合、

そのノウハウを他自治体

と共有することにより同

様の効果が得られる。 

 各自治体の「強み」と「弱

み」を補い合うことによ

り、個々では実現が難しい

施策を可能にする。 

 圏域全体で進捗を管理

し、他自治体の活動状況

を把握することにより、

単独では得られない成果

を実現可能にする。 
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 ２ 計画の基本的事項  

１ 計画の期間 
本計画の期間は、令和 8 年度（2026 年度）～令和 17 年度（2035 年度）とし、令和 12 年

度（2030 年度）及びその他必要に応じて、計画内容を見直します。 
 
 
 
 

 
 
 
２ 旧計画からの主な変更点 
本計画では、緩和策に関する施策体系を再整理するとともに、「地球温暖化対策の推進に関す

る法律」（以下「温対法」という。）の改正を踏まえ、基本方針ごとの施策目標及び再生可能エネ

ルギーの導入を促進する区域等を設定しました。 

また、国の温室効果ガス排出削減目標を踏まえ、令和 12 年度（2030 年度）の目標を見直す

とともに、新たに令和17年度（2035 年度）、令和 22年度（2040 年度）の目標を設定しまし

た。 

さらに、「気候変動適応法」第12条に基づく「地域気候変動適応計画」として位置づけ、都市

圏が取り組む「適応策」を設定しました。 

 
３ 計画の対象範囲 
本計画は、熊本連携中枢都市圏を構成する 24市町村のうち独自計画を有する荒尾市を除く以

下 23市町村の行政区域を対象範囲とします（令和 8年（2026 年）3月末時点）。 

熊本市、玉名市、山鹿市、菊池市、宇土市、宇城市、阿蘇市、合志市、美里町、玉東町、 
南関町、長洲町、和水町、大津町、菊陽町、高森町、西原村、南阿蘇村、御船町、嘉島町、 
益城町、甲佐町、山都町 

 
※荒尾市は独自の地方公共団体実行

計画（区域施策編）を策定済。荒尾

市は都市圏の構成市として、本計画

と連携した取組を進める。 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

計 画 期 間 

2026 年度 2035年度 
2050 年度 
（長期目標） 

2013 年度 

（基準） 

2030 年度 

（中間見直し） 

荒尾市 
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コラム 熊本連携中枢都市圏の変遷 
平成 28年（2016

年） 
3月 30日 

 熊本市と近隣の１６市町村が連携協約を締結し、 
熊本連携中枢都市圏を形成 
 
※「連携中枢都市圏構想」とは、地域を活性化し経済を持続可能なもの

とし、住民が安心して快適な暮らしを営んでいけるようにするため、相

当の規模と中核性を備える圏域の中心都市が近隣の市町村と連携し、コ

ンパクト化とネットワーク化により「経済成長のけん引」、「高次都市機

能の集積・強化」及び「生活関連機能サービスの向上」等を行うことによ

り、人口減少・少子高齢社会においても一定の圏域人口を有し活力ある

社会経済を維持するための拠点を形成する政策です。 
 
 
 
 
 
 
 

   
平成 31年（2019

年） 
3月 28日 

 熊本市と菊池市が連携協約を締結 

   
令和 2年（2020年） 

1月 28日 
 熊本連携中枢都市圏として 

「2050年温室効果ガス排出実質ゼロ」を目指すことを宣言 
   

令和 3年（2021年） 
3月 29日 

 連携中枢都市圏としては全国初となる 
「熊本連携中枢都市圏地球温暖化対策実行計画」を共同策定 

   
令和 4年（2022年） 

3月 28日 
 熊本市と山鹿市が連携協約を締結 

   
令和 5年（2023年） 

10月 24日 
 熊本市と玉名市が連携協約を締結 

   
令和 7年（2025年） 

3月 27日 
 
 
 

 

 熊本市と荒尾市、南関町、長洲町及び和水町が連携協約を締結 
 
 
 
 
 
 

   

 
熊本市、宇土市、宇城市、阿蘇市、合志市、美里町、玉東町、

大津町、菊陽町、高森町、西原村、南阿蘇村、御船町、嘉島町、

益城町、甲佐町、山都町 

構成市町村（17市町村） 

 
熊本市、荒尾市、玉名市、山鹿市、菊池市、宇土市、宇城市、

阿蘇市、合志市、美里町、玉東町、南関町、長洲町、和水町、

大津町、菊陽町、高森町、西原村、南阿蘇村、御船町、嘉島町、

益城町、甲佐町、山都町 

構成市町村（24市町村） 
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４ 計画の位置づけ 
本計画は、温対法第 21条第３項に基づく「地方公共団体実行計画（区域施策編）」及び「気候
変動適応法」第 12条に基づく「地域気候変動適応計画」として位置づけます。 
施策の推進にあたっては、都市圏を構成する各市町村の総合計画、都市計画等の個別分野計画

との連携・調整を図り、施策効果の最大化を目指します。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■ 計画の位置づけ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

▷ 地方公共団体実行計画（区域施策編）：その区域の自然的社会的条件に応じて温室効果ガ
スの排出抑制等を行うための施策に関する計画であり、都道府県、政令指定都市、中核

市、施行時特例市に策定義務がある。 
▷ 地方公共団体実行計画（事務事業編）：地方公共団体自らが事務・事業に伴い発生する温
室効果ガスの排出削減等を行うため、計画期間に達成すべき目標と目標達成のために実

施する措置の内容を定める計画であり、全ての都道府県及び市町村・特別区並びに一部

事務組合及び広域連合に策定義務がある。 
▷ 気候変動適応計画：その区域の自然的社会的条件等に応じて気候変動適応に関する施策
の推進を図るための計画であり、都道府県、市町村に策定の努力義務がある。 
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５ 計画の対象とする温室効果ガス 
本計画の対象とする温室効果ガスは温対法に定める７種類のガスとします。 

 
■ 本計画の対象とする温室効果ガス：温対法に定める７種類のガス 

温室効果ガスの種類 主な排出活動 
地球温暖化 

係数14 

二酸化炭素

（CO2） 

エネルギー起源 
CO2 

▷ 家庭や工場、事務所等での化石燃料や
電気の使用 

▷ 自動車での化石燃料の使用 など 1 
非エネルギー起源 
CO2 

▷ プラスチックの焼却 
▷ 工業製品の製造及び原料の使用 など 

メタン（CH4） 
▷ 化学製品の製造 
▷ 炉における化石燃料の燃焼 
▷ 自動車での化石燃料の使用 
▷ 耕作 
▷ 家畜の飼養及び排せつ物管理 
▷ 排水処理 など 

28 

一酸化二窒素（N2O） 265 

ハイドロフルオロカーボン類

（HFCs） 
▷ 工業製品の製造 
▷ エアコンや冷蔵庫の使用 
▷ 溶剤としての使用 など 

4～ 
12,400 

パーフルオロカーボン類

（PFCs） 
▷ 半導体素子等の製造 
▷ 溶剤としての使用 など 

6,630～
11,100 

六フッ化硫黄（SF6） 
▷ 工業製品の製造 
▷ 変電設備に封入されている電気絶縁ガ
ス など 

23,500 

三フッ化窒素（NF3） ▷ 半導体の製造 など 16,100 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
14【地球温暖化係数（GWP：Global Warming Potential）】二酸化炭素を基準にして、温室効果ガスそれぞれの温室効

果の程度を示す値のこと。 
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第１章 地球温暖化に関する国内外の動向 

１-１ 地球温暖化の現状  

１ 地球温暖化の概要 
① 地球温暖化の仕組み 
私たちの住む地球には、水蒸気、二酸化炭素（CO2）、メタン（CH4）、一酸化二窒素（N2O）等
の「温室効果ガス」が自然に存在しています。これらのガスは、地表面から放射される太陽によ

って暖められた熱を吸収し、大気を暖める働きがあります。そのおかげで世界の地表面の平均気

温は、約 14℃に保たれています。もし、温室効果ガスが全く存在しなければ、地表面から放射さ
れた熱はそのまま宇宙に放出され、地球の地表面の平均気温は約-19℃になるといわれています。
このように、温室効果ガスは生物が生きるために不可欠なものです。 
人為的に発生する温室効果ガスには、CO2、CH4、N2O、フロン等があります。私たちの活動に
よって、多くの温室効果ガスが排出されたことにより、「地球温暖化」が引き起こされていると考

えられています。地球温暖化への影響が最も大きい CO2の大気中濃度は、産業革命以降に増えて

おり、現在の平均濃度は 420ppm15を超え、産業革命以前の 280ppmから５割も増加しています。
世界の平均気温が産業革命以前の水準から 2℃上昇すると、食料不足や熱中症患者の増加など、
地球温暖化による気候変動の影響は更に深刻化すると考えられています。平均気温の上昇を２℃

未満に抑えるためには、CO2の大気中濃度を 430～450ppm に留める必要がありますが、このま
までは数十年内に 450ppmを超えてしまう可能性があります。 

 
 

  

 
15【ppm（parts per million）】大気中の分子 100 万個にある対象物質の個数を表す単位。 

■ 地球温暖化の仕組み 

出典：環境省「デコ活 ウェブサイト」 

（https://ondankataisaku.env.go.jp/decokatsu/ondanka/） 

 

第１章 地球温暖化に関する国内外の動向 

■ 二酸化炭素の世界平均濃度の経年変化 

出典：気象庁「大気中二酸化炭素濃度の経年変化」 

（ https://www.data.jma.go.jp/ghg/kanshi/ghgp/co2_tren

d.html） 

 

青色は月平均濃度。赤色は季節変動を除去した濃度。 

https://ondankataisaku.env.go.jp/decokatsu/ondanka/
https://www.data.jma.go.jp/ghg/kanshi/ghgp/co2_tren
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② 地球温暖化の現状 
近年、世界各地で異常高温や大雨など、極端な気象・気候現象の発生が相次いでいます。 
熊本県内においても、世界や国内と同様に気温は上昇傾向を示しており、猛暑日（最高気温が

35℃以上の日）が 10年当たり約２日増加、熱帯夜（夜間の最低気温が 25℃以上のことを指しま
すが、ここでは日最低気温 25℃以上の日数を熱帯夜日数として扱います。）が 10 年当たり約４
日増加しています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

出典：福岡管区気象台WEBページ（https://www.data.jma.go.jp/fukuoka/kaiyo/chikyu/report/observation.html） 
 
 
 
 
③ 地球温暖化に伴う気候変動の影響 
温室効果ガスが過度に増えることで、地球の気温上昇だけではなく、降水と乾燥の極端化、海

水温・海面水位の上昇、生物への影響、経済・社会システムへの影響等、私たちの生活に深刻な

影響が生じていると考えられています。地球温暖化の進行に伴い、豪雨災害や猛暑のリスクは更

に高まると予測されています。 
 
  

不知火の果皮障害（こはん症） 

出典：農業・食品産業技術総合研究機構カンキツ研究拠点、 

熊本県農業研究センター果樹研究所 

「温暖化による温州ミカンの着花性と「不知火」 

こはん症発生の影響と対策技術（2020 年 3 月）」 

令和５年梅雨前線豪雨等（山都町） 

出典：熊本県「令和５年梅雨前線豪雨等に伴う

道路被害への対応状況について」 

棒グラフ（緑）：各年の値 

直線（赤）：長期変化傾向（この期間の平均的な変化傾向） 

熊本 日最高気温 35℃以上の年間日数（猛暑日）

1927-2023 年 

熊本 年間熱帯夜日数 

1927-2023 年 

https://www.data.jma.go.jp/fukuoka/kaiyo/chikyu/report/observation.html
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１-２ 地球温暖化に関する国内外の動向  

１ 地球温暖化対策に関する世界の主な動向 
 平成 27 年（2015 年） パリ協定の採択・発効  

平成 27 年（2015年）にフランスのパリで開催された第 21回締約国会議（COP21）では、途
上国を含む全ての国・地域の合意のもと「パリ協定」が採択され、令和２年（2020年）以降の地
球温暖化対策に関する新たな国際的枠組みが構築されました。 
協定では、産業革命前からの気温上昇を 2℃未満に抑えるとともに 1.5℃未満に収まるように
努力することや、できるだけ早い時期に温室効果ガスの排出量増加を止め、今世紀後半には実質

ゼロにすること、全ての国が削減目標を策定し 5年ごとに見直すことなどが定められました。 
 
 平成 30 年（2018 年）「IPCC 1.5℃特別報告書」の公表  

気候変動に関する世界中の科学者が参加する国連の組織「気候変動に関する政府間パネル

（IPCC）」は、平成 30年（2018年）に「IPCC1.5℃特別報告書」を公表しました。この報告書で
は、工業化以降、人間活動は世界の平均気温に約 1℃の地球温暖化をもたらしたと推定しており、
このまま温暖化が進めば、令和 12 年（2030 年）から令和 34 年（2052 年）に気温上昇が 1.5℃
に達する可能性が高いと報告されています。また、気温が 2℃上昇すると、1.5℃上昇した場合と
比べて、洪水や豪雨などのリスクが高まり、気象災害、生態系など様々な分野で悪影響が増大す

るとされており、1.5℃に抑えるには令和 32 年（2050 年）前後までに CO2の排出量を実質ゼロ

にする必要があるとしています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出典：温室効果ガスインベントリオフィス／ 

全国地球温暖化防止活動推進センターウェブサイト（https://www.jccca.org/）

 

https://www.jccca.org/
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 令和 5 年（2023 年） COP28 の開催 

令和５年（2023 年）にアラブ首長国連邦（UAE）・ドバイで開催され、パリ協定の目標達成に
向けた世界全体の進捗を評価するグローバル・ストックテイク（GST）に関する決定や、ロス＆
ダメージ（気候変動の悪影響に伴う損失と損害）に対応するための基金を含む、新たな資金措置

の制度の大枠に関する決定等について採択が行われました。 
気温上昇を 1.5℃に抑えるためには、緊急な行動が必要であること、また世界全体の温室効果
ガスの排出量を令和 12年（2030年）までに 43％、令和 17年（2035年）までに 60％削減する
必要があることが改めて認識されました。 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

  

年限付きのカーボンニュートラルを表明した国・地域（2022 年 10 月時点） 

出典：経済産業省「エネルギー白書 2023」 
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２ 地球温暖化対策に関する国の主な動向 
 平成 28 年（2016 年） 地球温暖化対策計画  

パリ協定や、令和 12 年度（2030 年度）の温室効果ガス削減目標を平成 25 年度（2013 年度）
比で 26％減とする「日本の約束草案」を踏まえ、地球温暖化対策を総合的かつ計画的に推進する
ための計画である「地球温暖化対策計画」が平成 28年（2016年）5月に閣議決定されました。 

 
 令和和 2年（2020 年） 2050 年カーボンニュートラル宣言  

令和２年（2020 年）10 月 26 日に菅首相（当時）が国会における所信表明で、「2050 年まで
に、温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする、すなわち 2050年カーボンニュートラル16、脱

炭素社会の実現を目指す」と宣言しました。 
この宣言では、「成長戦略の柱に経済と環境の好循環を掲げ、グリーン社会の実現に最大限注

力する」ことや、「温暖化への対応は経済成長の制約ではなく、積極的に温暖化対策を行うこと

が、産業構造や経済社会の変革をもたらし、大きな成長につながるという発想の転換が必要であ

る」ことも明言されており、今後は地球温暖化対策という環境対策と経済対策の相乗効果による

「グリーン社会の実現」が日本の基本方針として示されました。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

カーボンニュートラルへの転換イメージ17 

出典：経済産業省「2050 年カーボンニュートラルの実現に向けた検討（令和２年 11 月 17 日）」に一部加筆 
  

 
16【カーボンニュートラル】2050 年カーボンニュートラル宣言以降、国において「カーボンニュートラル」の用語を

用いる例が多数である。また、国際的な文脈では、「ネット・ゼロ」と表現することが一般的である。熊本連携中枢都

市圏では「温室効果ガス排出実質ゼロ」という用語を用いているが、これらの基本的な意味は同じという認識の下、

「温室効果ガス排出実質ゼロ」との用語を用いている。 
17【非化石電源】天然ガスや石炭、石油などの化石燃料を使わずに電気を作る発電方法のことで、太陽光・風力・水

力・地熱・バイオマスなどの再生可能エネルギーと、原子力発電を指す。 

17 ※「17」は注釈番号 
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 令和 3 年（2021 年） 地域脱炭素ロードマップ、地球温暖化対策計画、 

気候変動適応計画  

日本は、令和 3 年（2021 年）4 月に開催された米
国主催気候サミットにおいて、令和 12年度（2030年
度）までに温室効果ガス 46％削減（平成 25年度（2013
年度）比）を目指すこと、更に 50％の高みに向けて
挑戦を続けることを表明しました。 
これを受け、令和 3 年（2021 年）6 月に「地域脱
炭素ロードマップ～地方からはじまる、次の時代への

移行戦略～」が策定されました。ロードマップには、

地域課題を解決し、地域の魅力と質を向上させる地方

創生に資する脱炭素に国全体で取り組み、更に世界へ

と広げるために、特に令和 12年（2030年）までに集
中して行う取組・施策を中心に、地域の成長戦略とも

なる地域脱炭素の行程と具体策が示されました。このなかで、脱炭素に向けた先行的な取組を実

施する「脱炭素先行地域づくり」が示され、令和 12年（2030年）までに少なくとも 100か所の
地域で脱炭素モデルを構築し、全国に展開することを目指すとしています。 
新たな削減目標や「2050年カーボンニュートラル宣言」を踏まえ、令和 3年（2021年）10月
に「地球温暖化対策計画」が改定されました。改定計画では、新たな削減目標達成に向けた取組

が示されています。また、都道府県及び市町村には、相互に連携し、2050年カーボンニュートラ
ルの実現に向けて、地域資源である再生可能エネルギーを活用した地域の脱炭素化を推進するこ

とが求められました。 
また、気候変動適応に関する施策の総合的かつ計画的な推進を目的とした気候変動適応計画が

令和 3年（2021年）10月に改定されました。気候変動適応計画では、地球温暖化に伴う気候変
動の影響による被害を防止・軽減するため、各主体の果たすべき役割や「あらゆる関連施策に気

候変動適応を組み込む」等の 7つの基本戦略を示すとともに、分野ごとの適応に関する取組が網
羅的に示されています。 

 

 
地域脱炭素ロードマップ 対策・施策の全体像 

出典：環境省「脱炭素地域づくり支援サイト」（https://policies.env.go.jp/policy/roadmap/） 

国・地方脱炭素実現会議（令和３年６月９日） 

出典：首相官邸ホームページ 

（https://www.kantei.go.jp/） 

https://policies.env.go.jp/policy/roadmap/
https://www.kantei.go.jp/


 

13 

 令和 7年（2025 年） 地球温暖化対策計画  

日本は、令和 7 年（2025 年）2 月に、令和 17 年度（2035 年度）及び令和 22 年度（2040 年
度）の削減目標達成に向けた新たな地球温暖化対策計画を閣議決定し、パリ協定に基づく次期

NDC（国別削減目標）を国連気候変動枠組条約事務局に提出しました。この中で日本は、温室効
果ガスの排出量を、平成 25 年度（2013 年度）比で令和 17 年度（2035 年度）までに 60％削減
し、さらに令和 22年度（2040年度）までに 73％削減することを目指すとしています。 
 

■ 地球温暖化対策に関する国の主な動向 

年次 主な出来事 

平成 27（2015） 

2030年度における電源構成比（エネルギーミックス）の政府案公表 
原発は 20~22％、再生可能エネルギーは 22～24％を決定 
「日本の約束草案」として 2013 年比で 2030 年の排出量を 26％削減する目標を決定
し、国連気候変動枠組条約事務局に提出 
「気候変動の影響への適応計画」の閣議決定 

平成 28（2016） 

「地球温暖化対策計画」の閣議決定 
「地球温暖化対策の推進に関する法律」の一部改正 
（普及啓発の強化、地方公共団体実行計画の策定） 
「気候変動適応プラットフォーム（A-PLAT）」の開設 

平成 29（2017） 「長期低炭素ビジョン」の取りまとめ（中央環境審議会地球環境部会） 

平成 30（2018） 

「第５次環境基本計画」の閣議決定 
「第５次エネルギー基本計画」の閣議決定 
「気候変動適応法」の成立 

令和元（2019） 「パリ協定に基づく成長戦略としての長期戦略」の閣議決定 
令和 2（2020） 「2050年カーボンニュートラル宣言」 

令和 3（2021） 

「地球温暖化対策の推進に関する法律」の一部改正 
（2050 年カーボンニュートラル宣言を踏まえた基本理念の新設、施策の実施に関す
る目標、地域脱炭素化促進事業の促進に関する事項等の設定） 
2030年度の温室効果ガス削減目標を 2013年度比 46%削減することを新たに宣言 
「地域脱炭素ロードマップ」の策定 
「2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略」の策定 
「地球温暖化対策計画」の閣議決定 
「気候変動適応計画」の閣議決定 
「第６次エネルギー基本計画」の閣議決定 

令和 4（2022） 「デコ活(脱炭素につながる新しい豊かな暮らしを創る国民運動)」スタート 

令和 5（2023） 
「GX実現に向けた基本方針」の閣議決定 
「G7札幌気候・エネルギー・環境大臣会合」の開催 

令和 6（2024） 

「第６次環境基本計画」の閣議決定 
「地球温暖化対策の推進に関する法律」の一部改正 
（地域共生型再エネの導入促進に向けた地域脱炭素化促進事業制度の拡充等） 

令和 7（2025） 

「地球温暖化対策計画」の閣議決定 
「第 7次エネルギー基本計画」の閣議決定 
「GX2040ビジョン」の閣議決定 
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◆ 地球温暖化対策計画 

地球温暖化対策計画は、温対法に基づく政府の総合計画で、温室効果ガスの排出抑制及び

吸収の量に関する目標、目標達成のための国・地方公共団体・事業者・国民の基本的役割等に

ついて記載されています。 
令和７年（2025年）２月に閣議決定した「地球温暖化対策計画」では、温室効果ガス排出

量の削減目標として、令和 17年度（2035年度）、令和 22年度（2040年度）において、平成
25年度（2013年度）からそれぞれ 60％、73％削減することが示されました。2050年カーボ
ンニュートラル（ネット・ゼロ）の実現に向けた直線的な経路を弛まず着実に歩んでいくこと

を示しています。 
この新たな削減目標の達成に向け「エネルギー基本計画」及び「GX2040ビジョン」と一体

的に、対策・施策を実施し、脱炭素と経済成長の同時実現に資する地球温暖化対策を推進して

いくこととしています。 
 
◆ 第７次エネルギー基本計画 

エネルギー基本計画は、日本のエネルギー政策の基本的な方向性を示すもので、少なくと

も３年ごとに見直されます。 
「第７次エネルギー基本計画」では、再生可能エネルギーの最大限の導入とバランスのと

れた電源構成を目指すことが示されました。2040年度までに、日本のエネルギー自給率を３
～４割程度まで引き上げるとともに、再生可能エネルギーの電源構成比率を４～５割程度に

まで高める方針が打ち出されました。 
 
◆ GX2040 ビジョン 

2040年に向けて「脱炭素」と「経済成長」の両立を目指すグリーントランスフォーメーシ
ョン（GX）に関する日本の国家戦略です。 
エネルギーの安定供給と温室効果ガスの大幅削減を同時に実現するため、再生可能エネル

ギー等を活用した産業立地の強化、CO2排出量取引制度の導入、脱炭素技術への投資促進など

が柱となっています。また、アジアを中心とし世界の脱炭素化にも貢献することが盛り込ま

れています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

コラム 地球温暖化対策計画等の概要 
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３ 熊本県の主な動き 
 
 令和元年（2019 年） 「2050 年熊本県内 CO2排出実質ゼロ」宣言  

熊本県は、令和元年（2019 年）12 月、国に先駆けて「2050 年県内 CO2 排出実質ゼロ（ゼロ
カーボン）」を目指すことを宣言し、「第六次熊本県環境基本計画（令和 3 年（2021 年）7 月策
定）」において、令和 12年度（2030年度）に向けた新たな温室効果ガス削減目標を定め、4つの
戦略のもと取組を進めてきました。 
 

 
 
 
 
 

出典：熊本県「第六次熊本県環境基本計画（令和 3 年（2021 年）7 月策定）」を引用 
 
令和 5年（2023 年） 熊本県及び益城町 「第４回脱炭素先行地域」に選定 

熊本県及び益城町は、環境省の「第 4回脱炭素先行地域」において、阿蘇くまもと空港周辺の
産業団地を対象とした、製造業及び農林水産業事業者の脱炭素化に向けた取組を提案し、選定さ

れました。 
 
 
４ 都市圏の主な動き 

 
 令和 2 年（2020 年） 「2050 年温室効果ガス排出実質ゼロ」宣言  

都市圏では、都市圏を構成する市町村共同で「2050年温室効果ガス排出実質ゼロ」を目指すこ
とを宣言しました。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 令和 3 年（2021 年） 「熊本連携中枢都市圏地球温暖化対策実行計画」策定  

都市圏としては全国初となる 2050 年温室効果ガス排出実質ゼロを目指す「熊本連携中枢都市
圏地球温暖化対策実行計画」を策定しました。 

 
【戦略１】 省エネルギーの推進 
【戦略２】 エネルギーシフト 
【戦略３】 電気の CO2ゼロ化 
【戦略４】 その他の CO2の実質ゼロ化（CO2吸収・固定等） 

■ ゼロカーボンの行動変容に向けた４つの戦略 

熊本連携中枢都市圏による「2050 年温室効果ガス排出実質ゼロ」宣言 

出典：熊本市 
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 令和 6 年（2024 年） 「地域脱炭素移行・再エネ推進交付金 

（重点対策加速化事業）」の採択  
都市圏を構成する市町村の事業を取りまとめて応募した熊本市の事

業が環境省の「地域脱炭素移行・再エネ推進交付金（重点対策加速化

事業）」に採択されました。 
都市圏の市町村有施設における電力の脱炭素と災害に強い地域づく

りを推進するため、太陽光発電設備や蓄電池の導入、公共施設の ZEB
化、公用車の EV化等の取組を進めています。 

 
 
 
 令和 6 年（2024 年） 「バス・電車無料の日」の実施  

熊本市では、公共交通を利用する“きっかけ”をつくることを目

的として、令和 4年度（2022年度）より「バス・電車無料の日」を
実施しています。この取組は、熊本市を一部でも通過するバスや電

車を対象に、特定の日に運賃を無料とするものです。 
実施を重ねるごとに、利用者数は増加傾向にあり、加えて、地域

経済への波及効果や、温室効果ガス排出量の削減などの効果も確認

されています。 
令和 6年度（2024年度）は、対象エリアを都市圏へと拡大し、よ
り広域での公共交通利用促進を目指して「バス・電車無料の日」の

取組を実施しました（一部対象外路線あり）。 
 
 
 
 

 
 

 
  

令和６年 12 月 21 日実施チラシ 

出典：熊本市 
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第２章 熊本連携中枢都市圏地球温暖化対策実行計画の振り返り 

２-１ 旧計画における温室効果ガスの排出状況  

18 市町村を対象とした旧計画における平成 25 年度（2013 年度）から令和 2 年度（2020 年

度）にかけての排出量の推移は下図のとおりです。 

旧計画では、都市圏から排出される温室効果ガスを令和７年度（2025 年度）までに平成 25 年

度（2013 年度）比で33%以上削減することとしていました。 

令和 2年度（2020年度）の排出量（650万 t-CO2）は、平成25年度（2013 年度）の温室効

果ガス排出量997 万 t-CO2に対し、34.8%減となっており、令和７年度（2025 年度）の削減目

標を上回っています。 

なお、本計画では、23市町村の排出量を推計するにあたり、環境省「地方公共団体実行計画（区

域施策編）策定・実施マニュアル（算定手法編）Ver.2.2」（令和7年 6月）等に基づき、推計方法

等を見直しています。 

 
 

■ 旧計画（１８市町村）における温室効果ガス排出状況 

 
※統計データの公表時期の関係により、数年遅れて算出。 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

第２章 熊本連携中枢都市圏地球温暖化対策実行計画の振り返り 

 
短期目標（令和 ７年度（2025年度））：平成 25年度（2013年度）比 33%以上削減 
中期目標（令和 12年度（2030年度））：平成 25年度（2013年度）比 40%以上削減 
長期目標（令和 32年度（2050年度））：排出量実質ゼロを目指す 

旧計画における温室効果ガス削減目標 
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旧計画策定後、「温対法」の改正や、環境省「地方公共団体実行計画（区域施策編）策定・実

施マニュアル」の改定により、推計に用いる係数や、推計方法が見直されています。 
このため、本計画では 23市町村の排出量を推計するにあたり、温対法や最新のマニュアルに

基づき推計方法を見直しており、旧計画における推計結果と異なっています。本計画では、見

直しを行った推計値を用いて削減目標を設定するとともに、進捗管理を行います。 
【主な見直し内容】 
・電気の排出係数を従来の「基礎排出係数（現：未調整排出係数）」から「調整後排出係数」

に変更 
・産業部門（製造業）及び業務その他部門の推計方法 

電力会社が 1 kWh当たりの電気を作るために、どのくらいの CO2を排出しているかを表した

ものが排出係数です。排出係数が低いほど、環境負荷の少ないエネルギーであると判断できま

す。排出係数は毎年更新されており、最新の排出係数のデータは、環境省「算定方法・排出係数

一覧」で確認できます。本計画では、「調整後排出係数」を用いて温室効果ガス排出量を推計し

ています。 
○ 未調整排出係数 
電気の供給量が排出量に与える影響だけを反映し、環境価値の取引による調整が反映さ

れていない、電気事業者が供給した電気全体の平均的な係数。 
○ 基礎排出係数 
未調整排出係数に非化石証書、グリーン電力証書及び再生可能エネルギー（電気）由来

の J-クレジットの取引を反映した係数。 
○ 調整後排出係数 
未調整排出係数に非化石証書、グリーン電力証書及び再生可能エネルギー（電気）由来

の J-クレジットの取引に加え、再生可能エネルギー（電気）以外の J-クレジット及び JCM
クレジットも反映した係数。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

コラム 本計画における温室効果ガス排出量の見直し 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
コラム 電気の排出係数とは 
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２-２ 旧計画におけるこれまでの取組・今後の課題  

旧計画では、各基本方針の施策についてアクションプランを定め、計画開始年度から毎年度、取

組状況を検証してきました。本項では、その検証結果を踏まえ、旧計画の各基本方針における取組

の実績を踏まえた今後の課題を記載しています。 
 
〈基本方針１〉都市圏の特性を活かした再生可能エネルギーの利用促進と災害への対応 

対策① 地域資源を活用した再生可能エネルギーの導入推進 

対策② 災害対策にも有効なエネルギーシステムの構築 

 

 
 

 これまでの取組  
 

対策① 地域資源を活用した再生可能エネルギーの導入推進 

 太陽光発電及び蓄電池の導入支援 
 公共施設への太陽光発電導入 
 木質バイオマスストーブの購入支援等 
 

対策② 災害対策にも有効なエネルギーシステムの構築 

 再生可能エネルギー（電気）の地産地消（廃棄物発電及び水道施設の未利用空間を
活用した太陽光発電） 

 ごみ焼却により発電した電気の活用 
 大型蓄電池導入によるレジリエンス強化等 

 
 

 今後の課題  
 

一部地域では、大規模な太陽光発電設備等の設置において、地域における合意形成が不十分

な事例や自然環境・生活環境への配慮が不足する事例が発生しています。これらの課題に対応

するためには、都市圏の自然環境等との調和を念頭に再生可能エネルギーの導入を進める必要

があります。 
一方で、脱炭素経営の普及に伴い、再生可能エネルギーの利用を希望する事業者の需要が今

後更に高まることが予想されます。都市圏における再生可能エネルギーの供給体制を強化しな

ければ、企業誘致や地域経済の活性化の機会を逃す可能性があります。 
このため、設置可能な建築物及び未利用地への太陽光発電の導入拡大や、ペロブスカイト太

陽電池の導入検討、オフサイト PPA、余剰電力の地域内売電等により、地域特性を生かした再
生可能エネルギーの供給体制の強化を図るとともに、地域内での更なる循環利用の促進等を図

る必要があります。 
 
 

  

〈基本方針１〉都市圏の特性を活かした再生可能エネルギーの利用促進と災害への対応 

対策① 地域資源を活用した再生可能エネルギーの導入推進 

対策② 災害対策にも有効なエネルギーシステムの構築 
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■ 旧計画の基本方針１に関する主な取組及び実績  

主な取組 実績 

▷ 太陽光発電・蓄電池導入に係る助成制度によ
り、自家消費型の太陽光発電導入を促進 

 
▷ 木質バイオマスストーブ購入に係る助成制
度により、木質バイオマスの利用を促進 

 
▷ 廃棄物発電及び未利用地を活用した太陽光
発電を公共施設へ供給し、再生可能エネルギ

ーの地産地消を促進 
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■ 都市圏（18市町村）における再生可能エネルギー導入推移（左図） 

・2023 年度時点の導入割合（右図）  
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〈基本方針２〉都市圏の各主体による省エネルギーの推進とエネルギーの効率的な利用 

対策① 住宅における省エネルギーの推進  

対策② 事業活動における省エネルギーの推進  

対策③ 行政における省エネルギーの推進 

 

 
 

 これまでの取組  
 

対策① 住宅における省エネルギーの推進 

対策② 事業活動における省エネルギーの推進 

 住宅及び事業所を対象とした省エネルギー機器等の導入支援 
 省エネ建築物認定制度の運用等 
 

対策③ 行政における省エネルギーの推進 

 公共施設の省エネルギー改修・ZEB化 
 地方公共団体実行計画（事務事業編）の策定・運用等 

 
 
 今後の課題  
 

一部の市町村では、企業進出や人口増加等の影響によりエネルギー消費量が増加に転じてお

り、経済活動の活性化と両立させながら、エネルギー消費量の削減や電化・非化石燃料への転

換を図る必要があります。 
今後も引き続き、住民及び事業者の省エネルギー意識の拡大を図るとともに、日常生活や事

業活動における省エネルギー機器・設備の普及や、建築物の省エネルギー化、電化・非化石燃

料への転換、省エネルギーに繋がる AI 及び ICT 技術の普及等により、省エネルギー及び効率
的なエネルギー利用を促進する必要があります。 

 
  

〈基本方針２〉都市圏の各主体による省エネルギーの推進とエネルギーの効率的な利用 

対策① 住宅における省エネルギーの推進  

対策② 事業活動における省エネルギーの推進  

対策③ 行政における省エネルギーの推進 
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■ 旧計画の基本方針２に関する主な取組及び実績  

主な取組 実績 

▷ 省エネルギー設備機器の導入に係る助成制
度により、高効率の照明及び空調等の導入を

促進 

 
▷ 省エネルギー改修（ZEB化）により、公共施
設のエネルギー消費量を削減 
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■ 都市圏（18市町村）におけるエネルギー消費量の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 都市圏（18市町村）における省エネルギー対策の実施状況（住民アンケート結果） 

：すでに実施している住民の割合 
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〈基本方針３〉都市圏における脱炭素社会に向けた都市機能と資源循環社会の構築 

対策① 脱炭素型交通モビリティ社会の実現  

対策② 都市緑化の普及促進  

対策③ 廃棄物の適正処理と資源循環  

対策④ 下水道施設における資源循環 

 

 
 
 これまでの取組  
 

対策① 脱炭素型交通モビリティ社会の実現 

 住民及び事業者を対象とした EV・PHVの導入に係る助成 
 公用車の EV等への更新 
 自転車通行空間の整備等 

対策② 都市緑化の普及促進 

 公共地の緑化 
 屋上・壁面緑化の支援等 

対策③ 廃棄物の適正処理と資源循環 

 生ごみ堆肥化容器等の購入に係る助成 
 プラスチック製容器包装の分別収集・リサイクル等 

対策④ 下水道施設における資源循環 

 下水汚泥の建設資材化・コンポスト化等 
 
 

 今後の課題  
 

都市圏の住民を対象としたアンケート調査（令和 6 年度（2024 年度）実施）によると、20
～60 歳代の住民のうち次世代自動車（EV、PHV、FCV）へ乗り換えている割合は 9%、今後乗
り換えたいと考えている割合は 41%となっており、二人に一人は次世代自動車に関心を持って
いると考えられます。自動車の走行に伴う化石燃料の消費は、温室効果ガスの主要な排出源と

なっています。自動車から排出される温室効果ガスを削減するためには、公共交通機関等への

転換により自動車利用を削減するとともに、次世代自動車の普及啓発及び導入支援等により、

次世代自動車の導入を更に促進する必要があります。 
また、都市圏で発生する慢性的な交通渋滞は、化石燃料の消費を増加させる要因となってお

り、渋滞解消に向けた取組を進める必要があります。 
資源循環の分野においては、都市圏全体のプラスチックごみの焼却量が増加傾向にあるた

め、プラスチックごみの減量化・リサイクルを促進する必要があります。 
 
 
  

〈基本方針３〉都市圏における脱炭素社会に向けた都市機能と資源循環社会の構築 

対策① 脱炭素型交通モビリティ社会の実現  

対策② 都市緑化の普及促進  

対策③ 廃棄物の適正処理と資源循環  

対策④ 下水道施設における資源循環 



26 

■ 旧計画の基本方針３に関する主な取組及び実績  

主な取組 実績 

▷ EV・PHVの導入に係る助成制度により、エコ
カーの普及を促進 

 
▷ 生ごみ堆肥化容器等の購入に係る助成制度
により、廃棄物の発生抑制・資源化を推進 

 
▷ プラスチック製容器包装の分別収集・リサイ
クルにより、廃棄物の焼却に伴う温室効果ガ

ス排出量を削減 
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■ 都市圏（18市町村）における次世代自動車への乗り換え意向（住民アンケート結果）  
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〈基本方針４〉都市圏が誇る豊かな自然環境の保全と住民の生活の質の向上 

対策① 地下水保全の推進  

対策② 環境に配慮した農畜産業の推進  

対策③ 森づくりの推進  

 

 
 
 これまでの取組  
 

対策① 地下水保全の推進 

 雨水貯留施設の設置に係る助成 
対策② 環境に配慮した農畜産業の推進 

 国の「環境保全型農業直接支払交付金」を活用した農家の取組支援 
対策③ 森づくりの推進 

 森林整備事業による水源かん養林の維持管理及び吸収源の確保等  
 

 今後の課題  
 

環境保全型農業に取り組む農家及び実施面積は微増しているものの、更なる取組拡大の余地

があると考えられます。 
森林整備については、各市町村において森林整備計画等に基づく整備を計画的に実施してき

ましたが、人口減少が進む中、森林の適正な管理を維持していくには、林業の人材確保や省人

化・省力化を図る必要があります。 
都市圏を特徴づける地下水、農地及び森林等を保全する取組は、自然環境の保全だけではな

く、温室効果ガス排出量の削減及び吸収量の増大にも寄与します。今後も引き続き、都市圏の

自然環境の保全をとおして、地球温暖化の防止を図る必要があります。 
  

〈基本方針４〉都市圏が誇る豊かな自然環境の保全と住民の生活の質の向上 

対策① 地下水保全の推進  

対策② 環境に配慮した農畜産業の推進  

対策③ 森づくりの推進 
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■ 旧計画の基本方針４に関する主な取組及び実績  

主な取組 実績 

▷ 雨水貯留施設の設置に係る助成制度により
地下水の保全に貢献 

 
▷ 国の「環境保全型農業直接支払交付金」の活
用等による環境保全型農業の推進 
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〈基本方針５〉都市圏の未来に向けた環境意識の向上と環境投資の推進 
対策① 環境教育の推進  

対策② 炭素クレジットの活用促進  

対策③ 環境産業の育成  
 

 

 これまでの取組  
 

対策① 環境教育の推進 

 住民・こどもを対象とした出前講座・環境学習 
 学校版環境教育及び環境イベント開催等 

対策② 炭素クレジットの活用促進 

 山都町における町有林の J-クレジット化 
対策③ 環境産業の育成 

 新技術・新商品開発助成 
 熊本市グリーン/ブルーボンド等 

 今後の課題  
 

環境教育については、新型コロナ感染症の影響により、出前講座及び環境学習等が開催でき

ない時期がありました。今後は、SNSの活用や、民間事業者との連携等、より多くの住民・こ
どもたちを巻き込む意識啓発に取り組む必要があります。また、事業活動においては、脱炭素

経営の重要性が高まっており、事業者の脱炭素経営に対する理解促進を図り、排出量の見える

化や、省エネルギー対策・再生可能エネルギー利用の実践に繋げる必要があります。 
炭素クレジットについては、J-クレジット化の認証手続きを市町村で共有し、都市圏内に波
及させる必要があります。また、森林由来以外の J-クレジットや、ブルーカーボン等、新たな
炭素クレジットの創出可能性についても検討していく必要があります。さらに、認証された炭

素クレジットの環境価値・経済価値を都市圏内で循環させる仕組みについても検討する必要が

あります。 
今後も引き続き、住民・事業者の脱炭素の意識向上を図るとともに、脱炭素の取組を通して

産業の成長や資金循環を促していく必要があります。 
 
■ 旧計画の基本方針５に関する主な取組及び実績  

主な取組 実績 

▷ 出前講座及び環境学習等の開催により環境
保全に対する意識啓発を推進 

 

 

〈基本方針５〉都市圏の未来に向けた環境意識の向上と環境投資の推進 

対策① 環境教育の推進  

対策② 炭素クレジットの活用促進  

対策③ 環境産業の育成 
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第３章 地球温暖化に関する都市圏の現状 

３-１ 都市圏における温室効果ガスの排出状況  

１ 都市圏における温室効果ガス排出量の推移 
本計画では、温対法や最新の環境省「地方公共団体実行計画（区域施策編）策定・実施マニュ

アル（算定手法編）Ver.2.2（令和 7年 6月）」に基づき、都市圏（23市町村）の排出量を推計し
ました。 
都市圏における平成 25年度（2013年度）から令和４年度（2022年度）にかけての排出量の推
移は下図のとおりです。 
令和４年度（2022年度）の排出量（864万 t-CO2）は、平成 25年度（2013年度）の温室効果
ガス排出量 1,139万 t-CO2から、24.1%減となっています。 
排出量の推移に着目すると、平成 25年度（2013年度）から平成 30年度（2018年度）にかけ
て温室効果ガス排出量は減少傾向にありましたが、令和元年度（2019年度）からは、産業部門、
業務その他部門及び家庭部門の変動に合わせ、排出量全体で増減を繰り返しています。これは、

製造業の活性化、電気の排出係数の変動等が影響しています。 
 

■ 温室効果ガス排出量の推移 

 
※統計データの公表時期の関係により、数年遅れて算出。 

■ 温室効果ガス排出量の排出内訳 

  
   2013 年度     2022 年度 

第３章 地球温暖化に関する都市圏の現状 
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■ 部門・分野別温室効果ガス排出量の主な排出源 
ガス種 部門・分野 内容 

エネルギー 
起源 CO2 

産業部門 製造業、農林水産業・鉱業・建設業における工場・事業場のエネルギー消
費に伴う排出。 

業務その他部門 事務所・ビル、商業・サービス業施設のほか、他の３部門に該当しないエ
ネルギー消費に伴う排出。 

家庭部門 家庭におけるエネルギー消費に伴う排出。 
運輸部門 自動車や鉄道、船舶、航空などの移動に関するエネルギー消費に伴う排出。 

エネルギー 
起源 CO2 
以外 

廃棄物分野 廃棄物の焼却処分・埋立処分、排水処理等に伴い発生する排出（非エネル
ギー起源 CO2、CH4、N2O）。 

農業分野 水田からの排出、肥料の使用、家畜の飼育や排せつ物の管理等に伴う排出
（CH4、N2O）。 

燃料燃焼分野 燃料の燃焼や、自動車走行等におけるエネルギー消費に伴う排出（CH4、
N2O）。 

工業プロセス分野 セメントの生成等、工業材料の化学変化に伴う排出（非エネルギー起源 
CO2、CH4、N2O）。 

代替フロン等 
４ガス分野 

半導体の生産、代替フロン等の製造・使用、溶剤としての使用等に伴う排
出（HFCs、PFCs、SF6、NF3）。 

 

２ 都市圏におけるエネルギー消費量の推移 
都市圏における令和４年度（2022年度）のエネルギー消費量のうち、化石燃料が全体の 61.8%
を占めています。電力は 32.4%、再生可能エネルギーは 5.7%であり、全国と比較すると再生可能
エネルギーの割合が高い傾向にあります。 
都市圏のエネルギー消費量の推移をみると、令和４年度（2022 年度）のエネルギー消費量
（90,948 TJ）は平成 25年度（2013年度）と比較して 13%減少しており、全国と同程度（15%減）
の減少率になっています。 
また、各部門のエネルギー消費に関連する指標の変化をみると、活動量当たりのエネルギー消

費量（製造品出荷額当たりのエネルギー消費量等）は、すべての部門で平成 25年度（2013年度）
から改善しています。これは、高効率設備機器の導入・更新、建築物の省エネルギー化、自動車

の燃費向上等により、住宅や事業所における省エネルギーが進んだことによるものと考えられま

す。 
都市圏においては、国と同程度の省エネルギー対策の進展は確認できるものの、脱炭素社会の

実現に向けては、省エネルギー意識の向上、省エネルギー性能の高い設備・機器の導入促進等、

省エネルギー対策の更なる徹底が必要です。 
 

■ エネルギー種別消費割合（令和４年度（2022 年度）） 

  
都市圏 国 

出典：都市圏のエネルギー消費割合は資源エネルギー庁「都道府県別エネルギー消費統計」等を基に推計 
国のエネルギー消費割合は資源エネルギー庁「総合エネルギー統計」を基に作成 
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■ エネルギー消費量の推移 

  

都市圏 国 

出典：都市圏のエネルギー消費量は資源エネルギー庁「都道府県別エネルギー消費統計」等を基に推計 

国のエネルギー消費量は資源エネルギー庁「総合エネルギー統計」を基に作成 

 
■ 都市圏におけるエネルギー消費に関連するデータの変化 

部門 項目 

数値 

2013 年度 2022 年度 
2013 年度からの

変化率 

産業部門（製造業） 
製造品出荷額当たりのエネルギ

ー消費量（MJ/万円） 
129.5 84.0 35%減 

業務その他部門 
第３次産業の総生産当たりのエ

ネルギー消費量（MJ/万円） 
65.7 51.6 21%減 

家庭部門 
1世帯当たりのエネルギー消費量

（GJ/世帯） 
36.4 26.5 27%減 

運輸部門 ガソリン車の燃費（km/L） 12.0 14.4 19%向上 

 ※ 産業部門、業務その他部門及び家庭部門の指標は、化石燃料、電力、再生可能エネルギーの消費量（推計値）の合算
値を各部門の活動状況に関する指標で除したものです。 

出典：資源エネルギー庁「都道府県別エネルギー消費統計」等を基に推計  

12.5%減 15.0%減 
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３ 部門・分野別の温室効果ガス排出状況 
① 産業部門 

 

産業部門には、農林水産業、建設業・鉱業、製造

業が含まれています。産業部門から排出される温室

効果ガスのうち、約 87%を製造業が占めており、製
品の生産に伴い化石燃料及び電力を消費することで

温室効果ガスが排出されます。 
都市圏の産業部門においては、熊本市、合志市、

大津町、宇土市の排出割合が高くなっており、上位

4 市町で全体の過半数を占めます。排出割合が高い
市町には、半導体やプラスチック製品、金属加工な

どの事業所が集積しており、これらの生産活動に伴

い温室効果ガスが排出されています。 
令和４年度（2022年度）における産業部門の排出
量は、平成 25年度（2013年度）と比較して約 23％
減少しています。 
令和４年度（2022年度）の電力及び化石燃料消費量は、平成 25年度（2013年度）と比較して
約 8％減少（電気：約 7％減少、化石燃料：約 8%減少）しています。一方、電気の排出係数は約
25％減少していることから、産業部門では電気の排出係数の低下が温室効果ガスの主な削減要因
となっています。 

 
 
■ 産業部門の温室効果ガス排出量の推移 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■ 産業部門の市町村別排出割合 

（令和４年度（2022 年度）） 
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■ 産業部門の電力及び化石燃料消費量の推移 
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② 業務その他部門 
 

業務その他部門は、商業施設、オフィスビル、

宿泊施設等、第三次産業に該当する業種及び行政

を指します。これらの施設における照明や空調の

稼働に伴う電力消費、給湯に伴う化石燃料の消費

等により温室効果ガスが排出されます。 
令和４年度（2022 年度）における業務その他
部門の排出量は、平成 25年度（2013年度）と比
較して、約 32％減少しています。 
令和４年度（2022 年度）の電力及び化石燃料
消費量は、平成 25年度（2013年度）と比較して
約 19％減少（電気：約 26％減少、化石燃料：約
12%減少）、電気の排出係数は約 25％減少してお
り、業務その他部門では省エネルギー及び電気の

排出係数の低下が温室効果ガスの削減要因とな

っています。 
 
■ 業務その他部門の温室効果ガス排出量の推移 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
■ 業務その他部門の電力及び化石燃料消費量の推移 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

■ 業務その他部門の市町村別排出割合 

（令和４年度（2022 年度）） 
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③ 家庭部門 
 

家庭部門から排出される温室効果ガスの大半

は、照明や空調の稼働に伴う電力消費によるも

のであり、電力消費量や電気の排出係数の変化

により排出量が変動します。 
熊本市及び高森町など、世帯当たりの人員が

少ない市町村ほど、人口 1 人当たりの排出量が
多い傾向にありますが、地域間に大きな差はあ

りません。 
令和４年度（2022年度）における家庭部門の
排出量は、平成 25 年度（2013 年度）と比較し
て約 38％減少しています。 
令和４年度（2022年度）の電力及び化石燃料
消費量は、平成 25 年度（2013 年度）と比較し
て約 24％減少（電気：約 16％減少、化石燃料：
約 41%減少）、電気の排出係数は約 25％減少し
ており、家庭における省エネルギー及び電気の

排出係数の低下が温室効果ガスの削減要因となっています。 
 

■ 家庭部門の温室効果ガス排出量の推移 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

■ 家庭部門の市町村別排出割合 

（令和４年度（2022 年度）） 
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■ 家庭部門の電力及び化石燃料消費量の推移 
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④ 運輸部門 
 

運輸部門には、自動車、鉄道、船舶が含ま

れます。都市圏の運輸部門から排出される温

室効果ガスの大半は、自動車の使用によるも

のです。 
令和４年度（2022年度）における運輸部門
の排出量は、平成 25年度（2013年度）と比
較して、部門全体では約 12％減少、自動車に
限ると約 11％減少しています。 
令和４年度（2022年度）における人口１人
当たりの自家用自動車の保有台数は、都市圏

平均では 0.77 台/人ですが、西原村、山都町
及び南阿蘇村等は、都市圏平均を上回る台数

となっています。 
都市圏の自動車保有台数の推移を見ると、

令和４年度（2022年度）は平成 25年度（2013
年度）と比較して約 14％増加しています。一
方、ガソリン車の燃費は、平成 25年度（2013年度）と比較して約 19％向上しており、自動車の
燃費向上が温室効果ガスの削減要因となっています。 
なお、令和元年度（2019年度）から令和 3年度（2021年度）にかけては新型コロナウイルス
の感染拡大による外出自粛の影響により、排出量が一時的に減少したと考えられます。 
 
■ 運輸部門の温室効果ガス排出量の推移 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

■ 運輸部門の市町村別排出割合 

（令和４年度（2022 年度）） 
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■ 人口１人当たりの自家用自動車の保有台数（令和４年度（2022 年度）） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
出典：九州地方整備局「各県市町村別保有車両数」、熊本県「熊本県推計人口調査」を基に推計 

 
 
 
■ 都市圏の自動車保有台数及びガソリン車の燃費の推移 

 
出典：国土交通省「自動車燃料消費量調査」、九州地方整備局「各県市町村別保有車両数」等を基に推計 
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渋滞する交差点では、発進・停止や低速走行が繰り返されるため燃料効率が低下し、走行距

離当たりの CO2排出量が増加します。このため、公共交通利用の促進や広域道路ネットワーク

の整備などの交通渋滞対策は、交通流（道路における車の流れ）を円滑にするだけでなく、地

球温暖化対策としても重要です。 
例えば、片道 5kmの通勤を年間 240日、自動車から公共交通や自転車に切り替えた場合、ガ

ソリンの使用量が減り、年間で約 230～280kgの CO2を削減できます（※1・※2）。こうした取組が

広がれば、公共交通の利用者が増え、サービスの充実につながり、更に多くの人の行動変容が

期待できます。 
加えて、自転車や歩行者のための安全で快適な空間を整備することで、自動車に過度に依存

しないまちづくりが進み、健康的で暮らしやすい都市環境の形成にも寄与します。 
〔※1 自動車から自転車に切り替えた場合の CO2削減量試算〕 
・自動車による CO₂排出量 

5km×2（往復）×240日/年÷19.4km/L×2.29kg-CO₂/L≒283.30kg-CO₂ 
〔※2 自動車からバスに切り替えた場合の CO2削減量試算〕 
・バス（20人乗車と仮定）による CO₂排出量 

5km×2（往復）×240日/年÷5.5km/L÷20人×2.29kg-CO₂/L≒49.96kg-CO₂ 
・自動車からバスに切り替えた場合の削減量 

283.30－49.96＝233.34kg-CO₂ 
出典：自動車の燃費（19.4km/L）は国土交通省「ガソリン乗用車のWLTCモード燃費平均値」、ガ

ソリンの排出係数（2.29kg-CO₂/L）は環境省「算定・報告・公表制度における算定方法・
排出係数一覧」より 

 
 
 
 
 

コラム 地球温暖化対策にもつながる交通渋滞対策 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

町道 南方大人足線（JR 跨線橋付近）の渋滞状況 

出典：熊本県「令和 7 年度 熊本県渋滞解消推進本

部会議資料（令和 7年 7 月 14 日）」 

バスの乗車体験会（令和 5年） 

出典：宇城市「宇城市地域公共交通計画（令和 7

年 3 月）」 
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⑤ 廃棄物分野 
 

廃棄物分野から排出される温室効果ガスは、廃プラスチック類の焼却に伴い排出される CO2や、

一般廃棄物の焼却及び工業排水・生活排水等の排水処理に伴い排出されるCH4、N2Oを指します。 
令和４年度（2022年度）における廃棄物分野の排出量は、平成 25年度（2013年度）と比較す
ると約 11%増加しています。廃棄物分野の温室効果ガス排出量のうち、廃プラスチック類の焼却
に伴う排出量が大半を占めています。 
廃プラスチック類の焼却に伴う排出量は、新型コロナウイルス感染拡大による経済活動の低迷

により令和 2年度（2020年度）に一時的に減少しましたが、令和３年度（2021年度）以降、経
済活動の回復とともに増加に転じています。 
都市圏の一部では、プラスチック製容器包装の分別収集に取り組んでいますが、令和４年度

（2022年度）の人口１人当たりの廃プラスチック類の焼却量は、平成 25年度（2013年度）と比
較して約 16%増加しており、廃棄物部門における温室効果ガスの増加要因となっています。 
 

 
■ 廃棄物分野の温室効果ガス排出量の推移 
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⑥ 農業分野 
 

農業分野から排出される温室効果ガスは、

エネルギー起源 CO2以外の農地における肥料

の使用や農作物残さのすき込み、家畜の飼養・

排せつ物管理に伴い排出される CH4、N2O で
す。 
都市圏の農業分野においては、菊池市の排

出割合が全体の 26%を占めており、阿蘇市、
熊本市、山鹿市、大津町、玉名市等、農業や畜

産が盛んな地域の排出割合が高くなっていま

す。 
令和４年度（2022年度）における農業分野
の温室効果ガス排出量のうち、家畜の飼養・排

せつ物管理に伴う排出量が約 71％を占めま
す。平成 25 年度（2013 年度）以降、農業分
野の排出量はほぼ横ばいで推移しています。 
 
■ 農業分野の温室効果ガス排出量の推移 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■ 都市圏における家畜の飼養頭数 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出典：熊本県「令和 5 年度熊本県畜産統計（令和 5 年 2 月 1 日調査）」を基に作成  

■ 農業分野の市町村別排出割合 

（令和４年度（2022 年度）） 
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４ 市町村別の人口 1人当たりの温室効果ガス排出量 
市町村別の人口 1人当たりの温室効果ガス排出量は次ページの表のとおりです。 

 産業部門  
産業部門については、合志市、南関町、長洲町、大津町及び西原村等、工業団地を有し、企業

進出が進んでいる市町村の排出量が多い傾向にあります。 
一方、他市町村よりも製造業の事業所数が少ない、または、事業所の規模が小さい市町村は、

製造業におけるエネルギー消費量が少なく、その結果、排出量が少ない傾向にあります。 

 業務その他部門  
業務その他部門については、熊本市、阿蘇市、菊陽町及び嘉島町等、商業施設や宿泊施設、官

公庁施設等が集積している市町の排出量が多い傾向にあります。 
一方、他市町村よりも第 3次産業の事業所数が少ない、または、事業所の規模が小さい市町村
は、第 3次産業におけるエネルギー消費量が少なく、その結果、排出量が少ない傾向にあります。 

 家庭部門  
家庭部門については、1世帯当たりの人員が少ない地域の排出量が多い傾向にありますが、地
域間に大きな差はありません。 

 運輸部門  
運輸部門については、高森町、西原村、南阿蘇村、嘉島町、甲佐町及び山都町等、公共交通機

関の利用が困難な町村は人口 1人当たりの排出量が多い傾向にあります。また、長洲町は船舶の
航行による温室効果ガス排出量が含まれるため、人口 1人当たりの運輸部門からの排出量が他市
町村よりも多くなっています。 
一方、鉄道が敷設されている等、公共交通が整っている市町村は人口１人当たりの自動車保有

台数が少なく、その結果、排出量が少なくなっています。 

 廃棄物分野  
廃棄物分野については、人口 1人当たりのプラスチック類の焼却量が多い宇土市、宇城市、美
里町、西原村、嘉島町及び山都町において排出量が多くなっています。 
一方、廃棄物の固形燃料化18に取り組んでいる阿蘇市、高森町及び南阿蘇村は、域内でプラス

チック類を焼却していないため排出量が少なくなっています。 

 農業分野  
農業分野については、菊池市、阿蘇市、和水町、高森町及び西原村等、農地面積が広く、畜産

が盛んな地域からの排出量が多くなっています。 
一方、宅地の割合が高く域内の農地面積が小さい、または、人口規模に対して農地面積が小さ

い市町村は、排出量が少なくなっています。  

 
18【固形燃料化】生ゴミ、古紙、プラスチックなどの廃棄物を加熱・乾燥・破砕・圧縮して、代替燃料として利用でき

る固形燃料に加工すること。 
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■ 令和４年度（2022年度）における市町村別の人口 1人当たりの温室効果ガス排出量 
単位：t-CO2/人 

 
※ 「その他」には、製品の製造工程で排出される CH4、N2O及び代替フロン等４ガスが含まれる。 
 
  

産業部門 業務その他 家庭部門 運輸部門 廃棄物分野 農業分野 その他

部門

熊本市 0.61 1.50 1.31 1.40 0.17 0.10 0.07

玉名市 1.33 1.04 1.15 1.68 0.17 0.59 0.01

山鹿市 1.27 1.08 1.15 1.87 0.14 1.01 0.01

菊池市 2.69 1.14 1.13 2.06 0.19 3.80 0.76

宇土市 4.74 0.96 1.10 1.91 0.23 0.16 0.13

宇城市 1.98 1.13 1.11 1.83 0.25 0.47 0.01

阿蘇市 2.96 1.29 1.18 2.07 0.03 3.16 0.02

合志市 4.87 0.82 1.07 1.29 0.16 0.54 0.24

美里町 0.69 0.85 1.09 1.82 0.23 0.94 0.01

玉東町 0.60 0.66 1.07 1.99 0.17 0.30 0.01

南関町 12.58 0.76 1.15 2.13 0.17 1.16 0.02

長洲町 7.97 0.83 1.23 3.30 0.15 0.18 0.03

和水町 3.12 0.93 1.06 2.09 0.18 2.26 0.02

大津町 5.54 1.10 1.19 1.97 0.17 1.07 0.02

菊陽町 3.40 1.44 1.21 1.52 0.18 0.29 0.20

高森町 1.72 1.15 1.25 2.20 0.04 2.59 0.02

西原村 7.36 0.86 1.10 2.70 0.24 2.17 0.81

南阿蘇村 1.06 1.04 1.23 2.28 0.06 1.80 0.02

御船町 0.92 1.08 1.12 2.00 0.19 0.57 0.02

嘉島町 3.24 2.38 1.08 2.36 0.26 0.48 0.02

益城町 1.89 1.15 1.07 2.12 0.17 0.31 0.02

甲佐町 1.53 0.91 1.08 2.20 0.19 0.52 0.02

山都町 1.03 1.02 1.15 2.20 0.28 1.99 0.02

都市圏 1.68 1.32 1.24 1.61 0.17 0.51 0.10
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３-２ 再生可能エネルギーの状況  

１ 再生可能エネルギーとは 
再生可能エネルギーとは、太陽光・水力・風力・地中熱・バイオマスといった枯渇せず繰り返

し利用できるエネルギーのことです。利用時に温室効果ガスを排出しない環境にやさしいエネル

ギーです。 
再生可能エネルギーの導入ポテンシャルとは、賦存量（設置可能面積、平均風速、河川流量等

から理論的に算出することができるエネルギー資源量）から、法令、土地用途などによる制約が

あるものを除き算出されたエネルギー資源量のことです。 
本計画では、環境省「再生可能エネルギー情報供給システム（REPOS）」を基に作成された環境
省「自治体排出量カルテ」から都市圏の再生可能エネルギーの導入ポテンシャルを把握し、地域

事情等を考慮して再生可能エネルギー導入目標を設定します。 
 

■ 導入ポテンシャルの定義 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出典：環境省「REPOS（リーポス）」（https://repos.env.go.jp/web/） 
 
 
 
  

https://repos.env.go.jp/web/
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２ 都市圏における再生可能エネルギーの導入ポテンシャル 
環境省「自治体排出量カルテ」によると、都市圏

における再生可能エネルギーの導入ポテンシャル

は、2,449万 kWです。 
このうち、太陽光発電の導入ポテンシャルが

88％と最も高く、次いで風力発電 11％の順になっ
ており、全国のポテンシャル（太陽光発電：74％、
風力発電：25％）と比較すると、太陽光発電の割合
が高くなっています。 
都市圏においては、建築物の屋根・壁等へ太陽光

発電を導入し、住宅や事業所で自家消費すること

で、電気の脱炭素化を図ることができます。 
一方、この導入ポテンシャルは、建築物の耐震

性、自然景観への影響等を考慮したものではない

ため、導入ポテンシャルと同等の設備導入が期待

できるものではありません。設備導入に際しては、

建築物や周辺環境への影響等を十分に勘案し、導

入可能性を検討する必要があります。 
 
３ 再生可能エネルギーの導入状況 
環境省「自治体排出量カルテ」によると、令和

5年度（2023年度）時点で都市圏に導入されてい
る再生可能エネルギー発電設備（FIT・FIP19認定設

備に限る）は、1,439,443 kW（144万 kW）です。
このうち、太陽光発電は 1,305,230 kW（130 万
kW）であり、再生可能エネルギー発電設備容量
（kW）の 90%を占めています。これは、太陽光
発電の導入ポテンシャルの約 6%に相当します。
令和 5 年度（2023 年度）における太陽光発電の
設備容量は、平成 25年度（2013年度）と比べて
約 2.3倍に増えています。 
都市圏に導入されている再生可能エネルギー

発電設備から生産されている電力は、約 2,369 
GWh（2,369百万 kWh）であり、都市圏の電力需
要量の約 28%に相当します。しかしながら、FIT・
FIP 認定設備で生産された電気は、固定価格買取
制度によって市場取引されるため、全量が都市圏

内で消費されているわけではありません。 
 

19【FIT・FIP】FITは再生可能エネルギーで発電した電気を、電力会社が一定価格で一定期間買い取る制度。FIPは再生可
能エネルギーで発電した電気を、電力市場の価格に連動して買い取る制度。 

■ 都市圏の再生可能エネルギー 

導入ポテンシャル 

 
出典：環境省「自治体排出量カルテ」を基に作成 

■ 都市圏における再生可能エネルギー（電

気）生産量（FIT・FIP 認定設備）の推移 

出典：環境省「自治体排出量カルテ」を基に作成 
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また、都市圏では、大規模太陽光発電を中心に導入が拡大してきましたが、景観の悪化等につ

ながる事例も見られます。 
 
■ 都市圏における再生可能エネルギーの導入設備容量（kW） 

種別 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

太陽光 
発電 

10kW 未

満 
（主に 
住宅用） 

136,238 148,288 163,359 182,562 203,558 222,191 240,685 262,543 282,949 

10kW 以

上 423,005 513,946 585,222 646,308 714,235 813,029 864,503 979,561 1,022,282 

風力発電 20,800 20,800 20,800 20,800 19,020 19,029 19,029 19,029 19,029 

水力発電 3,362 4,966 7,945 10,925 18,811 34,416 58,974 97,121 97,521 

地熱発電 0 0 0 0 0 0 0 0 2,168 

バイオマス発電 3,658 3,658 3,658 3,658 3,658 3,658 11,633 12,083 15,495 

合計 587,064 691,658 780,984 864,253 959,282 1,092,322 1,194,824 1,370,337 1,439,443 

出典：環境省「自治体排出量カルテ」を基に作成 
 

 
太陽光発電（上下水道局別館） 

出典：熊本市 

 
風力発電（阿蘇にしはらウインドファーム） 

出典：西原村 

 
小水力発電（戸島送水場） 

出典：熊本市 
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３-３ 森林吸収の状況  

１ 森林資源の状況 
都市圏の地目別土地面積をみると、総面積の約 36%を山林が占めています。また、令和５年
（2023年）4月現在の森林蓄積量20（民有林及び国有林の合計）は都市圏全体で 5,153万m3であ

り、CO2に換算すると約 5,840 万 t-CO2になります。これは、樹木が成長する過程で森林に蓄え

てきた CO2になります。 
森林を保全し、樹木の生長を促すことで多くの CO2を森林に吸収・蓄積させることができます。 

 
 

２ 都市圏の森林吸収量 
平成 28年度（2016年度）以降の森林吸収量の推移は下図のとおりです。令和 4年度（2022年
度）の森林吸収量は 37万 t-CO2であり、令和 4年度（2022年度）の温室効果ガス排出量の約４%
に相当します。 
■ 都市圏の森林吸収量の推移 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※ 森林が吸収した量を正とし、負の値は当該年度の伐採量が樹種の成長量を上回っていることを示す 

出典：熊本県「熊本県林業統計要覧」を基に推計  
 

20【森林蓄積量】森林を構成する樹木の幹の体積のこと。 

■ 都市圏の地目別土地面積割合 ■ 都市圏の森林蓄積量（2023 年 4月現在） 

 
※「固定資産の価格等の概要調書」の 

「評価総地積」（2022 年 1 月 1 日時点） 

出典：熊本県「令和６年熊本県統計年鑑」を基に作成 

出典：熊本県「熊本県林業統計要覧」を基に作成 
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樹木は光合成によって大気中の CO₂を吸収し、炭素として幹や枝、根に蓄えることで大きく
なります。樹木が成長することで、大気中の CO₂が減り、地球温暖化の緩和につながります。 
都市圏は森林面積が広く、森林による吸収量は圏域で排出される温室効果ガスの約 4％に相

当しており、森林整備や緑化などの取組は地球温暖化対策として重要です。 
例えば、1ヘクタールのスギ人工林（36～40年生）は、年間約 8.6 tの CO₂を吸収すると推定

されています（※1）。 
地域での植林など森林保全に関する活動に参加することで、森林の CO₂吸収量の増加に貢献

することができます。また、適切な森林の整備・保全と合わせて木材の利用を促進することで、

森林の持続的な経営につながり、CO₂吸収量の増加に貢献することができます。 
 
〔※1 森林による年間 CO2吸収量試算〕 
・31～35年生のスギ 1ヘクタール当たりの幹材積：289 m3 

  ・36～40年生のスギ 1ヘクタール当たりの幹材積：337 m3 
（337－289）÷5年×1.23×1.25×0.31×0.51 ≒ 2.3 t-C/年 
2.3×44/12（二酸化炭素の分子量／炭素の分子量）≒ 8.6t-CO₂/年 

出典：スギ 1ヘクタール当たりの幹材積は林野庁WEBページ（https://www.rinya.maff.go.jp/j/sin
_riyou/ondanka/20141113_topics2_2.html）、その他の係数は国立研究開発法人 国立環境研
究所「日本国温室効果ガスインベントリ報告書（2025年）」より 
・21年生以上のスギのバイオマス拡大係数（＝枝・葉の量を含める係数）：1.23 
・地上部に対する地上部と地下部の比率（森林総合研究所）：1.25 
・容積密度（森林総合研究所）：0.31 
・炭素含有率（森林総合研究所）：0.51 

コラム 森林吸収量 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

出典：林野庁ホームページ（https://www.rinya.maff.go.jp/index.html） 

https://www.rinya.maff.go.jp/j/sin
https://www.rinya.maff.go.jp/index.html
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３-４ 気候変動による都市圏への影響  

１ これまでの都市圏の気候の変化 
都市圏各地の年平均気温は上昇傾向にあり、地域によって差はあるものの昭和 55年（1980年）
と比較すると、約 3℃上昇しています。 
また、年間熱帯夜日数も増加傾向にあり、昭和 55年（1980年）を基準とすると、４日/10年
のペースで熱帯夜の日が増えています。 

 
■ 都市圏の気象観測所における年平均気温の推移 

 

 
直線（赤）：この期間の平均的な変化傾向 

出典：気象庁「過去の気象データ」を基に作成 
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■ 都市圏の気象観測所における年平均気温の推移 

 
※1985 年、1986 年（平均気温）の値は、資料不足値（統計を行う対象資料が許容範囲を超えて欠けている）を便宜的に使用。 

 

 
※2010 年の値は、資料不足値（統計を行う対象資料が許容範囲を超えて欠けている）を便宜的に使用。 

 
直線（赤）：この期間の平均的な変化傾向 

出典：気象庁「過去の気象データ」を基に作成 
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 ※阿蘇山：2017 年 12 月 1 日まで観測 
直線（赤）：この期間の平均的な変化傾向 

出典：気象庁「過去の気象データ」を基に作成 
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２ 都市圏の将来の気候・気象 
熊本地方気象台・福岡管区気象台が公表している「熊本県の気候変動（令和７年３月）」では、

追加的な対策を取らなかった場合（４℃上昇シナリオ）とパリ協定の２℃目標が達成された場合

（２℃上昇シナリオ）を想定した気候のシミュレーション結果が示されています。 
20世紀末（1980～1999年の平均）と比較した、21世紀末（2076～2095年の平均）の年平均
気温等の予測は以下のとおりです。 
 
 
■ 熊本県における 21世紀末（2076～2095 年の平均）の気候変動予測（対 20 世紀末平均） 

区分 ４℃上昇シナリオ ２℃上昇シナリオ 

年平均気温 4.0℃上昇 1.3℃上昇 

年間猛暑日日数 約 26 日増加 約 7 日増加 

年間熱帯夜日数 約 58 日増加 約 20 日増加 

非常に激しい雨が降る回数 
（１時間降水量 50 ㎜以上） 

約 2.8 倍 約 1.6 倍 

 
４℃上昇シナリオ（RCP8.5）  ２℃上昇シナリオ（RCP2.6） 

21 世紀末の世界平均気温が 
工業化以前と比べて約４℃上昇。 
追加的な緩和策を取らなかった世界。 

21 世紀末の世界平均気温が 
工業化以前と比べて約２℃上昇。 
パリ協定の２℃目標が達成された世界。 

 
 
３ 現在及び将来にわたって予測される気候変動の影響 
環境省の「気候変動影響評価報告書（令和 2 年 12 月）」では、「農業・林業・水産業」などの
各分野における気候変動影響について、「重大性（影響の程度、可能性等）」、「緊急性（影響の発

現時期や適応の着手と重要な意思決定が必要な時期等）」、「確信度（証拠の種類、量、質等）」の

３つの観点から評価を行っています。 
この評価において、重大性が「特に重大な影響が認められる」とされ、かつ緊急性及び確信度

がいずれも「高い」と評価された項目のうち、都市圏で現在及び将来にわたって予測される影響

は次のとおりです。 
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■ 気候変動により現在及び将来にわたって予測される影響 

分野 大項目 小項目 
現在及び将来にわたって予測される 

気候変動の影響 

農業・ 

林業・ 

水産業 

農業 

水稲 品質の低下、収量の減少 

果樹 果実の着色不良・遅延による品質低下 

病害虫・雑草等 
病害発生の増加、 

雑草の分布域拡大による農作物の被害 

農業生産基盤 農地被害リスクの増加 

水環境・ 

水資源 
水資源 

水供給 

（地表水・地下水） 
渇水の頻繁化・長期化・深刻化 

自然生態系 

陸域生態系 自然林・二次林 
冬季の気温上昇等による生態系プロセス21

への影響、分布適域の減少 

分布・個体群数の変動（在来生物） 分布域の変化、ライフサイクル等の変化 

自然災害・ 

沿岸域 

河川 

洪水 短時間強雨や大雨の発生による水害の発生 

内水 
極端な降水の頻度増加による内水氾濫リス

クの増加 

沿岸 高潮・高波 
海面水位上昇、台風の強度増加等による高

潮・高波リスクの増大 

山地 土石流・地すべり等 山地の崩壊・がけ崩れ・土石流等の頻繁化 

健康 暑熱 

死亡リスク等 気温の上昇による超過死亡22の増加 

熱中症等 夏季の気温上昇による熱中症患者数の増加 

住民生活 

都市インフラ、

ライフライン

等 

水道、交通等 
大雨や台風による交通網やライフラインの

寸断 

その他 
暑熱による生活への 

影響等 

気温上昇及びヒートアイランド現象23によ

る昇温、暑さ指数（WBGT）24の上昇 

  

 
21 【生態系プロセス】生態系で行われる物質循環、エネルギーの流れを指し、生産・消費・分解の過程に区分される。 
22 【超過死亡】直接・間接を問わずある疾患により総死亡がどの程度増加したかを示す指標。 
23 【ヒートアイランド現象】市街地中心部の気温が周囲よりも高くなる現象。 

24 【暑さ指数（WBGT）】熱中症予防のために開発された指数で、①気温、②湿度、③日射などの熱環境の３つの要素を
考慮した体感温度の目安。 



56 

暮らし・健康への影響 

災害・安全面への影響 

水環境・水資源への影響 

■ 気候変動により予測されうる身近な影響 

 
  
 熱中症のリスク増加 
・猛暑日や熱帯夜の増加により、日常生活にお

ける熱中症搬送者数や死亡者数が増加する。 
・屋外での活動制限が必要となる日数が増加

する。 
 生活費負担の増大 
・夏季には冷房使用が急増し、電気代の負担が

増えることで、生活費を圧迫する。 
 
 
 
  
 豪雨・浸水による生活被害 
・土砂崩れや浸水等による住宅被害や断水、停電、避難生活が

長期化する。 
 各種インフラの能力を超える大雨・台風等の増加 
・異常気象による浄水施設の冠水、廃棄物処理施設の浸水等の

被害によりインフラが正常に稼働しなくなる。 
 
 
 
  
 地下水位の低下 
・豪雨頻度の増加によって雨水が地下に浸透する前に河川等へ流出することや、雨が降らない日が

増加することにより、地下水量への影響が懸念される。 

 
 
 
 
 食料品価格の上昇 
・高温や台風被害による農作物の品質低

下（白未熟粒25や日焼け果の発生等）

や、収穫量の減少によって食料品価格

が上昇し、家庭の食費負担が増加する。 
 食の選択肢の変化 
・手に入りにくくなる野菜や果物が増え、家庭で選べる食材・料理が変わる。  

 
25 【白未熟粒】でんぷんの蓄積が不十分なため白く濁って見える米粒。 

熊本県の熱中症による救急搬送人員数 

出典：総務省「熱中症情報」を基に作成 

※2013 年～2014 年：６月１日～９月 30 日の救急搬送人員 

2015 年以降：５月１日～９月 30 日の救急搬送人員 

土砂崩れによる斜面崩壊 

（津奈木町福浜地区） 

出典：熊本県「県内の被害概要 

（令和２年７月豪雨）」 

白未熟粒（左）と正常粒（右） 

出典：農林水産省「令和５年地球 

温暖化影響調査レポート（概要版）」 

食への影響 

トマトの日焼け果 

出典：熊本県農業情報サイト

【アグリ】（https://agri-

kumamoto.jp/） 

https://agri-
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３-５ 住民・事業者・こどもの環境に対する取組状況等  

１ 住民・事業者・こどもの環境に対する取組状況の把握 
計画策定に際して、住民・こども・事業者の意向及び取組状況等を把握するため、住民及び事業

者を対象としたアンケート調査、こどもを対象としたワークショップ（アンケート調査）を実施し

ました。 
把握した結果は、「都市圏が目指す 2050 年地域脱炭素の姿」や具体的な事業内容の検討に活用

しています。 
 
２ 住民の環境に対する取組状況等 
住民を対象としたアンケート調査結果の概要は以下のとおりです。 
※ 図中の括弧書きは回答件数を表しています。アンケート結果の詳細は、資料編に掲載してい
ます。 

① 地球温暖化対策に対する考え 
地球温暖化問題に対するあなたのお考えに最も近いものを 1 つ選び、番号に○をつけてくださ
い。 

 

 
 
地球温暖化問題に対しては、企業や行政が責任をもって取り組むべきとの回答割合が最も多く

なっています。地球温暖化問題を自分ごとと考え、住民一人ひとりが地球温暖化問題に取り組む

ための意識啓発を進める必要があります。 
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② 気候変動に対する不安 
地球温暖化による気候変動によって、自然や私たちの生活に様々な影響が生じています。あなた

が気候変動によって、特に不安に感じている影響は何ですか。該当するものを選び、番号に○を

つけてください。（複数回答可） 
 

 
 
気候変動の影響として異常気象による災害、農業・漁業への影響、健康への影響等、既に身近

に起きている影響に対して不安を感じている割合が過半数を占めています。 
気候変動の影響を低減するために必要な「緩和策」「適応策」の重要性に対する理解促進を図

り、具体的な行動の実践につなげる必要があります。 
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③ 「2050年温室効果ガス排出実質ゼロ」を実現した地域の姿 
「2050年温室効果ガス排出実質ゼロ」を実現することで、私たちの生活や、周りの環境がどのよ
うな状態になっていると良いと考えますか。該当するものを選び、番号に○をつけてください。

（複数回答可） 
 

 
 

2050 年の地域の姿として、廃棄物の削減や資源循環を実現した姿を望む割合が過半数を占め
ていますが、廃棄物以外にも自然保全、レジリエンス強化、住民・事業者の活動促進、再生可能

エネルギー導入拡大等、様々な地域の姿について意見が挙がっています。 
脱炭素の取組をとおして、廃棄物、自然環境等、多分野の課題を同時解決し、地域の持続可能

性を高めることが必要です。 
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④ 再生可能エネルギー導入に対する考え 
「2050 年温室効果ガス排出実質ゼロ」の実現に向けては、再生可能エネルギーの導入拡大が必
要とされています。再生可能エネルギーの導入を進める上で重要なことは何だと考えますか。あ

なたのお考えに近いものを選び、番号に○をつけてください。（複数回答可） 
 

 
 
再生可能エネルギーの導入に際しては、自然環境や自然景観への配慮を望む住民の割合が過半

数を占めています。都市圏の再生可能エネルギーを拡大するため、地域との共生を前提とした導

入方策を展開する必要があります。 
 
⑤ 脱炭素に関する取組の実施状況 
脱炭素化への取組を実施していますか。次の中から、該当するものを 1つ選び、番号に○をつけ
てください。 

 

 
 
脱炭素に関する取組を実施していない割合が過半数を占めています。脱炭素の取組をさらに拡

大させるため、住民の関心を高めるとともに、具体的な行動の実践につなげる必要があります。 
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３ 事業者の意向等 
事業者を対象としたアンケート調査結果の概要は以下のとおりです。 
※ 図中の括弧書きは回答件数を表しています。アンケート結果の詳細は、資料編に掲載してい
ます。 

① 地球温暖化対策に取り組む理由 
問４（貴事業所において地球温暖化対策に取り組む必要性）で「必要である」と回答した方に伺

います。貴事業所において地球温暖化対策に取り組む理由は何ですか。次の中から、該当するも

のをすべて選び、番号に○をつけてください。 
 

 
 
地球温暖化対策に取り組む理由として、社会的責任、SDGs への対応やコスト削減に関する回
答割合が過半数を占めています。一方、企業ブランド向上、ビジネスリスク回避等、事業活動に

対する中長期的な影響に関する回答割合が低くなっています。 
地球温暖化問題による事業活動への影響を認識し、中長期的な視点から脱炭素に取り組むこと

の重要性に対する理解促進を図る必要があります。 
 
② 事業所から排出される温室効果ガスの把握状況 
貴事業所から排出される温室効果ガスの把握状況について、次の中から、該当するものを 1つ選
び、番号に○をつけてください。 

 

 
自事業所の排出量を把握している事業者は約 22%にとどまります。一方、排出量を把握してい
ないものの、関心を示している事業者は約 50%です。 
事業者の地球温暖化対策を促進するため、排出量の見える化の重要性に対する理解促進を図る

とともに、排出量の見える化を促す取組が必要です。 
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③ 脱炭素に関する取組の実施状況 
貴事業所は、脱炭素化への取組を実施していますか。次の中から、該当するものを 1つ選び、番
号に○をつけてください。 

 
脱炭素に関する取組を実施している事業者は

32%に留まっています。①地球温暖化対策に取り
組む理由として社会的責任等の回答割合が高く

なっているものの、具体的な取組の実践に至って

いないと考えられます。 
業種に応じた脱炭素の取組に対する理解促進

を図り、具体的な取組を促す必要があります。 
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４ こどもの意向等 
ワークショップやアンケートで出された、こどもたちの意見は以下のとおりです。 
こどもたちは、地球温暖化問題に対して関心を持ち、自分たちができる取組や、将来のまちの姿

について柔軟な意見を示してくれました。 
こどもたちの関心の高さを家庭や学校での実践につなげる必要があります。 
※ワークショップ及びアンケート結果の詳細は、資料編に掲載しています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

〈節電・節ガス〉 

・外が明るいときは、カーテンを開けて電気 

を消す。 

・エアコンをつけるときは、窓やカーテンを 

できるだけ閉める。 

 

〈ごみ関係〉 

・食べ物を大切にし、給食を残さず食べる。 

・マイボトルやマイ箸、エコバッグを持ち歩 

く。 

 

〈節水〉 

・歯磨き、手洗い、洗顔、うがいは水を出しっ 

ぱなしにしない。コップを使用する。 

・トイレの大小レバーを正しく使い分ける。 

 

〈その他〉 

・植物を植えて、緑を増やす。 

家庭や学校でできる取組 

〈住民・事業者・行政の取組〉 

・電気や水を無駄遣いしないまち 

・ポイ捨てしないで、ごみの少ないきれいな 

まち 

・災害が起きても、強く守れるまち 

 

〈技術革新によるもの〉 

・自然の力を生かして、電気をつくるまち 

・二酸化炭素を減らせる機械があるまち 

 

 

〈最終的な理想像〉 

・人や動物が元気なまち 

・みんなが電気や水を自由に使えるまち 

・涼しくて、植物や生き物が生きやすいまち 

・地球温暖化がなくなり、SDGs が全部達成！ 

・熊本の果物や野菜が生産量全国 1位 

２０５０年のまちの姿 

 

・みんなが地球のことを思うまち 

・水や緑や自然がきれいなまち 

 

 

 

・無人運転が普及して、移動が便利になっ

たまち 

・道路で発電できるまち 

・CO2→O2にする車があるまち 

 

・安心・安全なまち 

・農業が盛んで、自然豊かなきれいなまち 

・こどもたちが笑って暮らせるまち 

・緑が多く、大都市と自然の両方を楽しめ 

るまち 

 

・冷房の温度を適切にする。 

・お風呂の蓋を閉めたり、 

間を空けずにお風呂に入る。 

 

 

・消費期限が近いものから買う。 

・いらないものを買わない。 

・シャンプーや洗剤などの消耗品は、詰め

替え用を買う。 

 

・洗濯をするとき、お風呂のお湯を使う。 

・掃除をするときには、バケツに水を汲む。 

・雨水を有効活用する。 

 

 

・出かけるときは、徒歩や自転車で移動す

る。 
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基本理念の考え方 
熊本連携中枢都市圏にある恵まれた自然環境を守り、未来へと引き継ぎながら、都市圏

の自然資源及び人的・知的資源等を活用・循環させた脱炭素の取組により、持続可能で豊か

な都市圏を実現する。 

第４章 基本理念と目指す姿及び温室効果ガスの削減目標 

４-１ 計画の基本理念と目指す姿  

本計画では、人類共通の喫緊の課題である脱炭素社会の実現に向け、都市圏の住民・事業者・行

政が一体となって地球温暖化対策を推進するため、基本理念及び目指す姿を以下のとおり定めます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
計画の目指す姿 

本計画では、基本理念を基に以下の３つの目指す姿を掲げて取り組みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

第４章 基本理念と目指す姿及び温室効果ガスの削減目標 

水、森、大地とともに生きる、持続可能なくまもと脱炭素循環共生圏の実現 

計画の基本理念 

温室効果ガス削減目標の達成 

都市圏のスケールメリットを最大限活用した施策の展開 

環境と共生した脱炭素社会の実現 

脱炭素化を図りつつ環境と調和した地域づくりの推進 

未来につなげるための一人ひとりの意識改革 

次世代につなぐための啓発・教育の更なる推進 
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４-２ 温室効果ガス削減目標の設定  

１ 都市圏の温室効果ガス削減目標 
都市圏では、令和 2年（2020年）1月 28日に「2050年温室効果ガス排出実質ゼロ」を目指す
ことを宣言しました。 
本計画では、令和 12 年度（2030 年度）における削減目標を、旧計画の目標「40%以上削減」
から大幅に引き上げるとともに、令和 32年度（2050年度）に加え、国の「地球温暖化対策計画 
令和 7 年 2 月閣議決定」に示されている令和 17 年度（2035 年度）及び令和 22 年度（2040 年
度）の削減目標を設定します。 
なお、削減目標は、令和 12年度（2030年度）の中間見直しに加え、令和 17年度（2035年度）
の計画期間終了時に必要に応じて見直しを行います。 

 
令和 12年度

（2030年度） 

温室効果ガス排出量 平成 25年度（2013年度）比 53％以上削減 

排出・吸収量の目安：527.1 万 t-CO2 

令和 17年度

（2035年度） 

温室効果ガス排出量 平成 25年度（2013年度）比 64％以上削減 

排出・吸収量の目安：400.6 万 t-CO2 
  

令和22年度

（2040年度） 

温室効果ガス排出量 平成 25年度（2013年度）比 76％以上削減 

排出・吸収量の目安：263.0 万 t-CO2 

令和32年度

（2050年度） 
温室効果ガス排出量 実質 ゼロ 

  
■ 都市圏における温室効果ガス排出・吸収量の目安及び削減目標 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※森林吸収量は統計データの都合上、推計可能な平成 28年度（2016 年度）以降を推計。 
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■ 部門・分野別の温室効果ガス削減目標及び排出・吸収量の目安 

部門等 

2013 年度 

排出量 

（万 t-CO2） 

2013 年度比削減目標 

（排出・吸収量の目安 万 t-CO2） 

2030年度 2035年度 

エネルギー 

起源 CO2 

産業部門 285.2 
50%削減 

※ 

142.6 

業務その他部門 253.5 
62%削減 

96.6 

家庭部門 258.1 
73%削減 

69.9 

運輸部門 238.2 
27%削減 

174.0 

廃棄物分野 20.0 
44%削減 

11.2 

農業分野 69.0 
7%削減 

64.0 

その他ガス 14.6 
12%削減 

12.8 

森林吸収 － 
－ 

-44.1 

合計 排出・吸収量 1,138.6 
53%削減 64％削減 

527.1 400.6 

※ 国の「地球温暖化対策計画」において、2035 年度の温室効果ガス別その他の区分ごとの目標が

定められていないため、2035 年度の部門別削減目標については、設定しないものとする。 

※ 端数処理の都合上、合計と内訳が一致しない場合がある。 
 
  



 

67 

２ 構成市町村の温室効果ガス削減目標 
本計画では市町村別の削減目標も設定します。各市町村の削減目標は以下のとおりです。 
 

■ 市町村別の温室効果ガス削減目標及び排出の目安 

市町村 
2013 排出量 

（万 t-CO2） 

2013 年度比削減目標（排出量の目安 万 t-CO2） 

2030 2035  2040 

熊本市 525.6 52%削減 252.3 62%削減 199.7  73%削減 141.9 

玉名市 46.7 46%削減 25.2 60%削減 18.7  73%削減 12.6 

山鹿市 43.5 50%削減 21.8 60%削減 17.4  73%削減 11.7 

菊池市 66.9 46%削減 36.1 60%削減 26.8  73%削減 18.1 

宇土市 37.1 50%削減 18.6 60%削減 14.8  73%削減 10.0 

宇城市 50.7 46%削減 27.4 60%削減 20.3  73%削減 13.7 

阿蘇市 32.0 50%削減 16.0 60%削減 12.8  73%削減 8.6 

合志市 56.7 46%削減 30.6 60%削減 22.7  73%削減 15.3 

美里町 6.7 50%削減 3.4 60%削減 2.7  73%削減 1.8 

玉東町 3.4 50%削減 1.7 60%削減 1.40  73%削減 0.9 

南関町 14.6 46%削減 7.9 60%削減 5.8  73%削減 3.9 

長洲町 35.3 50%削減 17.7 60%削減 14.1  73%削減 9.5 

和水町 13.1 50%削減 6.6 60%削減 5.2  73%削減 3.5 

大津町 54.5 50%削減 27.3 60%削減 21.8  73%削減 14.7 

菊陽町 48.1 50%削減 24.1 60%削減 19.2  73%削減 13.0 

高森町 6.5 46%削減 3.5 60%削減 2.6  73%削減 1.8 

西原村 11.1 46%削減 6.0 60%削減 4.4  73%削減 3.0 

南阿蘇村 9.4 50%削減 4.7 60%削減 3.8  73%削減 2.5 

御船町 12.1 50%削減 6.1 60%削減 4.8  73%削減 3.3 

嘉島町 12.4 46%削減 6.7 60%削減 5.0  73%削減 3.3 

益城町 29.6 46%削減 16.0 60%削減 11.8  73%削減 8.0 

甲佐町 8.6 46%削減 4.6 60%削減 3.4  73%削減 2.3 

山都町 13.8 50%削減 6.9 60%削減 5.5  73%削減 3.7 

①市町村合計 1,138.6 － 571.2 － 444.7  － 307.1 

②森林吸収 － － -44.1 － -44.1  － -44.1 

都市圏 

（①＋②） 
1,138.6 53%削減 527.1 64%削減 400.6  76%削減 263.0 

※ 端数処理の都合上、合計と内訳が一致しない場合がある。  
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コラム 削減目標の考え方 
 

2030年度目標の考え方 
令和 12年度（2030年度）の削減目標は、まず、
令和 4年度（2022年度）を基準に追加的な対策を
実施しない場合の将来の温室効果ガス排出量（現

状すう勢ケース（BAU））を推計し、国が取り組む
追加的な対策・施策による削減効果、電気の排出

係数の低減による削減効果、さらに都市圏の各市

町村が取り組む追加的な対策・施策による削減効

果を積み上げることで設定しました。 
 
 
 

2035年度目標の考え方 
令和 17年度（2035年度）の削減目標は、国の削減目標を参考に、国と同等またはそれ以上
の目標としました。 

 
 

2040年度目標の考え方 
令和 22年度（2040年度）の削減目標は、資源エネルギー庁「2040年度におけるエネルギー
需給の見通し（関連資料）」に示されている複数シナリオのうち都市圏における脱炭素の方向

性に合致する「再エネ拡大シナリオ」を想定して設定しました。都市圏においては、「地球温暖

化対策計画（令和 7年 2月閣議決定）」に示されている対策・施策に沿った事業を実施します。 
 

 
2050年度目標の考え方 
都市圏では、令和 2年（2020年）1月に「2050年温室効果ガス排出実質ゼロ」を目指すこ
とを宣言しました。同宣言に基づき、令和 32年度（2050年度）の削減目標は、温室効果ガス
の排出量を実質ゼロにすることとします。 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

2022 年度 2030 年度 

BAUによる
減少 

① 国の対策・施策 
   電気の排出係数
の低減 

② 都市圏の取組 

温
室
効
果
ガ
ス
排
出
量 
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４-３ 脱炭素に向けた課題及び排出削減の方向性  

１ 脱炭素に向けた課題 
都市圏では、産業部門、業務その他部門、家庭部門、運輸部門のエネルギー起源 CO2が主要な

排出源となっています。また、再生可能エネルギーの普及拡大や省エネルギーの進展等により産

業部門、業務その他部門、家庭部門の排出は基準年度より減少していますが、運輸部門の削減率

が低い状況です。 
このような状況を踏まえ、本計画では、以下の事項を排出削減の基本的な方向性として定めま

す。 
 経済活動の活性化と脱炭素を同時達成するため、製造業、サービス業、家庭などあらゆる
主体の省エネルギーや再生可能エネルギー等の取組を促進 

 住民及び事業者の脱炭素化につながる行動変容のさらなる啓発（デコ活26の促進） 
 企業進出の増加を見据え、製造業、サービス業、家庭など多様な主体への働きかけを効果
的に行うため、地域の脱炭素をけん引するステークホルダー（民間企業等）との連携策を

検討 
 排出量の削減率が低い運輸部門の取組強化 

 

２ 排出削減の方向性 
■ 国・都市圏の対策による削減見込量                      単位：万 t-CO2 

部門 主な対策内容 
削減見込量 

2030 年度 2035 年度 

エネ 
CO2 

産業 

▷ 省エネルギー性能の高い設備・機器等の導入促進 
▷ 電化の推進 
▷ 燃料転換の推進 
▷ 徹底的なエネルギー管理の実施 

13.6 17.9 

業務 
その他 

▷ 省エネルギー性能の高い設備・機器等の導入促進 
▷ 建築物の省エネルギー化 
▷ 省エネルギー診断等による徹底的なエネルギー管理の実施 
▷ 電化の推進 
▷ 「デコ活」の推進（クールビズ・ウォームビズ等） 

18.0 23.1 

家庭 

▷ 住宅の省エネルギー化 
▷ 高効率な省エネルギー機器の普及 
▷ 省エネルギー情報提供を通じた徹底的なエネルギー管理の実施 
▷ 電化の推進 
▷ 「デコ活」の推進（クールビズ・ウォームビズ等） 

32.1 33.1 

運輸 

▷ 次世代自動車の普及、燃費改善等 
▷ 道路交通流対策 
▷ 公共交通機関及び自転車の利用促進 
▷ トラック輸送の効率化、共同輸配送の推進 
▷ 「デコ活」の推進（エコドライブ等） 

24.5 46.3 

部門横断 
▷ 電気の排出係数の低減 152.0 261.4 

▷ 再エネ導入・再エネ電気の利用 15.5 15.1 

エネ
CO2 
以外 

廃棄物分野 ▷ 廃棄物焼却量の削減 
▷ プラスチックごみの分別収集・リサイクルの推進 7.3 8.5 

農業分野 ▷ 環境保全型農業の推進 0.6 0.8 

合計 263.6 406.2 

 
26【デコ活】二酸化炭素を減らす脱炭素（Decarbonization）と、環境に良いエコ（Eco）を含む"デコ"と、活動・生活
を意味する「活」を組み合わせた言葉。国民の行動変容やライフスタイル変革を後押しする「脱炭素につながる新し
い豊かな暮らしを創る国民運動」の愛称。 
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① 産業部門 
 製造業を中心とした脱炭素化の促進と経済成長の両立  

 

都市圏の産業部門の多くを占める製造業では、生産に必要な熱を得るため、多くの燃料及び電

力を消費します。また、生産設備を稼働させるため多くの電力を消費します。都市圏では熊本市、

合志市、大津町、宇土市等のエネルギー消費量が多く、その結果、排出割合が高くなっています。 
製造業においては、省エネルギー性能の高い設備・機器の導入促進、化石燃料の電化・燃料転

換、工場屋根等を活用した太陽光発電の導入促進等により、経済成長との両立を図りながら、温

室効果ガス排出量の削減を図ります。 
事業者は、事業活動による温室効果ガスの排出状況を把握するとともに、業種の特性に応じた

省エネルギー対策、再生可能エネルギーの導入・利用等を行い、脱炭素経営に転換することで、

製品の環境価値向上や事業の持続可能性向上等を図ります。 
 

【都市圏の連携方策】 

製造業が盛んな市町村を中心に業種に応じた脱炭素化支援（事業所向け省エネルギー診断、再

生可能エネルギー導入アドバイス等）を連携して実施することで、製造業の排出削減対策の知見

を習得し、都市圏内へ波及させます。また、市町村が連携して脱炭素経営セミナー等を開催し、

事業者の脱炭素に対する関心を都市圏全体で高めます。さらに、今後、再生可能エネルギーの需

要が高まることが想定されることから、地域エネルギー会社などを通じて、事業者に再生可能エ

ネルギーを安定的に供給する体制・仕組みづくりを検討します。 
 
② 業務その他部門 
 事業者の脱炭素意識の向上及び快適性を維持した施設の脱炭素化の促進  

 

業務その他部門では、動力・照明、冷暖房設備及び給湯器の稼働に伴い電気及び化石燃料を消

費することで、温室効果ガスを排出します。都市圏では熊本市、玉名市、菊陽町及び宇城市等の

エネルギー消費量が多く、その結果、排出割合が高くなっています。 
業務その他部門においては、高効率の照明・空調・給湯器への更新、建築物の断熱性能の向上、

施設屋根等を活用した太陽光発電の導入促進等により、施設の快適性を維持しながら、温室効果

ガス排出量の削減を図ります。 
事業者は、事業活動による温室効果ガスの排出状況を把握するとともに、業種の特性に応じた

省エネルギー対策、建築物の省エネルギー性能向上、再生可能エネルギーの導入・利用等に取り

組み、脱炭素経営に転換することで、施設の快適性を維持しながら排出削減対策を推進します。 
 

【都市圏の連携方策】 

業務その他部門の排出量が特に多い熊本市が率先して、建築物用途（商業施設、オフィス等）

に応じた省エネルギー対策支援、太陽光発電の導入支援策等を検討・実施し、他の市町村へノウ

ハウを共有します。また、市町村が連携して脱炭素経営セミナー等を開催し、事業者の脱炭素に

対する関心を都市圏全体で高めます。 
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③ 家庭部門 
 住民の脱炭素意識の向上及び快適性を維持した住宅の脱炭素化の促進  

 

家庭部門では、住宅における照明、冷暖房設備、給湯器の稼働に伴い電気及び化石燃料を消費

することで、温室効果ガスが排出されます。今後、人口増（社会増）が見込まれる市町村では、

住宅等の新築が増加すると考えられます。住宅等は一度建築されると 30 年程度使用されること
が一般的であるため、建築段階から省エネルギー設備や再生可能エネルギー設備の導入を推進す

る必要があります。 
このため、各市町村においては、住民の脱炭素意識の向上とデコ活（クールビズ・ウォームビ

ズの実践、ごみの減量・分別・リサイクル、地元産の旬の食材を購入、高効率照明・空調設備・

給湯器の導入、住宅の断熱化、住宅屋根等への太陽光発電設備の設置など）の実践促進等により、

住宅の快適性を維持しながら、温室効果ガス排出量の削減を図ります。 
住民は、デコ活への関心を高め、一人ひとりが家庭でできる省エネルギー活動を実践するとと

もに、高効率省エネルギー設備の導入等により、快適な暮らしを享受しながら、温室効果ガスの

排出削減に取り組みます。 
 
【都市圏の連携方策】 

集客力のある公共施設及び民間施設等において、市町村共同による環境イベントを開催するな

どして、より多くの住民を対象に脱炭素意識の高揚を図ります。学校における環境学習のノウハ

ウやツールを市町村間で共有することで、こどもたちの脱炭素に対する関心を都市圏全体で高め

ます。また、住宅の更なる省エネルギー・省 CO2を促進するため、省エネルギー性能の高い設備・

機器や、住宅のエネルギー管理システム等の知見を市町村で共有し、より排出削減効果が高い導

入促進策を展開します。 
 
④ 運輸部門 
 地域の交通事情に適した対策の促進  

 

運輸部門における温室効果ガスの主な排出要因は、自動車の走行に伴うガソリン等の化石燃料

の消費です。 
このため、各市町村においては、化石燃料の消費が少ない次世代自動車の普及促進や、公共交

通機関、徒歩及び自転車による移動を促進することで自動車の過度な利用を抑制することが重要

になります。一方、公共交通機関の利用が困難な市町村では、次世代自動車の普及促進に加え、

カーシェアリングの普及促進、ライドシェアやグリーンスローモビリティの導入検討等、地域の

交通事情に適した対策を推進します。 
住民は、次世代自動車への乗り換え、公共交通機関やカーシェアの利用等、自身の生活様式に

合った低炭素な移動手段を活用します。また、宅配ボックスの設置及び受取物の時間指定等、宅

配の再配達防止に取り組みます。さらに、地域の農林水産物を積極的に購入することにより、農

林水産物の輸送に伴う温室効果ガスの排出削減に協力します。 
事業者は、事業用車の次世代自動車への更新、幹線貨物輸送から海運・鉄道を利用した輸送方

法への転換等、事業用車の利用に伴う温室効果ガスの排出削減に取り組みます。また、次世代自

動車の利用に当たっては、温室効果ガス排出削減効果をより高めるため、可能な限り再生可能エ

ネルギーを活用した電力等を使用することが望まれます。 
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【都市圏の連携方策】 

公共交通機関の利用が困難な市町村では、次世代自動車や再生可能エネルギーを活用したカー

シェアリング、ライドシェアやグリーンスローモビリティ等、地域の実情に応じた交通手段の導

入検討・実証等を共同で行い、ノウハウを共有します。また、都市圏と民間交通事業者が連携し、

MaaS等の地域を結ぶ交通サービスを導入します。 
 
⑤ 廃棄物分野 
 焼却されるプラスチック類の削減及び分別収集・リサイクル  

 

廃棄物分野における温室効果ガスの主な排出要因はプラスチックの焼却です。 
このため、ワンウェイプラスチック（一度だけ使われて廃棄されるプラスチック製品）の使用

削減や、バイオプラスチックの利用、廃棄されるプラスチック類の分別収集・リサイクルを促進

することで、焼却されるプラスチック類を削減します。 
住民は、ワンウェイプラスチックの購入及び使用を抑制するとともに、市町村が実施するプラ

スチックの分別ルールに則り、プラスチックのリサイクルに協力します。 
事業者は、化石燃料由来のプラスチックからバイオマスプラスチック等の代替原料への転換、

廃棄されるプラスチックの分別収集・リサイクルに取り組み、事業活動に伴うプラスチックの排

出を抑制します。 
 

【都市圏の連携方策】 

各市町村がイベント等におけるワンウェイプラスチックの使用削減や、バイオプラスチックの

利用に係る取組を実施し、そのノウハウを共有することで都市圏に波及させます。また、プラス

チック類の分別収集・リサイクルに率先して取り組む市町村のノウハウを都市圏で共有し、プラ

スチックの再資源化促進を図ります。 
 
⑥ 農業分野 
 環境保全型農業及び家畜排せつ物の堆肥化・エネルギー利用の促進  

 

農業分野では、農地における肥料の使用や家畜排せつ物の処理に伴い温室効果ガスが排出され

ます。 
このため、環境保全型農業の推進による化学肥料の使用量削減、家畜排せつ物の堆肥化による

温室効果ガスの発生抑制、バイオガス発電事業の検討等の取組により、温室効果ガスを削減しま

す。 
 

【都市圏の連携方策】 

農業が盛んな市町村において、環境保全型農業の普及拡大、バイオ炭の農地施用等の新たな取

組の検討等を連携して行うことで、温室効果ガス排出量の削減及び吸収を図ります。 
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⑦ 再生可能エネルギー 

 都市圏の自然的社会的条件を考慮した再生可能エネルギーの導入拡大  
 

再生可能エネルギーの導入に関しては、一部で地域における合意形成が不十分な事例や自然環

境・生活環境への配慮が不足する事例が見られますが、脱炭素を実現するためには、化石燃料か

ら再生可能エネルギーへの転換を進めていく必要があります。都市圏では、再生可能エネルギー

のうち、最もポテンシャルが高い太陽光発電について、地域との共生を図りながら導入拡大に取

り組むことが重要です。 
このため、都市圏の自然環境との調和など地域との共生を前提に、地域脱炭素化促進事業によ

る地域裨益型の再生可能エネルギー導入の促進、工業施設及び商業施設等のエネルギー需要施設

や、設置可能な建築物・未利用地への太陽光発電の導入、ペロブスカイト太陽電池の導入検討等

により、再生可能エネルギーの導入拡大を図ります。 
住民及び事業者は、再生可能エネルギーに対する関心を高め、住宅や事業所への太陽光発電設

備・蓄電池の導入、再生可能エネルギー（電気）の調達等に取り組み、再生可能エネルギー（電

気）を利用した家庭生活、事業活動を実践します。 
 

【都市圏の連携方策】 

各市町村において、廃棄物処理施設や上下水道施設等の未利用空間への太陽光発電設置、ペロ

ブスカイト太陽電池の導入実証等、太陽光発電の導入拡大に向けて取り組み、そのノウハウを市

町村間で共有し、更なる導入につなげます。 
 
⑧ 森林吸収 

 森林の有する多面的機能の維持・拡大  
 

都市圏における森林吸収量は、温室効果ガス排出量の約 4%に相当し、地球温暖化対策におい
て重要な役割を担っています。また、都市圏の森林を保全することは、吸収源を確保するだけで

はなく、都市圏を特徴づける地下水の保全、土砂崩れや洪水の防止、生物多様性の保全など、森

林の持つ多様な機能を発揮させることになります。 
このため、各市町村の森林整備計画に基づく森林の適切な整備・保全を推進し、森林の有する

多面的機能の維持及び拡大を図ります。 
住民及び事業者は、森林が有する多面的機能に関心を持ち、森づくり活動への参加、間伐材の

利用等に取り組み、森林資源の循環利用に貢献します。 
 

【都市圏の連携方策】 

林業が盛んな市町村において、スマート林業の普及、木質バイオマスの利用拡大等、森林資源

の循環利用を促す取組を率先的に実施し、都市圏内へ波及させます。また、市町村の森林整備に

伴い創出された J-クレジットを、都市圏の事業所等へ売却するとともに、売却益を森林整備に必
要な資金に充当し、森林資源の循環利用に役立てます。 
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第５章 目標達成に向けた取組 

５-１ 施策体系  

■ 緩和策の施策体系 

基本方針  対策  施策例 
     

基本方針 1 

再生可能エネルギーの

利用促進と徹底した 

省エネルギーの推進 

 

① 再生可能エネルギーの導入

や利用の促進 

 

▷ 太陽光発電及び蓄電池の導入促進 ▷ 住宅及び事業所における再生可能エネ
ルギー（電気）の利用促進 

② 徹底した省エネルギーの 

推進 

▷ 省エネルギー性能の高い設備・機器の 
導入促進 ▷ エネルギーマネジメントシステム等の 
普及促進 ▷ 住宅や建築物の省エネルギー化 

③ 電化・燃料転換や 

電気需要の最適化の推進 

▷ 化石燃料から電気、より低炭素な燃料 
への転換の推進 ▷ 蓄電池やデマンドレスポンスによる 
電力需給調整の推進 

     

基本方針 2 

脱炭素型の都市・ 

地域づくりの推進 
 

① CO2排出量が少ない移動・ 

輸送手段の普及促進 
 

▷ 次世代自動車の普及促進 ▷ 徒歩や自転車移動の推進 
② 公共交通の利用促進及び 

モビリティマネジメントの

推進 
▷ 公共交通機能の充実・利便性の向上 

     

基本方針 3 

持続可能な 

資源循環社会の構築 
 
① 廃棄物の発生抑制 

 

▷ リデュース・リユースの推進 ▷ プラスチックごみの削減 
② 廃棄物の適正処理と 

資源循環の推進 

▷ 廃棄物の資源利用の推進 ▷ 下水処理に伴う資源の有効活用 
     

基本方針 4 

豊かな自然環境の保全

と環境に配慮した 

農林水産業の推進 

 

① 豊かな森・海づくりの推進 

 

▷ 森林整備事業 ▷ 環境保全協定 ▷ 林業担い手育成 ▷ 藻場・干潟の保全 
② 環境に配慮した 

農林水産業の推進 
▷ 環境保全型農業の推進 ▷ 家畜排せつ物の有効活用 

③ 節水等の推進 ▷ 節水等の推進 ▷ 雨水有効活用の促進 
④ 都市緑化の普及促進 ▷ 都市緑化の推進 

     

基本方針 5 

脱炭素につながる行動

変容の促進と環境投資

の推進 

 

① 脱炭素につながる 

ライフスタイルの普及促進  
▷ 環境教育の推進 ▷ 脱炭素意識の啓発 ▷ 農林水産物の地産地消の推進 

② 脱炭素経営・ 

ビジネスの普及促進 
 
▷ 脱炭素経営の意識醸成・普及促進 ▷ 脱炭素に向けた投資環境の整備 ▷ 脱炭素関連技術・産業の育成支援 
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■ 適応策の施策体系 

分野  施策例 
   

農林水産業 

 

▷ 気候変動に適応した農作物への転換、生産技術の普及 ▷ 農業施設・設備の水害対策の推進 
水資源・水環境 

▷ 公共用水域の水質調査 ▷ 地下水かん養の推進 
自然生態系 

▷ 自然環境の把握 ▷ 自然環境の保全 
自然災害 

 

▷ 避難行動の周知 ▷ 洪水防止対策 
健康 

▷ 暑熱対策 ▷ 感染症対策 
産業・経済活動、生活 

▷ 経済活動の機能不全に対する備え ▷ 気候変動に適応したライフスタイルへの転換 
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５-２ 緩和策に関する取組  

緩和策とは 
緩和策とは、地球温暖化の原因である温室効果ガスの排出を抑制したり、森林等による CO2吸収

量を増加させたりすることで、地球温暖化の進行を抑える対策のことです。 
具体的には、省エネルギー対策、エネルギー転換、再生可能エネルギーの導入、森林整備等によ

る吸収源の確保が挙げられます。 
 
【緩和策の例】 
① 省エネルギー対策 
節電、省エネルギー家電の普及、省エネルギー技術

の開発など、エネルギー消費量を削減する。 
② エネルギー転換 
化石燃料から電気、バイオ燃料や水素等に転換する

ことで、化石燃料の使用を減らす（なくす）。 
③ 再生可能エネルギーの導入 
太陽光発電や風力発電など、再生可能エネルギーの

利用を拡大し、化石燃料の使用を減らす。 
④ 吸収源の増加 
森林の植林や保全、海の中の藻場の保全など、植物

による CO2の吸収源を増加させ、大気中の CO2を吸収

する。 
  
コラム 日常生活でできる緩和策 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

出典：環境省「気候変動適応情報プラットフォ

ームポータルサイト」 
（https://adaptation-

platform.nies.go.jp/tools/illustration.html） 

「エネルギー」の無駄をなくす 

「吸収量」を増やす 

「再生可能エネルギー」を利用する 

不要な電気は消す 
環境にやさしい移動を

心がける 

太陽光発電を設置する 

地産材や間伐材を 

使った商品を選ぶ 
森に関心を持つ 

https://adaptation-
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基本方針 1 再生可能エネルギーの利用促進と徹底した省エネルギーの推進 
 現状と課題  

温室効果ガス排出量の約 9割は、化石燃料や電気の
消費に伴い排出されるエネルギー起源 CO2 です。エ

ネルギー起源 CO2 の排出量を削減するため、住宅や

事業所においてエネルギーを効率的に使い、消費する

エネルギーの量を減らすとともに、必要なエネルギー

を再生可能エネルギーや、非化石燃料へ転換していく

必要があります。 
また、「地域経済循環分析」（環境省、株式会社価値

総合研究所）によると、都市圏ではエネルギー代金

1,350億円が域外へ流出しています。これは、域内総
生産の 2.8%に相当します。エネルギー代金の流出を
抑制し、脱炭素に向けた設備投資など、地域の経済活

性化を図るためにも、再生可能エネルギーの地産地消

を進める必要があります。 
 
 

 施策の実施に関する指標・目標  

指標 現状 
目標 

2030 2035 

区域の再生可能エネルギー発電設備導入量（MW） 1,439（2023 年度） 1,928 2,273 

人口１人当たりのエネルギー消費量（GJ/人） 69.8（2022 年度） 59.7 55.6 

※ 区域の再生可能エネルギー発電設備導入量（MW）には太陽光発電、風力発電、水力発電、地熱発
電、バイオマス発電が含まれる。現状は環境省「自治体排出量カルテ」より。 

※ 市町村別の現状・目標は資料編参照 
 
 施策の効果  

施策区分 

排出削減見込量 

（万 t-CO2） 副次的効果 

2030 2035 

再生可能エネルギーの導入や利用の
促進 

15.5 15.1 

 レジリエンス強化（災害時の電源確
保） 

 関連産業・雇用の創出 
 域外へのエネルギー代金流出抑制に
よる地域経済循環の促進 

徹底した省エネルギーの推進 57.6 63.6 

 快適な住環境・労働環境の形成 
 域外へのエネルギー代金流出抑制に
よる地域経済循環の促進 

 事業者の経営基盤の強化 
電化・燃料転換や 
電気需要の最適化の推進 

6.0 24.9 
 域外へのエネルギー代金流出抑制に
よる地域経済循環の促進 

 

■ 都市圏のガス種別排出構成比 

（令和４年度（2022 年度）） 
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 対策・施策の目指す方向性  

住宅や事業所で実践可能な省エネルギー活動の普及拡大、高効率設備機器への更新を更に推進

するとともに、可能な限り化石燃料から再生可能エネルギーなどの非化石燃料へ転換します。ま

た、都市圏の自然環境との調和を前提に再生可能エネルギーの導入を拡大することで、温室効果

ガス排出量の削減、地域経済循環及びレジリエンス強化等を目指します。 
 
 
 各主体の取組例  

行政の取組例 

１ 再生可能エネルギー設備及び蓄電池の導入支援 
地域の特色等に応じて、住民・事業者の再生可能エネルギー設備及び蓄電池の導入を支援し

ます。 
２ 再生可能エネルギーの利用拡大・地産地消に向けた仕組みづくり 
住民や事業者が地域で生産された再生可能エネルギーを地域内で利用しやすい・利用できる

体制や、環境づくりについて検討していきます。 
３ 公共施設等における再生可能エネルギー設備及び蓄電池の導入 
国の補助事業の活用や事業者との連携により、各公共施設に再生可能エネルギー設備及び蓄

電池を導入することで自立電源を確保し、レジリエンスの向上を図ります。 
４ 公共施設等における再生可能エネルギーの利用 
再生可能エネルギー（電気）の調達や、グリーン電力証書、グリーン熱証書、再生可能エネ

ルギー由来の非化石証書等の購入により、公共施設で使用するエネルギーを再生可能エネルギ

ーへ転換します。 
５ 公共施設等の省エネルギー化 
公共施設の新築・改修時には、ＺＥＢ化や、ＢＥＭＳ27及び高効率設備機器の導入等により、

エネルギー消費量を最大限削減します。また、上下水道や廃棄物処理施設、交通インフラなど、

既存インフラの広域化・集約化、長寿命化、防災機能の向上と併せ、省エネルギー化を推進し

ます。 
６ 住宅・建築物のＺＥＨ化、ＺＥＢ化の普及促進 
建築物省エネ法の周知拡大及び適合審査の適切な運用により、住宅・建築物のＺＥＨ化、Ｚ

ＥＢ化の普及促進を行います。 
７ ＨＥＭＳ28、ＢＥＭＳ、ＦＥＭＳ29を活用したエネルギー管理の推進 
消費エネルギーの「見える化」や自動制御など、家庭や事業所で消費されるエネルギーを節

約するシステムの普及拡大を目指します。 
８ 事業所等における省エネルギー化  

 
27【BEMS（Building Energy Management System）】オフィスビルや病院、商業施設などの施設で消費されるエネル

ギーを管理しながら、室内環境を最適化する制御システムのこと。 
28【HEMS（Home Energy Management System）】家庭でのエネルギー使用状況を、専用のモニターやパソコン、ス

マートフォン等に表示することにより、家庭における快適性や省エネルギーを支援するシステムのこと。 
29【FEMS（Factory Energy Management System）】工場内のエネルギー使用状況をリアルタイムで監視・制御し、

エネルギー効率を最大化するシステムのこと。 
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事務所や工場、農林水産業等に対する省エネルギー効果の高い施設や機械の導入支援等によ

り化石燃料及び電力の使用量削減を推進します。 
９ エネルギーの効率的な利用促進 
省エネルギー診断に関する情報の周知とともに、関係機関などとともに、エコアクション21

やＩＳＯ１４００１などの環境マネジメントシステムの取得促進を図ります。 
 

住民の取組例 

１ 住宅への再生可能エネルギー設備及び蓄電池の導入  
住宅で使用する太陽光発電などの再生可能エネルギー設備及び蓄電池を導入します。 

２ 住宅における再生可能エネルギーの利用 
再生可能エネルギー（電気）の購入により、住宅で使用する電気を再生可能エネルギーへ転

換します。 
３ 住宅の省エネルギー化  
住宅の新築・リフォーム時におけるＺＥＨ化や、断熱改修などによる省エネルギー化ととも

に、高効率設備機器を導入します。また、うちエコ診断などを受診し、住宅の省エネルギー化

に取り組みます。 
４ ＨＥＭＳの導入 
ＨＥＭＳの導入により家庭における効率的なエネルギー管理に取り組みます。 
 

事業者の取組例 

１ 事業所への再生可能エネルギー設備及び蓄電池の導入 
事業所に設置可能な再生可能エネルギー設備及び蓄電池を導入します。 

２ 事業所における再生可能エネルギーの利用 
再生可能エネルギー（電気）の調達や、グリーン電力証書、グリーン熱証書、再生可能エネ

ルギー由来の非化石証書等の購入により、事業所で使用するエネルギーを再生可能エネルギー

へ転換します。 
３ 事業所の省エネルギー化  
省エネルギー効果の高い施設・機械の導入等により化石燃料及び電力の使用量を削減します。 

４ エネルギーの効率的な利用 
省エネルギー診断等を受診するとともに、エコアクション21やＩＳＯ１４００１などの環

境マネジメントシステムの取得に取り組みます。 
５ ＢＥＭＳ及びＦＥＭＳを活用したエネルギー管理の推進 
ＢＥＭＳ及びＦＥＭＳの導入により、エネルギーの使用状況を表示し、照明や空調等の機器・

設備について、最適な運転を行います。 
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「省エネルギー」とは、石炭や石油など、限りあるエネルギー（電気やガソリンなど、一次

エネルギーを加工して得られる二次エネルギーを含む）を効率よく使うことです。エネルギ

ー価格の上昇や地球温暖化の深刻化により、経済的なメリットや環境への貢献、快適性と健

康の向上、社会的評価の向上といった、家庭や企業における「省エネルギー」の重要性がます

ます高まっています。 
【取組例】・部屋の電気やテレビを使っていないときは消す 
      →1日 30分、蛍光灯とテレビを消したとすると、 

1年間で約 9.01 kgの CO₂削減、約 491円の節約見込み（※1） 
・車の運転時には急発進、急加速しないようにする 

→年間走行距離 10,000km、ガソリン 150 円/L とすると、1 年間で約 79.4kg
の CO₂削減、約 5,200円の節約見込み（※2） 

〔※1 蛍光灯とテレビを 1日 30分消した場合の CO2削減量、電気代削減額試算〕 
 蛍光灯とテレビの消費電力をそれぞれ 0.04kW、0.07kWとすると、 
 （0.04 kW＋0.07 kW）×0.5時間×365日×0.449 kg-CO₂/kWh ≒ 9.01 kg-CO2 
 （0.04 kW＋0.07 kW）×0.5時間×365日×27円/kWh ≒ 542円 
〔※2 車の運転時の急発進、急加速をなくした際の CO2削減量、ガソリン代削減額試算〕 
 燃費が 7％改善したとすると、燃費が 19.4km/L→20.8 km/L 
  10,000 km/年÷19.4km/L ≒ 515.46 L/年   10,000 km/年÷20.8km/L ≒ 480.77L/年 
 （515.46－480.77）L×2.29kg-CO₂/L≒79.4kg-CO₂ 
 （515.46－480.77）L×150円≒5,203円 
出典：電気の排出係数（0.449 kg-CO₂/kWh）は九州電力株式会社ホームページ、自動車の燃費（19.4km/L）

は国土交通省「ガソリン乗用車のWLTCモード燃費平均値」、ガソリンの排出係数（2.29kg-CO₂/L）
は環境省「算定・報告・公表制度における算定方法・排出係数一覧」より 

私たちが普段使っている電気の多くは火力発電によって作られており、その際に多くの CO₂
が排出されます。これに対し、太陽光発電は発電時に燃料を使わないため、CO₂を排出しませ
ん。 

CO₂削減量を求める計算式 
「削減量（kg-CO₂）＝年間発電量（kWh）（※1）×CO2排出係数（kg-CO2/kWh）（※2）」 
たとえば、システム設備容量 5 kW の太陽光発電なら年間約 5,000 kWh を発電し、約

2,200kg もの CO₂削減が可能です。また、年間で 135,000 円の電気代節約効果も期待で

き、約13年で設備投資額の回収が見込まれます。（※3） 

〔※1 年間発電量（kWh）の計算方法〕 
システム設備容量（kW）×1,000（kWh/kW）（設置容量 1kWあたりの年間発電量の全国平均） 

・年間発電量は地域や設置角度、屋根の向き、天気などにより変動します。 
〔※2 CO₂排出係数とは〕 

電力会社が 1kWh当たりの電気を作るために、どのくらいの CO₂を排出しているかを表したもの。
最新の値は 0.449 kg-CO₂/kWh（2024年度）（出典：九州電力株式会社ホームページ） 

〔※3 システム設備容量 5 kWの太陽光発電設備を設置した際の初期投資回収年数の試算〕 
電力単価 27円/kWhとすると、27円/kWh×5,000 kWh ＝ 135,000円/年 
初期投資額 180万円とすると、1,800,000÷135,000 ≒ 13年 

コラム 住宅用太陽光発電の導入による CO2削減効果 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
コラム 省エネルギーに取り組む目的 
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 都市圏が取り組む施策  

① 再生可能エネルギーの導入や利用の促進（○：実施、△：検討） 

施策 事業例 

熊
本
市 

玉
名
市 

山
鹿
市 

菊
池
市 

宇
土
市 

宇
城
市 

阿
蘇
市 

合
志
市 

美
里
町 

玉
東
町 

南
関
町 

長
洲
町 

和
水
町 

大
津
町 

菊
陽
町 

高
森
町 

西
原
村 

南
阿
蘇
村 

御
船
町 

嘉
島
町 

益
城
町 

甲
佐
町 

山
都
町 

1 太陽光発電及び蓄電池の導入促進 

住宅・事業所の屋根等を利用

した太陽光発電や蓄電池の導

入支援 など 

○ ○ △ ○ △ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

2 
公共施設への太陽光発電最大限導入

の推進 

小中学校、水道施設等への太

陽光発電導入及び余剰電力の

他公共施設への供給 など 

○ △ △ △ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

3 

地域環境と調和した 

再生可能エネルギー設備（電気）の

導入検討 

地域脱炭素化促進事業、再生

可能エネルギー（風力・水

力・地熱・バイオマス）の導

入検討 

○ ○ △ △ ○ ○ － △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

4 

住宅及び事業所における 

再生可能エネルギー（電気）の 

利用促進 

再生可能エネルギー（電気）

の共同購入及びリバースオー

クション等による再生可能エ

ネルギー（電気）の調達支援 

など 

○ △ ○ △ △ ○ ○ △ ○ ○ △ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ － ○ ○ ○ ○ 

5 次世代太陽光発電の導入可能性検討 
ペロブスカイト太陽電池の導

入可能性・導入方法等の検討 
○ ○ ○ △ ○ ○ △ △ － － △ － － ○ △ － － － － ○ － － － 

6 
再生可能エネルギー熱利用設備の 

普及促進 

太陽熱利用設備、木質バイオ

マス熱利用設備の普及啓発・

導入支援 など 

○ △ ○ △ △ ○ － ○ － － ○ － － ○ ○ ○ ○ ○ － － ○ － ○ 

 

② 徹底した省エネルギーの推進（○：実施、△：検討） 

施策 事業例 

熊
本
市 

玉
名
市 

山
鹿
市 

菊
池
市 

宇
土
市 

宇
城
市 

阿
蘇
市 

合
志
市 

美
里
町 

玉
東
町 

南
関
町 

長
洲
町 

和
水
町 

大
津
町 

菊
陽
町 

高
森
町 

西
原
村 

南
阿
蘇
村 

御
船
町 

嘉
島
町 

益
城
町 

甲
佐
町 

山
都
町 

1 
省エネルギー性能の高い設備・機器の

導入促進 

高効率設備機器の導入支援 

など 
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ － ○ ○ ○ ○ 

2 
初期費用を抑えた手法による公共施設

の省エネルギー設備更新の推進 

ESCO、リース及びサブスク

等を活用した公共施設の設備

更新の検討・実施 など 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ △ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

3 
中小企業における省エネルギー対策の

推進 

省エネルギー対策に関する情

報提供、省エネルギー最適化

診断の受診支援 など 

○ ○ ○ ○ △ ○ ○ △ ○ ○ ○ △ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

4 
公共施設における省エネルギー診断の

推進 

公共施設における省エネルギ

ー診断の受診 
○ ○ ○ △ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

5 
エネルギーマネジメントシステム等の

普及促進 

HEMS や BEMS 等の普及促

進、エコアクション 21等に

関する情報提供及び認証取得

支援 など 

○ ○ ○ ○ △ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
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施策 事業例 

熊
本
市 

玉
名
市 

山
鹿
市 

菊
池
市 

宇
土
市 

宇
城
市 

阿
蘇
市 

合
志
市 

美
里
町 

玉
東
町 

南
関
町 

長
洲
町 

和
水
町 

大
津
町 

菊
陽
町 

高
森
町 

西
原
村 

南
阿
蘇
村 

御
船
町 

嘉
島
町 

益
城
町 

甲
佐
町 

山
都
町 

6 
公共施設におけるエネルギー管理の 

徹底 

デマンド監視装置の設置・運

用、設備機器のエコチューニ

ング 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － ○ ○ ○ ○ 

7 住宅や建築物の省エネルギー化 

住宅・建築物の省エネルギー

改修及び ZEH 化・ZEB 化支

援 など 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

8 公共施設の省エネルギー化 
公共施設の省エネルギー改修

及び ZEB 化 など 
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

 

 

③ 電化・燃料転換や電気需要の最適化の推進（○：実施、△：検討） 

施策 事業例 

熊
本
市 

玉
名
市 

山
鹿
市 

菊
池
市 

宇
土
市 

宇
城
市 

阿
蘇
市 

合
志
市 

美
里
町 

玉
東
町 

南
関
町 

長
洲
町 

和
水
町 

大
津
町 

菊
陽
町 

高
森
町 

西
原
村 

南
阿
蘇
村 

御
船
町 

嘉
島
町 

益
城
町 

甲
佐
町 

山
都
町 

1 
化石燃料から電気、より低炭素な燃料

への転換の推進 

重油・灯油等から電気及び都

市ガス等への転換に関する情

報発信 など 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ － － ○ － － ○ ○ －  － － ○ － － － 

2 カーボンニュートラル燃料の利用 

カーボン・オフセットガスに

関する情報発信、水素燃料設

備等の情報収集・情報発信 

など 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ － － ○ － － ○ △ － － － － ○ － － － 

3 
蓄電池やデマンドレスポンスによる 

電力需給調整の推進 

住宅・事業所・公共施設への

蓄電池導入促進、小売電気事

業者と連携したデマンドレス

ポンスの実施 など 

○ ○ ○ △ △ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
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基本方針 2 脱炭素型の都市・地域づくりの推進 
 現状と課題  

都市圏では、人・モノの移動に伴う温室効果

ガスの排出量が 2番目に多く、全体の約 24%
を占めており、移動時に消費する化石燃料を

削減する必要があります。一方、利用可能な公

共交通機関、通勤・通学の距離等、市町村によ

って交通の実情は大きく異なっており、地域

の実情を踏まえた対策が必要です。 
 
 
 
 
 
 
 
 施策の実施に関する指標・目標  

指標 備考 

公共交通機関の年間利用者数（人/年） 
市町村ごとに設定 

※詳細は資料編参照 

 
 
 施策の効果  

施策区分 

排出削減見込量 

（万 t-CO2） 副次的効果 

2030 2035 

CO2排出量が少ない移動・輸送手段の
普及促進 

17.7 20.0 
 交通渋滞の緩和 
 移動手段増加による回遊性向上（賑
わい創出、消費活動の活性化） 

 大気環境の保全 
公共交通の利用促進及びモビリティ
マネジメントの推進 

1.7 2.0 

 
 
 対策・施策の目指す方向性  

化石燃料を消費しない（または消費が少ない）次世代自動車の普及拡大により、自動車から排

出される温室効果ガス排出量を削減します。また、地域の実情を踏まえつつ、徒歩・自転車空間

の整備や公共交通機関の利用促進等、自動車の過度な利用を抑制します。 
 
  

■ 都市圏の部門別排出割合 

（令和４年度（2022 年度）） 
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 各主体の取組例  

行政の取組例 

１ 都市のコンパクト化の推進 
都市のコンパクト化や、ゆとりとにぎわいあるウォーカブルな空間の形成等により車中心か

ら人中心の空間へ転換します。 
２ 道路交通の適正化 
道路ネットワークの整備や渋滞ボトルネックの解消等により、道路交通の円滑化を図るとと

もに、生活空間の道路交通の低速度化等、場所に応じた適正な移動を推進します。 
３ 次世代自動車の導入促進 
公用車への電気自動車や燃料電池自動車などの次世代自動車を率先して導入するとともに、

都市圏の住民・事業者への次世代自動車の導入促進を図ります。また、次世代自動車の利用に

当たっては、温室効果ガス排出削減効果をより高めるため、再生可能エネルギーを活用した電

力等の使用を促進します。 
４ 公共交通の利用促進及びモビリティマネジメント30の推進 
公共交通の機能強化や待合環境の整備、分かりやすい情報発信などを通じた公共交通の利用

促進策の実施に加え、モビリティマネジメントの推進などを通じて、自家用車から公共交通機

関への利用転換を促します。 
５ 温室効果ガス排出の少ない人流・物流への転換 
環境負荷低減を目指した交通手段の充実を図るため、自転車、徒歩、新たなモビリティ等の

低炭素な交通手段の利用を促進することで、自動車から低炭素な交通手段への転換を進めます。 
 

住民の取組例 

１ 次世代自動車の購入 
自動車の買い替え等の際には、電気自動車やハイブリッド車などの次世代自動車を購入しま

す。また、次世代自動車の利用に当たっては、温室効果ガス排出削減効果をより高めるため、

可能な限り再生可能エネルギーを活用した電力等を使用します。 
２ エコドライブの実践 
エネルギーの消費と温室効果ガスの排出抑制のため、エコドライブを実施します。 

３ 温室効果ガス排出の少ない交通手段の選択 
パークアンドライドの活用や、公共交通機関と徒歩またはカーシェア等、温室効果ガス排出

の少ない交通手段による移動を実践します。また、目的地が近距離の場合は、自転車・徒歩に

よる移動を実践します。 
４ 輸送に伴う温室効果ガス排出量の削減 
宅配ボックスの設置及び受取物の時間指定等、宅配の再配達防止に取り組みます。 

  

 
30【モビリティマネジメント】過度に自動車に頼る状態から公共交通や自転車などを「かしこく」使う方向へと自発的

に転換することを促す、一般の人々や様々な組織・地域を対象としたコミュニケーションを中心とした取組。 
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地球温暖化の進行を抑えるためには、電気やガソリンなどのエネルギー消費を減らすための

まちづくりが不可欠です。その有効な方法の一つに、「都市のコンパクト化」や「ウォーカブ

ルな空間（居心地が良く歩きたくなるまち）」の形成があります。 
「都市のコンパクト化」とは、住宅、商業、医療、教育、行政などの都市機能を一定のエリ

アに集約し、公共交通で結ぶまちの形のことです。人口減少や高齢化が進む中でも、生活に必

要なサービスを徒歩圏や公共交通圏で利用できるようにすることで、生活利便性・地域活力の

向上だけでなく、移動距離の短縮や自動車利用の減少により、CO₂排出量の削減にもつながり
ます。 
また、「ウォーカブルな空間」の整備も

重要です。歩道の拡充や緑化、ベンチなど

の滞在空間を設けることで、人々が安心し

て快適に過ごせる環境を創出し、自動車中

心の空間から人中心の空間へ転換します。

歩行や自転車利用の増加は、CO₂排出量の
削減だけではなく、健康づくりや地域交流

の活性化にもつながります。 
都市のコンパクト化とウォーカブルなま

ちづくりは、環境負荷を減らすだけでな

く、人々の健康増進や地域の魅力向上にも

寄与します。安全で交流のあるまちを実現

し、快適で低炭素な暮らしを次世代へつな

いでいくことが必要です。 

事業者の取組例 

１ 次世代自動車の購入 
自動車の買い替え等の際には、電気自動車やハイブリッド車などの次世代自動車を購入しま

す。また、次世代自動車の利用に当たっては、温室効果ガス排出削減効果をより高めるため、

可能な限り再生可能エネルギーを活用した電力等を使用します。 
２ エコドライブの実践 
エネルギーの消費と温室効果ガスの排出抑制のため、エコドライブを実施します。 

３ 利便性の高い公共交通の提供 
交通事業者は利便性の高い公共交通を提供します。 

４ 都市のコンパクト化と連動した施設整備 
幅広い世代が公共交通等を利用してアクセスできる地域拠点内へ、医療や商業などの都市機

能を有する施設を設置します。 
５ 自転車通勤の推進 
従業員等の公共交通機関や自転車等での通勤、時差出勤を推進します。 

６ 輸送に伴う温室効果ガス排出量の削減 
モーダルシフト及び共同輸送等、温室効果ガス排出量のより少ない物流へ転換します。 

 
コラム 地球温暖化対策に資する都市のコンパクト化と 

ウォーカブルな空間の形成 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 出典：国土交通省「まちなかウォーカブル推進プログラム」 
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 都市圏が取り組む施策  

① CO2排出量が少ない移動・輸送手段の普及促進（○：実施、△：検討） 

施策 事業例 

熊
本
市 

玉
名
市 

山
鹿
市 

菊
池
市 

宇
土
市 

宇
城
市 

阿
蘇
市 

合
志
市 

美
里
町 

玉
東
町 

南
関
町 

長
洲
町 

和
水
町 

大
津
町 

菊
陽
町 

高
森
町 

西
原
村 

南
阿
蘇
村 

御
船
町 

嘉
島
町 

益
城
町 

甲
佐
町 

山
都
町 

1 
住民・事業者への次世代自動車の 

普及促進 

次世代自動車の導入支援、次

世代自動車を利用したカーシ

ェアリングの導入 など 

○ ○ ○ △ △ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ － ○ ○ ○ ○ 

2 公用車への次世代自動車の率先導入 公用車の更新 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

3 
次世代自動車の普及拡大に向けた 

インフラ整備 

電気自動車等の充電設備の設

置 
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

4 エコドライブの推進 
エコドライブに関する情報発

信及び講座開催 など 
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

5 自転車の利用促進 

自転車専用道路の整備、シェ

アサイクリングの普及促進、

駐輪場の確保 など 

○ △ ○ △ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

6 歩行者が利用しやすい道路環境の整備 
歩道のバリアフリー化、緑化

等による日射対策 など 
○ ○ ○ － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

7 
海運輸送及び鉄道輸送への 

モーダルシフト 

幹線貨物輸送から海運・鉄道

を利用した輸送方法への転換 
○ － △ － △ ○ － － － － ○ － － ○ － － － － － － － － － 

 

 
② 公共交通の利用促進及びモビリティマネジメントの推進（○：実施、△：検討） 

施策 事業例 

熊
本
市 

玉
名
市 

山
鹿
市 

菊
池
市 

宇
土
市 

宇
城
市 

阿
蘇
市 

合
志
市 

美
里
町 

玉
東
町 

南
関
町 

長
洲
町 

和
水
町 

大
津
町 

菊
陽
町 

高
森
町 

西
原
村 

南
阿
蘇
村 

御
船
町 

嘉
島
町 

益
城
町 

甲
佐
町 

山
都
町 

1 公共交通機関の利用促進 

公共交通に関する情報発信や

バス停などの待合環境の整備 

など 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

2 モビリティマネジメントの推進 

公共交通機関の利用促進に向

けた意識啓発（バスの乗り方

教室の実施等） など 

○ ○ ○ △ △ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
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基本方針 3 持続可能な資源循環社会の構築 
 現状と課題  

私たちが使用する製品は、資源の採掘・運搬・加工、製品の運搬・廃棄の全ての過程において

エネルギーを消費し、温室効果ガスを排出しています。これまでのような、大量生産・大量消費・

大量廃棄という一方通行型（リニア）の社会構造から、3R＋Renewable等の取組を通じた循環経
済（サーキュラーエコノミー31）への移行が必要です。 

 
 施策の実施に関する指標・目標  

指標 備考 

ごみの排出量（g/人・日） 
市町村別ごとに設定 

※詳細は資料編参照 

 
 
 施策の効果  

施策区分 

排出削減見込量 

（万 t-CO2） 副次的効果 

2030 2035 

廃棄物の発生抑制 6.6 6.3 
 資源の有効利用 
 関連産業・雇用の創出 

廃棄物の適正処理と資源循環の推進 0.7 0.8 

 
 
 対策・施策の目指す方向性  

住民及び事業者から排出される廃棄物の減量化、廃棄物の再資源化及び省資源・省 CO2製品の

普及拡大等により、サーキュラーエコノミーへの移行を推進し、持続可能な資源循環社会を目指

します。 
 
 
 
 
 
 
  

 
31 【サーキュラーエコノミー】従来の大量生産・大量消費・大量廃棄の一方通行型の経済システムから、資源を無駄な

く繰り返し使い、可能な限り価値を最大化する新しい経済システムのこと。 



88 

 各主体の取組例  

行政の取組例 

１ ごみの発生抑制 
ごみの分別及びリサイクル等、住民や事業者によるごみの発生抑制の取組を促進します。 

２ 廃棄物資源の有効利用の促進 
家庭から出る食用油を回収する回収拠点を公民館などに設置し、バイオディーゼル燃料とし

ての活用を促進します。  
３ プラスチックごみの排出削減 
ワンウェイプラスチックの使用削減や、バイオプラスチックの利用を促進するとともに、プ

ラスチックごみの分別収集・リサイクルを推進し、プラスチックごみの排出量を削減します。 
４ 下水処理に伴う資源の有効活用 
下水汚泥のセメント原料化やコンポスト化などの資源循環型メニューとバイオマスエネル

ギーである汚泥の燃料化を組み合わせた有効活用の展開を図ります。 
５ 下水処理水の再利用 
下水処理施設の適切な維持管理に努め、下水として処理された水資源を農業用水などに再利

用します。 
 

住民の取組例 

１ ごみ減量等への取組 
３Ｒ（ごみの排出抑制、再利用、リサイクル）の実践を更に進めます。 

２ バイオマスエネルギー創出への協力 
家庭から出る食用油の回収に協力することにより、地域資源を活用した再生可能エネルギー

の創出に積極的に協力します。 
３ 堆肥化資源等の活用 
下水汚泥に由来する堆肥を家庭菜園などに活用します。 
 

事業者の取組例 

１ 環境負荷低減等の取組 
生産者が製品のライフサイクル全体（原材料の選択、製造工程、使用・廃棄）における環境

負荷に対して、一定の責任を負うという拡大生産者責任（ＥＰＲ）の考え方に基づき、環境負

荷を抑えるとともに、事業活動におけるごみの排出抑制、分別の徹底及びリサイクルを更に進

めます。 
２ プラスチック代替製品等の活用 
紙及び木材等のプラスチック代替製品やバイオプラスチックの使用に努めます。 

３ 下水処理水の利用 
下水処理水の農業用水への再利用により、農業生産の安定化を図るとともに、水資源の循環

利用による地下水保全や河川流量減少対策に取り組みます。 
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家庭や工場で使用した水を処理する過程で、「下水汚泥」という残留物が発生します。この
汚泥を発酵させることで、メタンを主成分とする“バイオガス”が発生します。バイオガス
は、発電や熱供給に活用できる再生可能エネルギーであり、下水処理場で使う電力や温水を作
ることができるため、CO₂排出量の削減に貢献しています。 
一方で、下水処理には大量の電力が必要です。また、下水に生ごみや油が多く含まれている

と、バイオガスの発生効率が低下してしまいます。家庭では、節水や生ごみ・油の適切な廃棄
を行うことで、効率的な発電及び CO₂排出量の削減に貢献することができます。 

私たちの暮らしに欠かせないプラスチックですが、その便利さの一方で、地球環境への負荷

が懸念されています。プラスチックは主に石油を原料として製造されており、製造や焼却の過

程で排出される CO2が地球温暖化の一因となっています。また、ポイ捨てや不適切な処理によ

って海へ流出したプラスチックごみは、やがて細かく砕けてマイクロプラスチックとなり、海

洋汚染や生態系への影響も懸念されます。 
このため、日常生活の中でプラスチックの使用を減らす（Reduce）、プラスチックを繰り返

し使用する（Reuse）、使用したプラスチックはリサイクル（Recycle）するよう心掛けましょ
う。 
（個人の行動例） 
・買い物時にマイバッグを持参し、レジ袋をもらわない 
・外出時にペットボトル飲料の購入を控え、水筒を持参する 
・シャンプーや洗剤などは詰め替え用を選ぶ 
・ボールペンは替え芯を活用して繰り返し使用する など 
（事業者の行動例） 
・過剰なプラスチック包装の削減 
・バイオプラスチックやプラスチック代替素材の活用 
・リユース可能な容器等の導入と回収・再利用 など 

コラム 地球温暖化対策と下水処理 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

コラム 地球温暖化対策とプラスチック 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

出典：国土交通省「下水道が有するポテンシャルと現状の取り組みについて（令和 3年 10 月 1 日）」 

出典：政府広報オンライン 

（https://www.gov-online.go.jp/） 

https://www.gov-online.go.jp/
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 都市圏が取り組む施策  

① 廃棄物の発生抑制（○：実施、△：検討） 

施策 事業例 

熊
本
市 

玉
名
市 

山
鹿
市 

菊
池
市 

宇
土
市 

宇
城
市 

阿
蘇
市 

合
志
市 

美
里
町 

玉
東
町 

南
関
町 

長
洲
町 

和
水
町 

大
津
町 

菊
陽
町 

高
森
町 

西
原
村 

南
阿
蘇
村 

御
船
町 

嘉
島
町 

益
城
町 

甲
佐
町 

山
都
町 

1 
サーキュラーエコノミーへの移行に 

向けた環境教育と啓発活動の推進 

小中学校での環境教育の実

施、ごみ処理施設を活用した

体験型環境教育の実施 など 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

2 リデュース・リユースの推進 

家庭ごみの発生抑制（マイバ

ック利用の推進等）、事業ご

みの発生抑制（多量排出事業

者への指導など） など 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

3 プラスチックごみの削減 

ワンウェイプラスチックの削

減、バイオプラスチックの利

用促進 など 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

4 食品ロス対策の推進 

未利用食品等を提供するため

の活動の支援、消費者・事業

者等への情報発信及び普及啓

発 など 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

 
② 廃棄物の適正処理と資源循環の推進（○：実施、△：検討） 

施策 事業例 

熊
本
市 

玉
名
市 

山
鹿
市 

菊
池
市 

宇
土
市 

宇
城
市 

阿
蘇
市 

合
志
市 

美
里
町 

玉
東
町 

南
関
町 

長
洲
町 

和
水
町 

大
津
町 

菊
陽
町 

高
森
町 

西
原
村 

南
阿
蘇
村 

御
船
町 

嘉
島
町 

益
城
町 

甲
佐
町 

山
都
町 

1 廃棄物処理施設の延命化 

廃棄物処理施設の改良工事、

省エネルギー設備の導入 な

ど 

○ － ○ － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － 

2 リサイクルの推進 
ごみ分別ルールの周知、不適

正排出対策 など 
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

3 プラスチックごみのリサイクルの推進 

プラスチックごみの分別収

集、再商品化計画の認定取得 

など 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

4 
太陽光発電・蓄電池の適正処理、 

再利用の推進 

太陽光パネル・蓄電池の廃棄

方法及びリユースの検討 
○ ○ △ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

5 廃棄物のエネルギー利用の推進 
ごみの固形燃料化、廃食油を

活用したＢＤＦ製造 など 
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

6 廃棄物の資源循環利用の推進 

生ごみの堆肥化・処理機の導

入支援、ごみ焼却灰のセメン

ト原料化 など 

○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

7 下水汚泥の有効利用 
下水汚泥の堆肥化、エネルギ

ー利用の推進 
○ ○ ○ ○ ○ － － ○ － － ○ ○ － ○ － － － － ○ － ○ － － 

8 下水熱利用設備の導入 
下水熱（温度差エネルギー）

を利用した設備の導入 
△ － △ － － － － － － － △ － － － － － － － － － － － － 

9 下水処理水の再利用 下水処理水の農業利用 ○ － △ ○ － － － － － － ○ － － － － － － － － － ○ － － 
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基本方針 4 豊かな自然環境の保全と環境に配慮した農林水産業の推進 
 現状と課題  

都市圏では恵まれた自然を活かし、米、野菜から、肉用牛や酪農といった畜産業まで、多彩な

農業が営まれています。一方、農地における肥料の使用や家畜排せつ物の処理に伴い温室効果ガ

ス（CH4や N2O）が排出されており、都市圏の温室効果ガス排出量の約 6%を占めています。自
然環境の保全と農業の活性化を両立するため、環境保全型農業を推進し化学肥料の低減等を図り、

温室効果ガス排出量を削減する必要があります。 
また、都市圏の面積の約 36%を占める森林は、温室効果ガス排出量の吸収源や、地下水かん養
源として重要な役割を担っていますが、近年は開発により、森林面積が減少傾向にあります。こ

のため、森林の適正な整備・保全を推進し、森林の有する温室効果ガスの吸収源機能を維持・拡

大する必要があります。 
 
 施策の実施に関する指標・目標  

指標 備考 

森林整備面積（ha） 
市町村別ごとに設定 

※詳細は資料編参照 

 
 

 施策の効果  

施策区分 

排出削減見込量 

（万 t-CO2） 副次的効果 

2030 2035 

豊かな森・海づくりの推進 44.1 44.1 
 生物多様性及び生態系サービスの保
全 

環境に配慮した農林水産業の推進 0.9 1.3 
 農林水産業の付加価値向上 
 農林水産業の省人化・省エネルギー
化による経営基盤の強化 

節水等の推進 － －  水資源の確保 

都市緑化の普及促進 － － 
 都市部におけるヒートアイランド現
象の緩和 

 都市部における生物多様性の保全 
 
 
 対策・施策の目指す方向性  

森林の適正な整備・保全を推進し、森林吸収量の継続的な確保及び更なる拡大を目指します。

また、環境に配慮した農林水産業への転換を図り、地球温暖化対策及び自然環境の保全を推進し

ます。 
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 各主体の取組例  

行政の取組例 

１ 環境保全型農業の推進 
化学肥料・化学合成農薬を低減する取組と合わせて行う地球温暖化防止や生物多様性保全に

効果の高い営農活動を支援します。  
２ 家畜排せつ物の有効活用 
家畜排せつ物の堆肥化やバイオマス資源としての活用等を推進します。 

３ 森林整備事業 
公有林の適切な維持管理や整備、私有林の森林経営管理制度による整備や私有林整備のため

の支援を行い、森林の維持拡大に努めます。 
４ 林業の担い手育成 
林業の就業者対策、林業への就業に必要な知識・技術等の習得を行う青年に対する支援に努

めます。 
５ 節水等の推進 
住民の理解を促進するため、地下水を育むＰＲ等に取り組みます。また、水使用量の削減の

ため、節水の取組を継続して推進します。 
６ 雨水有効活用の促進 
雨水貯留施設の整備を促進します。 

７ 都市緑化の支援  
ヒートアイランド対策として、屋上・壁面などの建築物の緑化を推進します。 
 

住民の取組例 

１ 環境に配慮して生産された農作物等の選択 
化学肥料・化学合成農薬を低減する取組など、環境に配慮して生産された安全・安心な農作

物等を積極的に選択・消費します。 
２ 節水等の推進 
地下水保全の取組などを学び、各家庭や学校などにおいて節水を実践します。 

３ 雨水の有効活用 
雨水貯留施設を整備します。 

４ 身近な緑の保全、創出への協力 
市街地における豊かな緑の保全に取り組みます。ヒートアイランド対策として、緑のカーテ

ンや庭木の植栽、プランターの設置などにより、住宅等の緑化を推進します。 
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蛇口をひねれば当たり前のように出てくる水ですが、その裏では多くのエネルギーが使われ

ています。水を浄化し、各家庭に届けるまでにはポンプを動かすために、電力が消費されてお

り、使用後の水を処理する際にも大量のエネルギーが消費されています。更に、お湯を使う場

合は、加熱のためにガスや電気を使用するため、CO₂の排出量が増えてしまいます。 
つまり、「節水」は水資源を守るだけでなく、エネルギー使用量の削減を通じて、地球温暖

化防止にもつながる行動です。 
 

事業者の取組例 

１ 環境保全型農業の実践  
化学肥料・化学合成農薬を低減する取組と合わせて行う地球温暖化防止や生物多様性保全に

効果の高い営農活動を実践します。 
２ 家畜排せつ物の適正処理と堆肥等の活用  
家畜排せつ物を適正に処理するとともに、堆肥等を積極的に活用した土づくりに取り組みま

す。 
３ 森林整備事業  
私有林の適切な維持管理や整備、森林整備を行います。 

４ 環境保全協定  
自主的な環境保全対策を事業者に促すため、環境保全協定を締結します。 

５ 節水等の推進 
地下水保全の取組などを学び、事業活動において節水や水使用の合理化を実践します。 

６ 都市緑化への協力 
市街地における豊かな緑の保全に取り組みます。ヒートアイランド対策として、緑のカーテ

ンや庭木の植栽、プランターの設置などにより、事業所敷地の緑化を推進します。 
 
 
 
 
 

コラム 地球温暖化対策と節水 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

今すぐできる節水アクション 
✓ シャワーヘッドや蛇口などに節水アイテムを使う 
✓ お米を洗った水を再利用する 
✓ お風呂のお湯の張りすぎに注意する 
✓ 節水家電を選ぶ 
✓ 洗濯物や食器などのまとめ洗いをする 
 

出典：環境省「気候変動適応情報プラットフォームポータルサイト」（https://adaptation-

platform.nies.go.jp/）より一部引用 

https://adaptation-


94 

 都市圏が取り組む施策  

① 豊かな森・海づくりの推進（○：実施、△：検討） 

施策 事業例 

熊
本
市 

玉
名
市 

山
鹿
市 

菊
池
市 

宇
土
市 

宇
城
市 

阿
蘇
市 

合
志
市 

美
里
町 

玉
東
町 

南
関
町 

長
洲
町 

和
水
町 

大
津
町 

菊
陽
町 

高
森
町 

西
原
村 

南
阿
蘇
村 

御
船
町 

嘉
島
町 

益
城
町 

甲
佐
町 

山
都
町 

1 森林整備事業 

森林管理経営制度及び森林整備計画

等に基づく適正な維持管理・整備、

森林整備に関する補助事業 など 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － ○ ○ ○ 

2 環境保全協定による森林保全 環境保全協定の締結 など ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － ○ ○ ○ 

3 林業担い手育成 
林業の就業者に対する知識・技術習

得支援 など 
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － ○ ○ ○ 

4 藻場・干潟の保全 

干潟の環境保全、藻場の創出NPO

及び漁協等と連携した保全活動の実

施 など 

△ △ － － △ △ － － － － － ○ － － － － － － － － － － － 

 

 

② 環境に配慮した農林水産業の推進（○：実施、△：検討） 

施策 事業例 

熊
本
市 

玉
名
市 

山
鹿
市 

菊
池
市 

宇
土
市 

宇
城
市 

阿
蘇
市 

合
志
市 

美
里
町 

玉
東
町 

南
関
町 

長
洲
町 

和
水
町 

大
津
町 

菊
陽
町 

高
森
町 

西
原
村 

南
阿
蘇
村 

御
船
町 

嘉
島
町 

益
城
町 

甲
佐
町 

山
都
町 

1 環境保全型農業の推進 
みどりの食料システム法の認定制度

の普及促進 など 
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

2 
バイオ炭の農地施用による 

土壌炭素貯留 

バイオ炭の製造・施用等に係るスキ

ーム構築 など 
△ △ △ － △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ － △ △ △ △ 

3 家畜排せつ物の有効活用 
家畜排せつ物の堆肥化及びバイオマ

スエネルギーとしての活用 など 
○ － △ ○ － － － △ － － － － － － ○ ○ ○ ○ － － － ○ － 

 
 
③ 節水等の推進（○：実施、△：検討） 

施策 事業例 

熊
本
市 

玉
名
市 

山
鹿
市 

菊
池
市 

宇
土
市 

宇
城
市 

阿
蘇
市 

合
志
市 

美
里
町 

玉
東
町 

南
関
町 

長
洲
町 

和
水
町 

大
津
町 

菊
陽
町 

高
森
町 

西
原
村 

南
阿
蘇
村 

御
船
町 

嘉
島
町 

益
城
町 

甲
佐
町 

山
都
町 

1 水資源保全意識の高揚 
節水の取組、節水に関する講座開催 

など 
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

2 雨水有効利用の促進 
雨水貯留施設や雨水浸透施設の設置

支援 
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
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④ 都市緑化の普及促進 
施策 事業例 熊

本
市 

玉
名
市 

山
鹿
市 

菊
池
市 

宇
土
市 

宇
城
市 

阿
蘇
市 

合
志
市 

美
里
町 

玉
東
町 

南
関
町 

長
洲
町 

和
水
町 

大
津
町 

菊
陽
町 

高
森
町 

西
原
村 

南
阿
蘇
村 

御
船
町 

嘉
島
町 

益
城
町 

甲
佐
町 

山
都
町 

1 民有地の緑化支援 
屋上・壁面緑化等に対する支

援、記念樹等の配布 など 
○ ○ ○ △ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － ○ ○ ○ ○ 

2 公共施設における緑化推進 
公共施設の緑化事業、緑のじ

ゅうたん事業 など 
○ ○ ○ △ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

3 緑化意識の高揚 

花いっぱい運動、グリーンカ

ーテンコンテストの開催 な

ど 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
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基本方針 5 脱炭素につながる行動変容の促進と環境投資の推進 
 現状と課題  

地球温暖化は、地域社会及び社会経済活動に深く関わっており、また、将来世代にも大きな影

響を及ぼす問題です。このため、住民・事業者・行政等のすべての主体が参加・連携して、脱炭

素の取組を進めていく必要があります。 
事業活動においては、サプライチェーン32全体における脱炭素の取組が求められるようになっ

ており、脱炭素への対応が遅れると取引上のリスクとなる可能性があることから、中小企業にも

早期の対応が求められています。また、国では脱炭素に関する先行投資支援と、炭素排出に対す

る賦課金・排出量取引制度を組み合わせた「成長志向型カーボンプライシング構想」が進められ

ており、事業の持続可能性の観点から脱炭素に対応した事業活動への転換が重要となっています。 
 
 

  施策の実施に関する指標・目標  

指標 
現状 

2024 

目標 

2030 2035 

脱炭素化への取組を実施している住民の割合(%) 39 53 65 

脱炭素化への取組を実施している事業者の割合(%) 32 48 61 

※ 市町村別の現状・目標は資料編参照 
 

 

 施策の効果  

施策区分 

排出削減見込量 

（万 t-CO2） 副次的効果 

2030 2035 

脱炭素につながるライフスタイルの 

普及促進 
17.8 18.3 

 自然災害及び熱中症等、気候変動の
影響に適応した安心安全な生活への
転換 

脱炭素経営・ビジネスの普及促進 0.03 0.05 
 事業活動の持続可能性向上（投資・
人材獲得力等の強化） 

 
 

 対策・施策の目指す方向性  

住民や事業者に対して、地球温暖化に関する情報提供や支援を行うことにより、エネルギー消

費の少ないライフスタイル及び脱炭素経営への転換を促進し、2050 年カーボンニュートラルの
実現を目指します。 

 

 
  

 
32【サプライチェーン】原材料の調達から商品の製造、輸送、販売など、商品が消費者に届くまでの一連の流れ全体。 
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 各主体の取組例  

行政の取組例 

１ デコ活の普及拡大 
デコ活に関する情報収集・情報発信を行い、再生可能エネルギーの利用や家庭エコ診断の受

診等、家庭における脱炭素の取組の普及を図ります。 
２ 環境教育の推進 
学童期等から気軽に環境について学ぶことができる機会・仕組みづくりに取り組みます。 

３ 環境教育イベントの開催 
地球温暖化対策に関するイベントを開催することで、地球温暖化対策の認知度と環境意識の

向上を図ります。 
４ J-クレジット等を活用したカーボン・オフセットの推進 

国内で運用されている J-クレジット制度33の普及啓発や当該制度の活用促進に取り組みま

す。また、各市町村の環境イベントや事務事業で排出される温室効果ガスのカーボン・オフセ

ットの取組を促進します。 

５ 脱炭素経営の普及拡大 
  金融機関等と連携し、事業者の脱炭素経営実現に向けた取組を支援します。 
６ 環境関連産業の活性化 
豊富な太陽光エネルギーや水・緑といった地域特性を活かした環境関連産業の積極的な誘

致・育成に取り組みます。 
 

住民の取組例 

１ 環境教育やイベント等への参加 
学校や地域で行われる環境教育やイベント等に参加し、地球温暖化対策に関する知識を学び、

地域の人々と情報交換することで環境意識の向上を図ります。 
２ 自然環境の保全に向けた協力 
温室効果ガスの吸収源対策となる植林活動や草原維持活動等に積極的に参加し、良好な自然

環境の保全に協力します。 
３ カーボン・オフセット活動への貢献 
カーボン・オフセット付き商品やサービスなど、環境にやさしい商品を購入し、カーボン・

オフセット活動に貢献します。 
 

事業者の取組例 

１ 従業員等への環境教育の実施 
省エネルギーや環境配慮に関する啓発を行うとともに、各事業所における環境行動を促進し

ます。 
２ 環境教育イベントへの参加等 
事業者自らが地球温暖化をテーマとした環境教育イベントに参加したり、開催したりするこ

とで、地域全体の環境意識の向上を図ります。 

 
33【J-クレジット制度】省エネルギー機器の導入や森林経営などの取組による、CO2などの温室効果ガスの排出削減量
や吸収量を「クレジット」として国が認証する制度。 
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カーボン・オフセットとは、自分たちの活動によって排出される温室効果ガスをまず「知っ

て」、可能な限り「減らして」、残りを別の方法で「埋め合わせ（オフセット）」する取組のこ

とです。 
まずは、自分（事業所）の生活でどのくらい温室効果ガスを排出しているか知ることが重要

です。例えば、電気・ガス・水道のエネルギー使用量を確認し、「うちエコ診断」（環境省）を

活用すれば、自分の温室効果ガス排出量を知ることができます。 
次に、省エネルギーや移動手段の見直しなどの取組で排出量を減らしましょう。 
最後に、削減しきれない分を、カーボン・クレジット等で埋め合わせをすることが望ましい

とされています。 
カーボン・オフセットに貢献するために住

民が出来る取組の例としては、カーボン・オ

フセットされた製品（家電製品、衣服、航空

券など）の購入など、事業者が出来る取組の

例としては、カーボン・オフセットされた製

品の製造、イベント開催時のカーボン・オフ

セット実施などが挙げられます。 
 

 

３ J-クレジットの創出・活用 
省エネルギー・再生可能エネルギー設備の導入や森林管理等による温室効果ガスの排出削

減・吸収量をクレジット化し、ランニングコストの低減や PR 効果による企業価値の向上を図
ります。また、J-クレジットの購入をとおして、自ら排出する温室効果ガスをオフセットする

とともに、森林保全活動や省エネルギー活動の促進に貢献します。 
４ 先進的デジタル技術の開発 
生産性及び快適性の更なる向上等、新たな価値創出を実現する先進的デジタル技術（AI、IoT、

ドローン、AR等）を活用したシステムの開発・実証を行い、脱炭素ビジネスの展開につなげま
す。 
５ 省エネルギー製品などの開発等 
環境負荷を軽減する省エネルギー製品等の開発に係る事業を展開するとともに、住民がより

CO2 排出量が少ない製品を選択できるよう、カーボンフットプリント34の把握・表示に取り組

みます。 
６ 脱炭素経営への転換によるＥＳＧ投資への対応 
気候変動対策の視点を織り込んだ企業経営へ転換するとともに、環境（Environment）・社会

（Social）・ガバナンス（Governance）を考慮した経営・事業活動を行うことで、ＥＳＧ投資を
呼び込みます。 

 
 

コラム 日常生活でできるカーボン・オフセットへの貢献 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

34 【カーボンフットプリント（Carbon Footprint of Products）】製品やサービスの原材料調達から廃棄、リサイクルに至
るまでのライフサイクル全体をとおして排出される温室効果ガス排出量を CO2排出量に換算し、製品に表示された数

値もしくはそれを表示する仕組み。 

出典：環境省「カーボン・オフセット ガイドライン Ver.3.0」 

カーボン・オフセットの３つのステップ 
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 都市圏が取り組む施策  

① 脱炭素につながるライフスタイルの普及促進（○：実施、△：検討） 

施策 事業例 

熊
本
市 

玉
名
市 

山
鹿
市 

菊
池
市 

宇
土
市 

宇
城
市 

阿
蘇
市 

合
志
市 

美
里
町 

玉
東
町 

南
関
町 

長
洲
町 

和
水
町 

大
津
町 

菊
陽
町 

高
森
町 

西
原
村 

南
阿
蘇
村 

御
船
町 

嘉
島
町 

益
城
町 

甲
佐
町 

山
都
町 

1 
脱炭素につながる活動「デコ活」の 
推進 

「デコ活」に関する情報発
信、参加型イベントの開催 
など 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

2 環境教育の推進 
小中学校等における脱炭素に
関する教育 など 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

3 
多様な主体と連携した脱炭素意識の 
啓発 

メディアと連携した情報発
信、商業施設及びスポーツ施
設等での脱炭素イベントの開
催 など 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

4 農林水産物の地産地消の推進 
都市圏の農林水産物及び加工
品に対する認知度向上 など 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

 
② 脱炭素経営・ビジネスの普及促進（○：実施、△：検討） 

施策 事業例 

熊
本
市 

玉
名
市 

山
鹿
市 

菊
池
市 

宇
土
市 

宇
城
市 

阿
蘇
市 

合
志
市 

美
里
町 

玉
東
町 

南
関
町 

長
洲
町 

和
水
町 

大
津
町 

菊
陽
町 

高
森
町 

西
原
村 

南
阿
蘇
村 

御
船
町 

嘉
島
町 

益
城
町 

甲
佐
町 

山
都
町 

1 脱炭素経営の意識醸成・普及促進 
金融機関等の関係機関と連携
したセミナー開催 など 

○ ○ ○ ○ △ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

2 
事業活動に伴う温室効果ガス排出量の
見える化促進 

排出量の見える化に関する研
修会の開催、排出量の見える
化ツールの配布 など 

○ ○ ○ － ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

3 エコアクション 21等の普及促進 
エコアクション 21、SBT 等
に関する情報提供及び認証取
得支援 など 

○ ○ ○ － △ ○ ○ △ ○ ○ ○ △ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

4 
推進パートナー制度による事業者の 
意識高揚 

都市圏の取組に協賛する事業
者の募集・公表 など 

○ ○ ○ － ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ △ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

5 スマート農林水産業の普及促進 

スマート農林水産業に関する
研修及びセミナーの開催、農
林水産業の実証・設備等導入
支援 など 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

6 炭素クレジットの創出及び利用促進 

地域資源等を活用した J-クレ
ジットの創出、都市圏の脱炭
素に資するクレジットの利用
方法検討 など 

○ ○ ○ △ △ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

7 脱炭素に向けた投資環境の整備 
金融機関と連携したサステナ
ブルファイナンスの策定・運
用 

○ － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － 

8 脱炭素関連技術・産業の育成支援 

地元事業者や大学等と連携し
た新たな技術開発やビジネス
創出の支援、省エネ・再エ
ネ・廃棄物等の脱炭素の進展
に資する技術開発を行う事業
者への資金・人材等の支援 
など 

○ △ ○ － △ ○ ○ △ － － － － － － － － － － － － － － － 
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５-３ 適応策に関する取組  

適応策とは 
適応策とは、地球温暖化や気候変動による悪影響を軽減するため、自然や社会のあり方を調整す

る対策のことです。 
温室効果ガスの排出量を減らす「緩和策」とは対照的に、既に起きてしまっている、あるいは将

来避けられない気候変動の影響に対処することを目的としています。 
適応策の対象は、農林水産業、水環境・水資源、自然生態系など、多岐に渡ります。 

 
【適応策の例】 
① 農業 
高温でも育ち、品質を確保できる農作物を開発

し、栽培する。 
② 健康 
熱中症を予防するため、小まめに水分を補給す

る。 
③ 災害 
台風や大雨による洪水・土砂崩れ等に備え、避難

経路・避難所を確認しておく。 
 
 
 
 
 
 
 
 
コラム 日常生活でできる適応策 

 
  

出典：環境省「気候変動適応情報プラットフォームポー

タルサイト」 
（https://adaptation-

platform.nies.go.jp/tools/illustration.html） 

衣類やアイテムで体

感温度を下げる 

防災グッズを準備する 

遮光・遮熱カーテン

を取り入れる 
洪水対策として、

側溝や排水溝は掃

除して水はけをよ

くしておく 

部屋の温度を下げ

るため、グリーン

カーテンを作る 

スポーツをする時刻

を変える 

ライフスタイルの適応 

住まいの適応 

スポーツ・レジャーの適応 

出典：環境省「気候変動適応情報プラットフォームポータルサイト」 
（https://adaptation-platform.nies.go.jp/tools/illustration.html） 

https://adaptation-
https://adaptation-platform.nies.go.jp/tools/illustration.html
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① 農林水産業分野 
【都市圏で懸念される影響】 

水稲 ▷ 品質の低下、収量の減少 

果樹 ▷ 果実の着色不良・遅延による品質低下 

病害虫・雑草等 ▷ 病害発生の増加、雑草の分布域拡大による農作物の被害 

農業生産基盤 ▷ 農地被害リスクの増加 
 

【農林水産業分野の適応策】 

○ 水稲 

気温上昇による生育・発達障害が懸念され、高温は水稲の品質（等

級・ブランド品種）にも影響を与えることから、高温耐性品種の導入・

普及を図ります。 
また、長期の天候不順による生育不良や病害虫の発生が懸念される

ことから、ほ場における気象データのモニタリング、IoT 等を活用した農業の機械化などの対策
を進めます。 

 
○ 果樹 

高温による着果不良の増加が懸念されることから技術指導等を行

います。 
 
○ 病害虫・雑草等 

気温上昇によって、越冬しやすくなることによる害虫の増加等の影響が懸念されます。病害虫

の種類や発生時期に応じた防除方法の見直し、気候変動に強い品種への転換等を推進します。 
 
○ 農業施設・設備 

降水量の変化により、水不足あるいは水害の発生が懸念され、自然的社会的要因で生じた農業

用施設の機能低下の回復や災害の未然防止を図るための整備、防災機能を維持するための長寿命

化対策を実施します。 
また、河川に近接する農地の対策も必要であることに加えて、水害による農作物の流出や農業

廃棄物の発生などが生じる恐れがあるため、水害による園芸施設への被害対策として、農業用ハ

ウスの補強などの支援を行います。 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

イラストの出典：環境省「気候変動適応情報プラットフォームポータルサイト」 

（https://adaptation-platform.nies.go.jp/tools/illustration.html）  

https://adaptation-platform.nies.go.jp/tools/illustration.html
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② 水環境・水資源分野 
【都市圏で懸念される影響】 

水供給 

（地表水・地下水） ▷ 渇水の頻繁化・長期化・深刻化 

 

【水環境・水資源分野の適応策】 

○ 水供給（地表水・地下水） 

水の重要性について住民の関心・理解を深めるための教育

及び普及啓発活動を実施します。 
また、地下水量を保全するため、水源かん養林の整備、水

田を活用した地下水かん養事業、雨水浸透施設の設置拡大を

推進します。 
 
 
 
 
③ 自然生態系分野 
【都市圏で懸念される影響】 

自然林・二次林 ▷ 冬季の気温上昇等による生態系プロセスへの影響、分布適域の減少 
分布・個体群数の

変動（在来生物） ▷ 分布域の変化、ライフサイクル等の変化 

 

【自然生態系分野の適応策】 

○ 自然環境の把握 

住民や NPO、事業者等と連携して、気候変動による在来種の動植物及び生態系の変化や、特定
外来生物の侵入・定着状況を把握するとともに、ホームページ等で情報発信します。 
 

○ 自然環境の保全 

動植物の生息・生育の基盤となる里地里山、田園地帯の小水路、河川、河川敷・河畔林、湿地、

まちなかの公園・緑地等、生物の往来に必要な生態系ネットワーク35の形成を図ります。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

イラストの出典：環境省「気候変動適応情報プラットフォームポータルサイト」 

（https://adaptation-platform.nies.go.jp/tools/illustration.html）  
 

35【生態系ネットワーク】生物多様性が保たれた国土を実現するために、保全すべき自然環境や優れた自然条件を有し

ている地域を核として、これらを有機的につなぐ取組のこと。 

https://adaptation-platform.nies.go.jp/tools/illustration.html
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④ 自然災害・沿岸域分野 
【都市圏で懸念される影響】 

洪水 ▷ 短時間強雨や大雨の発生による水害の発生 

内水 ▷ 極端な降水の頻度増加による内水氾濫リスクの増加 

高潮・高波 ▷ 海面水位上昇、台風の強度増加等による高潮・高波リスクの増大 

土石流・地すべり等 ▷ 山地の崩壊・がけ崩れ・土石流等の頻繁化 
 

【自然災害・沿岸域分野の適応策】 

○ 避難行動の周知 

洪水・内水ハザードマップや、土砂災害ハザードマップの

作成・更新を行うとともに、住民・事業者に広く周知し、地

域の災害発生リスク及び安全な避難行動に対する理解促進

を図ります。 
 
○ 要配慮者利用施設の避難支援 

洪水・内水氾濫や、土砂災害のおそれのある区域にある福祉施設や病院などの要配慮者利用施

設を把握し、災害発生時の避難確保計画の作成を支援するとともに、避難情報の発令時における

円滑な情報伝達を図ります。 
 
○ 洪水防止対策 

浸水被害を軽減し、流域の住民の安全を守るため、川幅の拡幅や川底

の掘り下げ等の改修工事を行います。 
また、雨水貯留施設の設置を拡大することで、下水道に流れ込む雨水

を一時的に貯留し、浸水被害を軽減します。 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イラストの出典：環境省「気候変動適応情報プラットフォームポータルサイト」 

（https://adaptation-platform.nies.go.jp/tools/illustration.html）  

https://adaptation-platform.nies.go.jp/tools/illustration.html
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⑤ 健康分野 
【都市圏で懸念される影響】 

死亡リスク等 ▷ 気温の上昇による超過死亡の増加 
熱中症等 ▷ 夏季の気温上昇による熱中症患者数の増加 

大気汚染 ▷ 気温上昇と生成反応の促進等により、大気中のオキシダント等の濃度増加に
よる健康に影響するリスクが増加 

 

【健康分野の適応策】 

○ 暑熱対策 

関係機関と連携して、熱中症対策に関する情報提供や注意喚起を行います。 
また、市町村が独自に設置する熱中症予防休憩所や、熱中症特別警戒情報発表時に解放される

クーリングシェルターの利用を促します。 
 

○ 感染症対策 

蚊などの感染症を媒介する動物や感染症の発生動向を把握し、必要

に応じて情報提供や注意喚起を行い、感染症の予防を図ります。 
 

○ 大気汚染物質のモニタリング 

大気環境のモニタリングを行い、光化学オキシダント等が高濃度となる場合は、注意報や健康

被害防止に向けた行動を周知します。 

⑥ 産業・経済活動、生活分野 
【都市圏で懸念される影響】 

水道、交通等 ▷ 大雨や台風による交通網やライフラインの寸断 
暑熱による生活への 
影響等 

▷ 気温上昇及びヒートアイランド現象による昇温、暑さ指数（WBGT）の
上昇 

 

【産業・経済活動、生活分野の適応策】 

○ 経済活動の機能不全に対する備え 

関係機関と連携して、中小企業強靭化法に基づく事業継続力強化計画や BCP の普及啓発及び
計画策定支援に取り組み、中小企業の防災力強化を図ります。 

 
○ 非常用電源の確保 

災害時の停電リスクに備えるため、住宅・事業所・避難所等への太陽光発電や蓄電池等の導入

を促進します。 
 

 

 

 
イラストの出典：環境省「気候変動適応情報プラットフォームポータルサイト」 

（https://adaptation-platform.nies.go.jp/tools/illustration.html）  

https://adaptation-platform.nies.go.jp/tools/illustration.html
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○ ヒートアイランド現象の緩和 

建築物の緑化、街路樹の整備など、市街地の緑化を推進します。 
また、自動車からの排熱を軽減するため、渋滞の緩和対策、公共交通機関の利用促進等に取り

組みます。 
 
○ 気候変動に適応したライフスタイルへの転換 

緑のカーテンの活用や、省エネルギー機器等の導入を推進し、暑熱環境

に適応したライフスタイルの普及に努めます。 
 
 
 
イラストの出典：環境省「気候変動適応情報プラットフォームポータルサイト」 

（https://adaptation-platform.nies.go.jp/tools/illustration.html）  
 
 
 
 
 

https://adaptation-platform.nies.go.jp/tools/illustration.html
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第６章 地域脱炭素化促進事業 

６-１ 地域脱炭素化促進事業とは  

温対法第 21 条第 5項により、市町村は、地域の地球温暖化対策に係る計画の策定において、区
域の自然的社会的条件に応じて温室効果ガスの排出量の削減等を行うための施策に関する事項を

定める際に、地域脱炭素化促進事業の促進に関する事項を定めることが求められています（努力義

務）。 
地域脱炭素化促進事業とは、再生可能エネルギーを利用した地域の脱炭素化のための施設（地域

脱炭素化促進施設）の整備及びその他の「地域の脱炭素化のための取組」を一体的に行う事業であ

って、「地域の環境の保全のための取組」及び「地域の経済及び社会の持続的発展に資する取組」を

併せて行うものと定義されています。 
本計画では、地域脱炭素化促進事業の創出を推進し、地域と共生し地域に裨益する再生可能エネ

ルギー事業の導入促進を図ります。 
 
 

■ 地域脱炭素化促進事業のイメージ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
出典：環境省「地方公共団体実行計画（区域施策編）策定・実施マニュアル（地域脱炭素化促進事

業）Ver.2.0（令和７年３月）」 
 
  

第６章 地域脱炭素化促進事業 
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６-２ 都市圏における地域脱炭素化促進事業  

本項では、地域脱炭素化促進事業に関し、都市圏共通の設定方針を記載します。具体的な設定基

準及び考え方については、各市町村で個別に検討しました。市町村ごとの地域脱炭素化促進事業の

対象となる区域（促進区域）は、「別紙 熊本連携中枢都市圏における地域脱炭素化促進事業」に記
載しています。 
また、（３）における地域脱炭素化促進施設の規模、（４）～（６）の取組について、各市町村が

固有に設定する場合は、「別紙 熊本連携中枢都市圏における地域脱炭素化促進事業」に記載します。 
 
１ 地域脱炭素化促進事業の目標  
都市圏における地域脱炭素化促進事業の認定件数の目標について、以下のとおり定めます。 
 

■ 地域脱炭素化促進事業の目標 

指標 現状 
（2025年度） 

目標 
（2035年度） 

地域脱炭素化促進事業の認定件数（件） 0 3 
 

 
２ 地域脱炭素化促進事業の対象となる区域（促進区域） 
① 促進区域設定の考え方 

促進区域は、「公有地・公共施設活用型」「地区・街区指定型」「事業者提案型」の区分で設定し

ます。 
 

■ 都市圏における促進区域の設定区分 

区分 内容 

公有地・公共施設活用型 市町村が有する土地・施設等を対象とし、再生可能エネルギー導入によ

る平常時の自家消費及び災害時のエネルギー確保を実施 

地区・街区指定型 
工業施設や商業施設など、エネルギー需要が高い施設が集積する地域を

対象とし、再生可能エネルギー導入及びエネルギーの自家消費を重点
的に行うエリアとして設定 

事業者提案型 住民及び事業者による提案により、個々のプロジェクトの予定地を促進

区域として設定 
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② 都市圏における促進区域 

都市圏の促進区域について、代表的な区域を以下に示します。 
 
■ 都市圏における促進区域：地区・街区指定型 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
３ 促進区域において整備する地域脱炭素化促進施設の種類及び規模 
地域脱炭素化促進施設の種類は、都市圏におけるポテンシャルが最も高い太陽光発電とします。 
地域脱炭素化促進施設の規模は、促進区域及び事業の状況に応じて、地域の環境の保全等に配

慮した適切な規模とします。 
 
 
４ 地域の脱炭素化のための取組 
地域脱炭素化促進事業の実施に当たっては、地域脱炭素化促進施設の整備とあわせ、以下の取

組を実施する必要があります。 
 

■地域の脱炭素化のための取組 

区分 内容（例） 
再生可能エネルギーの

地産地消 
発電で得られた電気を自家消費するとともに、余剰電力は都市圏域の住民や

事業者が利用するエネルギーとして活用すること 

モビリティの脱炭素化 再生可能エネルギー（電気）を活用した電動車の導入等、モビリティの脱炭

素化に資する取組を実施すること 

工業専用地域 
（長洲町） 

工業地域・工業団地 
（山鹿市） 

工業専用地域等（宇土市） 

工業地域等（益城町） 

産業用地（熊本市） 

工業地域（玉名市） 

工業団地等（合志市） 

工業団地（菊池市） 

工業用地（美里町） 

(c) Esri Japan 

出典：国土地理院発行の数値地図（国土基本情報）及び 
ESRIジャパンの全国市区町村界データを加工して作成  
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５ 地域の環境の保全のための取組 
地域脱炭素化促進事業の認定を受けようとする事業者は、「地球温暖化対策の推進に関する法

律に基づく再エネ促進区域の設定に関する熊本県基準」太陽光－表３及び太陽光－表４に定めら

れた、環境の保全に適切に配慮するための措置を講じる必要があります。 
加えて、促進区域が含まれる市町村の条例に従い、取組を実施する必要があります。 

 
 
６ 地域の経済及び社会の持続的発展に資する取組 
地域脱炭素化促進事業に求める地域の経済及び社会の持続的発展に資する取組事項を以下の

とおり定めます。地域脱炭素化促進事業の認定を受けようとする事業者は、事業計画において以

下の取組事項に関する具体的な取組を設定する必要があります。 
 

■ 地域の経済及び社会の持続的発展に資する取組 

区分 内容（例） 

①  地域の経済活性化
に資する取組 

 地域新電力等と連携し域内に安価な再生可能エネルギー（電気）
を供給することで、域内の経済循環を推進する 

 地域脱炭素化促進施設の再生可能エネルギー（電気）を製品製造
に活用することで、サプライチェーンの CO2 排出削減や域内の

経済循環を推進する 
 地域脱炭素化促進施設の施工・運用において地元事業者と協働体
制を構築する 

 地域脱炭素化促進施設の保守点検等に携わる地元人材を育成し
雇用を創出する 

 ファイナンス主体として、地域金融機関や地域住民の事業参画を
促す 

②  地域の課題解決に
資する取組 

 再生可能エネルギー（電気）を EVシェアリング、グリーンスロ
ーモビリティの電源として供給する 

 事業収益の一部を市町村が設置する地域振興等に係る基金へ寄
附する 

③  地域の防災対策の
推進に資する取組 

 再生可能エネルギー（電気）を非常時の災害用電源として地域へ
供給する 
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第７章 計画の推進体制・進捗管理 

７-１ 推進体制  

本計画の推進体制は、以下のとおりです。  
各市町村の政策会議等において、庁内調整を行った後、「熊本連携中枢都市圏地球温暖化対策連

絡会議」で都市圏全体での協議を経て、外部委員で構成する「熊本連携中枢都市圏地球温暖化対策

協議会」へ報告します。 
また、委員会からの助言等を踏まえ、市民、事業者、市民団体、大学等研究機関、国・県、さら

には熊本県・熊本市地球温暖化防止活動推進センター、地球温暖化防止活動推進員等との連携を図

りながら、本計画の削減目標達成に向け取り組みます。 
 
■ 推進体制の役割 

○ 各市町村の庁内体制 

各市町村では庁内推進部局を中心に、施策の進捗状況を確認するとともに温室効果ガス削減量を

算定します。また、庁内での政策会議等で計画の進捗状況の点検評価を行いながら、適宜施策の検

討や見直しを行います。 
 
○ 熊本連携中枢都市圏地球温暖化対策連絡会議 

各市町村の温暖化対策担当部局で構成する「熊本連携中枢都市圏地球温暖化対策連絡会議」にお

いて、計画の進捗状況及び温室効果ガス排出量の点検・評価を行います。また、都市圏全体で情報

を共有するとともに、削減目標に向けた課題を整理し、更なる連携策等の検討を行います。 
 

○ 熊本連携中枢都市圏地球温暖化対策協議会 

国、県、有識者、住民・事業者の代表、市民団体等により構成する「熊本連携中枢都市圏地球温

暖化対策協議会」において、都市圏域全体の温暖化対策の進捗状況や温室効果ガス排出量を報告し、

それぞれの立場から計画推進に向けた助言等をいただきます。 
 

○ 熊本県及び熊本市地球温暖化防止活動推進センター、熊本県及び熊本市地球温暖化防止活動推

進員との連携 

熊本県及び熊本市には、それぞれ地球温暖化防止活動推進センターが設置され、地球温暖化防止

活動推進員が委嘱されています。推進センターや推進員は、地球温暖化の現状や温暖化対策の重要

性についての住民への啓発活動や、住民・事業者・民間の団体等の温暖化対策に係る活動支援や助

言を行うなど、温暖化防止に寄与する活動を進めており、これらの関係者相互の更なる連携を促進

し、本計画の推進を図ります。 
 
○ 熊本連携中枢都市圏地球温暖化対策実行計画事務局 

熊本市に「熊本連携中枢都市圏地球温暖化対策実行計画事務局」を設置し、各市町村の温暖化対

策の進捗状況や温室効果ガス排出量などを管理し、都市圏域全体として計画を実行していくための

連絡調整に係る事務を行います。 
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■ 推進体制図 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
７-２ 進捗管理  

１ 施策の進め方 
本計画に掲げる緩和策及び適応策については、各市町村におけるこれまでの取組実績や地域特

性を生かして事業化に取り組む「実施事業」とともに、現時点では実施は難しいものの、将来の

実施を見据えて検討を進める「検討事業」も推進していきます。なお、この「検討事業」は事業

化となった時点で「実施事業」へ移行します。  
また、すべての事業について、毎年度、進捗状況等を検証しながら推進と拡大を図っていきま

す。 
 
２ ＰＤＣＡサイクルによる進捗管理 
進捗管理はＰＤＣＡサイクルにより行います。このＰＤＣＡサイクルは２つのサイクルで構成

します。 
 
○ 各市町村の庁内でのＰＤＣＡサイクル 

各市町村における緩和策・適応策の進捗状況の点検・評価や温室効果ガス排出量の算定等を実

施し、必要に応じて取組内容の見直し等を検討します。 
 
○ 都市圏全体でのＰＤＣＡサイクル 

各市町村の進捗状況や削減量等を取りまとめ、都市圏域全体での緩和策・適応策の進捗状況や

温室効果ガス排出量等の検証を行います。 
 
 



 

別紙-1 

１ 市町村ごとの地域脱炭素化促進事業の対象となる区域の設定状況 

熊本連携中枢都市圏（荒尾市を除く）における促進区域の設定状況は以下のとおりです。 
 
■ 地域脱炭素化促進事業の対象となる区域の設定状況 

区分 公有地・公共施設活用型 地区・街区指定型 

熊本市 ○ ○ 

玉名市 － ○ 

山鹿市 ○ ○ 

菊池市 － ○ 

宇土市 ○ ○ 

宇城市 － － 

阿蘇市 － － 

合志市 ○ ○ 

美里町 － ○ 

玉東町 － － 

南関町 － － 

長洲町 － ○ 

和水町 － － 

大津町 － － 

菊陽町 － － 

高森町 － － 

西原村 － － 

南阿蘇村 － － 

御船町 － － 

嘉島町 － － 

益城町 ○ ○ 

甲佐町 ○ － 

山都町 － － 

  

別紙 熊本連携中枢都市圏における地域脱炭素化促進事業 
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（１） 公有地・公共施設に関する促進区域 
① 公有地・公共施設に関する促進区域の設定状況 
公有地・公共施設に関する促進区域の設定状況は以下のとおりです。 

 
■ 公有地・公共施設に関する促進区域の設定状況 

「○」：促進区域を設定  「－」：促進区域の設定なし 

区分 
庁舎 学校 未利用地 その他 

本庁舎、区役所、 
出張所等 

学校の校舎・体育館 最終処分場跡地等 
配水池、消防署、 
市民・町民センター等 

熊本市 ○ ○ － ○ 

玉名市 － － － － 

山鹿市 － ○ － ○ 

菊池市 － － － － 

宇土市 ○ ○ － － 

宇城市 － － － － 

阿蘇市 － － － － 

合志市 ○ ○ － ○ 

美里町 － － － － 

玉東町 － － － － 

南関町 － － － － 

長洲町 － － － － 

和水町 － － － － 

大津町 － － － － 

菊陽町 － － － － 

高森町 － － － － 

西原村 － － － － 

南阿蘇村 － － － － 

御船町 － － － － 

嘉島町 － － － － 

益城町 ○ ○ － － 

甲佐町 ○ ○ － ○ 

山都町 － － － － 
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② 促進区域に設定する公有地・公共施設 
促進区域に設定する公有地・公共施設は以下のとおりです。 

 
■ 促進区域に設定する公有地・公共施設 

市町村 区分 公有地・公共施設 

熊本市 

庁舎敷地内 本庁舎、各区役所 

学校敷地内 全ての市立小学校・中学校・高校 

その他敷地内 配水池、消防署、企業局（病院局・上下水道局・交通局）、 
指定管理者制度導入施設 等 

山鹿市 
学校敷地内 山鹿小学校、八幡小学校、鹿北小学校、菊鹿小学校、鹿本小学校、めのだけ小学校 

山鹿中学校、鹿北中学校、菊鹿中学校、鹿本中学校 

その他敷地内 山鹿市民医療センター、各水源配水池 

宇土市 
庁舎敷地内 本庁舎、支所 

学校敷地内 花園小学校、網田中学校、走潟小学校の校舎 

合志市 

庁舎敷地内 本庁舎、各支所 

学校敷地内 全ての市立小学校・中学校 

その他敷地内 水道局（配水池・下水処理場）、給食センター施設 等 

益城町 
庁舎敷地内 本庁舎 

学校敷地内 全ての町立小学校・中学校 

甲佐町 

庁舎敷地内 本庁舎 

学校敷地内 全ての町立小学校・中学校 

その他敷地内 甲佐町総合福祉センター、白旗福祉ふれあいセンター、龍野福祉ふれあいセンター、

乙女高齢者福祉センター 
※ 公有地・公共施設に関する詳細な情報は各市町に確認のこと。 
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（２） 地区・街区に関する促進区域の設定状況 
① 地区・街区に関する促進区域の設定状況 
地区・街区に関する促進区域の設定状況は以下のとおりです。 

 
■ 地区・街区を促進区域に設定している市町村 

「○」：促進区域を設定  「－」：促進区域の設定なし 

市町村 

工業施設地域等 
未利用地 工業専用地域 

（用途地域） 

工業地域 

（用途地域） 

その他 

（工業団地等） 

熊本市 － － － ○ 

玉名市 － ○ － － 

山鹿市 － ○ ○ － 

菊池市 － － ○ － 

宇土市 ○ ○ ○ － 

宇城市 － － － － 

阿蘇市 － － － － 

合志市 － ○ ○ － 

美里町 － － ○ － 

玉東町 － － － － 

南関町 － － － － 

長洲町 ○ － － － 

和水町 － － － － 

大津町 － － － － 

菊陽町 － － － － 

高森町 － － － － 

西原村 － － － － 

南阿蘇村 － － － － 

御船町 － － － － 

嘉島町 － － － － 

益城町 － ○ ○ ○ 

甲佐町 － － － － 

山都町 － － － － 

 
 
② 促進区域に設定する地区・街区 
促進区域に設定されている地区・街区は次ページのとおりです。 
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都市圏全体 促進区域に設定する地区・街区  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：国土地理院発行の数値地図（国土基本情報）及び 
ESRIジャパンの全国市区町村界データを加工して作成  

山鹿市 

玉名市 

長洲町 

菊池市 

宇土市 

益城町 

合志市 

美里町 

熊本市 

北区 

熊本市 

東区 

熊本市 

南区 

(c) Esri Japan 
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熊本市 促進区域に設定する地区・街区  
地区・ 
街区 

「熊本市市街化調整区域における産業立地型地区計画の運用基
準」に基づき都市計画の決定を受けた産業用地 太陽光発電の設置形態 建築物の屋根・壁面、カーポート型、

地上設置型 
  

出典：国土地理院ウェブサイト（https://www.gsi.go.jp/syoukai.html）
地理院地図（電子国土 web）を加工して作成  

熊本市東区 

熊本市東区役所 

熊本 IC 

詫麻 PA

小山町 

※令和 8年 3月以後、表記運用基準に基づく産業用地
として新たに設定された区域がある場合には、促進

区域として設定します。 
 

「熊本市市街化調整区域における産業立地型地区計画

の運用基準」別表１に示す区域 

産業用地（戸島町東地区産業用地） 

江津湖 

東区 

https://www.gsi.go.jp/syoukai.html
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地区・ 
街区 

「熊本市市街化調整区域における産業立地型地区計画の運用基
準」に基づき都市計画の決定を受けた産業用地 太陽光発電の設置形態 建築物の屋根・壁面、カーポート型、

地上設置型 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

熊本市南区 

出典：国土地理院ウェブサイト（https://www.gsi.go.jp/syoukai.html）
地理院地図（電子国土 web）を加工して作成  

熊本市南区役所 

※熊本市南区においては、令和 8年 3月時点で促進区
域に設定されている地区はありません。今後、表記

運用基準に基づく産業用地として新たに設定された

区域がある場合には、促進区域として設定します。 
 

「熊本市市街化調整区域における産業立地型

地区計画の運用基準」別表１に示す区域 

南区 

西熊本駅 

川尻駅 加勢川 

緑川 

富合駅 

https://www.gsi.go.jp/syoukai.html
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地区・ 
街区 

「熊本市市街化調整区域における産業立地型地区計画の運用基
準」に基づき都市計画の決定を受けた産業用地 太陽光発電の設置形態 建築物の屋根・壁面、カーポート型、

地上設置型 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出典：国土地理院ウェブサイト（https://www.gsi.go.jp/syoukai.html）
地理院地図（電子国土 web）を加工して作成  

※熊本市北区においては、令和 8年 3月時点で促進区域
に設定されている地区はありません。今後、表記運用基

準に基づく産業用地として新たに設定された区域がある

場合には、促進区域として設定します。 
 
「熊本市市街化調整区域における産業立地型地区計画の

運用基準」別表１に示す区域 

北区 

植木駅 

田原坂駅 

堀川駅 

熊本市北区 

https://www.gsi.go.jp/syoukai.html
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玉名市 促進区域に設定する地区・街区  
地区・ 
街区 用途地域における工業地域 太陽光発電の設置形態 建築物の屋根・壁面 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 出典：国土地理院ウェブサイト（https://www.gsi.go.jp/syoukai.html） 
地理院地図（電子国土 web）を加工して作成  

玉名市役所 

新玉名駅 

玉
名
駅 

https://www.gsi.go.jp/syoukai.html
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山鹿市 促進区域に設定する地区・街区  
地区・ 
街区 用途地域における工業地域、山鹿市東部工業団地 太陽光発電の設置形態 建築物の屋根・壁面、カーポート型 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

山鹿市役所 

出典：国土地理院ウェブサイト（https://www.gsi.go.jp/syoukai.html）
地理院地図（電子国土 web）を加工して作成  

https://www.gsi.go.jp/syoukai.html
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菊池市 促進区域に設定する地区・街区  
地区・ 
街区 工業団地 太陽光発電の設置形態 建築物の屋根・壁面 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

菊池広域連合北消防署 

出典：国土地理院ウェブサイト（https://www.gsi.go.jp/syoukai.html）
地理院地図（電子国土 web）を加工して作成  

菊池市役所 泗水支所 

 

https://www.gsi.go.jp/syoukai.html
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宇土市 促進区域に設定する地区・街区  
地区・ 
街区 用途地域における工業専用地域・工業地域、工業団地 太陽光発電の設置形態 建築物の屋根・壁面、カーポート型、

地上設置型 
                                                   

出典：国土地理院ウェブサイト（https://www.gsi.go.jp/syoukai.html）
地理院地図（電子国土 web）を加工して作成  

建築物の屋根・壁面、カーポート型のみ対象 

宇土市役所 

宇土駅 
緑
川
駅 

https://www.gsi.go.jp/syoukai.html
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合志市 促進区域に設定する地区・街区  
地区・ 
街区 工業団地等 太陽光発電の設置形態 建築物の屋根・壁面、カーポート型、

地上設置型 
 
                                                  

出典：国土地理院ウェブサイト（https://www.gsi.go.jp/syoukai.html）
地理院地図（電子国土 web）を加工して作成  

合志市役所 

https://www.gsi.go.jp/syoukai.html
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美里町 促進区域に設定する地区・街区  
地区・ 
街区 工業用地 太陽光発電の設置形態 建築物の屋根・壁面 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出典：国土地理院ウェブサイト（https://www.gsi.go.jp/syoukai.html）
地理院地図（電子国土 web）を加工して作成  

美里町役場 中央庁舎 

https://www.gsi.go.jp/syoukai.html
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長洲町 促進区域に設定する地区・街区  
地区・ 
街区 用途地域における工業専用地域 太陽光発電の設置形態 建築物の屋根・壁面、カーポート型 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出典：国土地理院ウェブサイト（https://www.gsi.go.jp/syoukai.html）
地理院地図（電子国土 web）を加工して作成  

長洲町役場 長
洲
駅 

https://www.gsi.go.jp/syoukai.html
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益城町 促進区域に設定する地区・街区  
地区・ 
街区 用途地域における工業地域、工業団地、産業用候補地 太陽光発電の設置形態 建築物の屋根・壁面 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

出典：国土地理院ウェブサイト（https://www.gsi.go.jp/syoukai.html）
地理院地図（電子国土 web）を加工して作成  

益城町役場 

https://www.gsi.go.jp/syoukai.html
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（３） 事業者提案型に関する促進区域の設定状況 
事業者提案型の促進区域については、各市町村において事業の実施場所及び事業内容を精査し、

地域裨益型の再エネ導入であると判断される場合、地域脱炭素化促進事業の対象となる区域（促

進区域）を定め、公表します。 
※令和 8年 3月時点において、地域脱炭素化促進事業に関する事業者提案型（住民及び事業者
による提案により、個々のプロジェクトの予定地を促進区域として設定）の促進区域を設定

している市町村はありません。 
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２ 促進区域において整備する地域脱炭素化促進施設の規模 

地域脱炭素化促進施設の規模として、各市町村が固有に設定する内容は以下のとおりです。 
※令和 8年 3月時点において、固有の規模を設定している市町村はありません。 

 
 
３ 地域の脱炭素化のための取組 

地域の脱炭素化のための取組として、各市町村が固有に設定する内容は以下のとおりです。 
※令和 8年 3月時点において、固有の取組を設定している市町村はありません。 

 
 
４ 地域の環境の保全のための取組 

地域の環境の保全のための取組として、各市町村が固有に設定する内容は以下のとおりです。 
※令和 8年 3月時点において、固有の取組を設定している市町村はありません。 

 
 
５ 地域の経済及び社会の持続的発展に資する取組 

地域の経済及び社会の持続的発展に資する取組として、各市町村が固有に設定する内容は以下の

とおりです。 
※令和 8年 3月時点において、固有の取組を設定している市町村はありません。 
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資料１ 市町村の温室効果ガス排出削減目標 
 

平成 25年度（2013年度）以降に排出量が増加している部門等については、令和 12年度（2030年度）
の排出量が平成 25年度（2013年度）の排出量を上回る場合があります。 

市町村  部門等 
2013 

（万 t-CO2） 

2030 

削減目標 万 t-CO2 

阿蘇市 

産業 8.9 57%削減 3.8 

業務その他 5.1 75%削減 1.3 

家庭 4.9 80%削減 1.0 

運輸 5.8 47%削減 3.1 

廃棄物 0.08 13%削減 0.07 

農業 7.1 7%削減 6.6 

その他 0.05 20%削減 0.04 

合計 32.0 50%削減 16.0 

合志市 

産業 24.5 45%削減 13.5 

業務その他 6.2 63%削減 2.3 

家庭 9.9 70%削減 3.0 

運輸 7.9 23%削減 6.1 

廃棄物 0.63 -27%削減 0.80 

農業 3.7 8%削減 3.4 

その他 3.9 62%削減 1.5 

合計 56.7 46%削減 30.6 

美里町 

産業 0.69 42%削減 0.40 

業務その他 1.3 68%削減 0.41 

家庭 1.9 78%削減 0.41 

運輸 2.0 35%削減 1.3 

廃棄物 0.14 14%削減 0.12 

農業 0.81 14%削減 0.70 

その他 0.02 50%削減 0.01 

合計 6.7 50%削減 3.4 

玉東町 

産業 0.45 49%削減 0.23 

業務その他 0.55 64%削減 0.20 

家庭 0.92 74%削減 0.24 

運輸 1.3 36%削減 0.83 

廃棄物 0.06 17%削減 0.05 

農業 0.11 -27%削減 0.14 

その他 0.01 0%削減 0.01 

合計 3.4 50%削減 1.7 

南関町 

産業 8.4 35%削減 5.5 

業務その他 1.1 75%削減 0.27 

家庭 1.8 79%削減 0.37 

運輸 2.3 65%削減 0.80 

廃棄物 0.10 20%削減 0.08 

農業 0.89 3%削減 0.86 

その他 0.02 50%削減 0.01 

合計 14.6 46%削減 7.9 

長洲町 

産業 23.7 55%削減 10.6 

業務その他 1.8 47%削減 0.95 

家庭 3.0 60%削減 1.2 

運輸 6.2 27%削減 4.5 

廃棄物 0.14 -21%削減 0.17 

農業 0.33 24%削減 0.25 

その他 0.05 20%削減 0.04 

合計 35.3 50%削減 17.7 

市町村  部門等 
2013 

（万 t-CO2） 

2030 

削減目標 万 t-CO2 

熊本市 

産業 61.8 44%削減 34.5 

業務その他 165.8 62%削減 63.6 

家庭 153.2 72%削減 43.3 

運輸 118.4 23%削減 91.3 

廃棄物 13.4 48%削減 7.0 

農業 7.8 9%削減 7.1 

その他 5.3 -2%削減 5.4 

合計 525.6 52%削減 252.3 

玉名市 

産業 7.5 16%削減 6.3 

業務その他 9.7 60%削減 3.9 

家庭 12.1 76%削減 2.9 

運輸 12.9 37%削減 8.1 

廃棄物 0.64 11%削減 0.57 

農業 3.8 11%削減 3.4 

その他 0.10 30%削減 0.07 

合計 46.7 46%削減 25.2 

山鹿市 

産業 9.7 56%削減 4.3 

業務その他 8.1 63%削減 3.0 

家庭 9.6 76%削減 2.3 

運輸 10.9 33%削減 7.3 

廃棄物 0.63 16%削減 0.53 

農業 4.5 4%削減 4.3 

その他 0.08 25%削減 0.06 

合計 43.5 50%削減 21.8 

菊池市 

産業 18.9 63%削減 6.9 

業務その他 7.3 68%削減 2.3 

家庭 8.4 81%削減 1.6 

運輸 10.5 44%削減 5.9 

廃棄物 0.24 -8%削減 0.26 

農業 18.0 12%削減 15.8 

その他 3.6 3%削減 3.5 

合計 66.9 46%削減 36.1 

宇土市 

産業 16.2 41%削減 9.6 

業務その他 5.0 72%削減 1.4 

家庭 6.5 75%削減 1.6 

運輸 7.7 42%削減 4.5 

廃棄物 0.51 6%削減 0.48 

農業 0.67 25%削減 0.50 

その他 0.51 6%削減 0.48 

合計 37.1 50%削減 18.6 

宇城市 

産業 15.5 47%削減 8.2 

業務その他 9.4 61%削減 3.7 

家庭 10.6 73%削減 2.9 

運輸 11.4 19%削減 9.2 

廃棄物 0.84 -4%削減 0.87 

農業 2.9 14%削減 2.5 

その他 0.09 22%削減 0.07 

合計 50.7 46%削減 27.4 
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市町村  部門等 
2013 

（万 t-CO2） 

20302 

削減目標 万 t-CO2 

御船町 

産業 1.5 33%削減 1.0 

業務その他 2.4 63%削減 0.90 

家庭 3.1 76%削減 0.74 

運輸 3.8 39%削減 2.3 

廃棄物 0.24 8%削減 0.22 

農業 1.0 11%削減 0.89 

その他 0.03 33%削減 0.02 

合計 12.1 50%削減 6.1 

嘉島町 

産業 5.0 56%削減 2.2 

業務その他 2.9 52%削減 1.4 

家庭 1.5 69%削減 0.46 

運輸 2.1 10%削減 1.9 

廃棄物 0.21 0%削減 0.21 

農業 0.57 23%削減 0.44 

その他 0.02 0%削減 0.02 

合計 12.4 46%削減 6.7 

益城町 

産業 8.9 49%削減 4.5 

業務その他 5.9 59%削減 2.4 

家庭 5.7 74%削減 1.5 

運輸 7.3 16%削減 6.1 

廃棄物 0.50 30%削減 0.35 

農業 1.3 23%削減 1.0 

その他 0.06 0%削減 0.06 

合計 29.6 46%削減 16.0 

甲佐町 

産業 1.7 35%削減 1.1 

業務その他 1.5 62%削減 0.57 

家庭 1.9 74%削減 0.49 

運輸 2.6 31%削減 1.8 

廃棄物 0.17 24%削減 0.13 

農業 0.70 34%削減 0.46 

その他 0.02 50%削減 0.01 

合計 8.6 46%削減 4.6 

山都町 

産業 2.0 54%削減 0.93 

業務その他 2.4 70%削減 0.71 

家庭 2.9 79%削減 0.61 

運輸 3.4 38%削減 2.1 

廃棄物 0.27 15%削減 0.23 

農業 2.8 18%削減 2.3 

その他 0.03 33%削減 0.02 

合計 13.8 50%削減 6.9 

市町村  部門等 
2013 

（万 t-CO2） 

2030 

削減目標 万 t-CO2 

和水町 

産業 5.8 60%削減 2.3 

業務その他 1.3 66%削減 0.44 

家庭 1.7 78%削減 0.37 

運輸 2.1 33%削減 1.4 

廃棄物 0.11 18%削減 0.09 

農業 2.1 5%削減 2.0 

その他 0.02 50%削減 0.01 

合計 13.1 50%削減 6.6 

大津町 

産業 31.8 59%削減 12.9 

業務その他 5.3 57%削減 2.3 

家庭 6.1 74%削減 1.6 

運輸 7.1 15%削減 6.0 

廃棄物 0.42 12%削減 0.37 

農業 3.8 -3%削減 3.9 

その他 0.06 0%削減 0.06 

合計 54.5 50%削減 27.3 

菊陽町 

産業 24.9 60%削減 10.0 

業務その他 6.5 48%削減 3.4 

家庭 7.6 70%削減 2.3 

運輸 6.8 15%削減 5.8 

廃棄物 0.52 12%削減 0.46 

農業 1.3 0%削減 1.3 

その他 0.63 -43%削減 0.90 

合計 48.1 50%削減 24.1 

高森町 

産業 1.3 49%削減 0.66 

業務その他 1.0 65%削減 0.35 

家庭 1.3 81%削減 0.25 

運輸 1.5 33%削減 1.0 

廃棄物 0.02 0%削減 0.02 

農業 1.4 14%削減 1.2 

その他 0.01 0%削減 0.01 

合計 6.5 46%削減 3.5 

西原村 

産業 5.1 55%削減 2.3 

業務その他 1.1 75%削減 0.28 

家庭 1.2 79%削減 0.25 

運輸 1.9 42%削減 1.1 

廃棄物 0.12 0%削減 0.12 

農業 1.7 18%削減 1.4 

その他 0.02 -2550%削減 0.53 

合計 11.1 46%削減 6.0 

南阿蘇村 

産業 1.0 29%削減 0.71 

業務その他 2.0 72%削減 0.57 

家庭 2.3 81%削減 0.44 

運輸 2.3 43%削減 1.3 

廃棄物 0.05 0%削減 0.05 

農業 1.8 11%削減 1.6 

その他 0.02 0%削減 0.02 

合計 9.4 50%削減 4.7 
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資料２ 施策の実施に関する市町村の目標 

基本方針 1 再生可能エネルギーの利用促進と徹底した省エネルギーの推進 
 

指標「人口１人当たりのエネルギー消費量」は、住宅、事業所及び自動車等で消費するエネルギーを

含みます。対策ケース（省エネ）によるエネルギー削減率よりも人口減少率が上回る場合、目標年度に

おける人口１人当たりのエネルギー消費量は、現状よりも大きくなる見込みです。 
 
指標：区域の再エネ発電設備導入量（MW） 

 

市町村 
現状※1 

2023 年度 

目標 

2030 年度 2035 年度 

熊本市 269 342 394 

玉名市 70 95 113 

山鹿市 64 87 103 

菊池市 136 185 220 

宇土市 31 42 50 

宇城市 80 109 130 

阿蘇市 25 29 32 

合志市 53 69 80 

美里町 46 62 73 

玉東町 5 7 8 

南関町 66 90 107 

長洲町 20 27 32 

和水町 60 82 98 

大津町 146 199 237 

菊陽町 24 33 39 

高森町 52 70 83 

西原村 29 39 46 

南阿蘇村 14 19 23 

御船町 23 32 38 

嘉島町 8 10 11 

益城町 82 112 133 

甲佐町 26 35 41 

山都町 112 153 182 

※1 環境省「自治体排出量カルテ」より          ※2 資源エネルギー庁「都道府県別エネルギー                      
消費統計」等を基に推計 

指標：人口１人当たりのエネルギー消費量 

（GJ/人） 

市町村 
現状※2 

2022 年度 

目標 

2030 年度 2035 年度 

熊本市 56.1 47.0 43.3 

玉名市 66.1 58.2 53.3 

山鹿市 64.7 60.4 56.4 

菊池市 83.0 65.6 59.2 

宇土市 119.5 101.8 104.1 

宇城市 71.9 68.3 65.5 

阿蘇市 85.7 68.8 68.3 

合志市 83.7 68.0 63.9 

美里町 54.0 48.9 44.8 

玉東町 52.2 49.4 46.7 

南関町 216.2 190.4 195.4 

長洲町 172.1 177.7 180.3 

和水町 91.8 92.1 89.9 

大津町 124.2 110.0 99.3 

菊陽町 93.4 78.8 71.6 

高森町 77.6 70.2 63.1 

西原村 156.2 125.5 119.6 

南阿蘇村 68.7 52.7 47.3 

御船町 62.5 47.6 43.9 

嘉島町 112.1 96.7 87.1 

益城町 77.6 68.2 60.9 

甲佐町 71.5 65.9 60.3 

山都町 66.6 62.9 57.6 
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基本方針 2 脱炭素型の都市・地域づくりの推進 
 

目標は、各交通分野の計画・事業の見直しに合わせ、適宜、再設定します。 
 
指標：公共交通機関の年間利用者数（人/年） 

 

市町村 区分 現状 年度 目標 年度 

熊本市 公共交通機関の年間利用者数 万人/年 4,561 2022 5,412 2031 

玉名市 
地域公共交通利用者数・鉄道

駅の乗車人員 
人/日 2,838 2022 3,652 2028 

山鹿市 
地域公共交通の利用者数・路

線バス 
人/年 964,006 2023 951,000 2028 

菊池市 

公共交通利用者数（市で補助

を行っている地域間の幹線的

な路線バス） 

人/年 129,763 2023 145,550 2029 

宇土市 
コミュニティバス「行長しゃ

ん号」の利用者数 
人/年 8,199 2021 

10,000

以上 
2026 

宇城市 路線バスの利用者数 千人/年 672 2024 672 2029 

阿蘇市 
公共交通利用者数（路線バ

ス） 
人/年 71,131 2024 78,300 2028 

合志市 コミュニティ交通の利用者数 人/年 77,756 2022 93,000 2028 

美里町 （指標に関する数値がないため現状及び目標値について未設定） 

玉東町 
ふれあいの丘（温泉施設）無

料循環バス乗客数 
人/年 8,100 2024 8,500 2029 

南関町 住民の公共交通利用回数 回/人・年 4.7 2021 8.5 2027 

長洲町 
JR 長洲駅の年間利用者数

（乗車人員） 
人/年 213,890 2022 260,000 2028 

和水町 路線バスの利用者数 人/年 22,583 2022 
20,000

以上 
2028 

大津町 
肥後大津駅の 1日あたり乗

車人員 
人/日 2,170 2021 

2,397 

以上 
2026 

菊陽町 公共交通の利用者数・JR 人/日 4,638 2023 5,400 2028 

高森町 

公共交通の住民利用者数（ゆ

るっとバスと高森町民バスの

１便あたり利用者数） 

人/便 0.3～6.1 2020 2 以上 2032 

西原村 路線バスの利用者数 人/年 12,507 2024 15,000 2029 

南阿蘇村 

公共交通の住民利用者数（ゆ

るっとバスと高森町民バスの

１便あたり利用者数） 

人/便 0.3～6.1 2020 2 以上 2032 
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指標：公共交通機関の年間利用者数（人/年） 

 

市町村 区分 現状 年度 目標 年度 

御船町 （指標に関する数値がないため現状及び目標値について未設定） 

嘉島町 （指標に関する数値がないため現状及び目標値について未設定） 

益城町 公共交通利用者数 人/年 294,660 2019 338,500 2025 

甲佐町 （指標に関する数値がないため現状及び目標値について未設定） 

山都町 路線バス利用者数 人/年 186,405 2022 207,000 2028 
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基本方針 3 持続可能な資源循環社会の構築 
 

目標は、各廃棄物分野の計画・事業の見直しに合わせ、適宜、再設定します。 
 
指標：ごみの排出量（g/人・日） 

市町村 区分 現状（2023 年度）※1 目標 年度 

熊本市 家庭系・事業系 935 905 2031 

玉名市 家庭系 549 543 2039 

山鹿市 家庭系 515 489 2033 

菊池市 家庭系 566 529 2028 

宇土市 家庭系・事業系 738 710 2030 

宇城市 家庭系 729 664 2033 

阿蘇市 家庭系・事業系 932 861 2027 

合志市 家庭系 549 529 2028 

美里町 家庭系 479 420 2030 

玉東町 家庭系 500 425 2033 

南関町 家庭系 454 425 2033 

長洲町 家庭系 556 543 2039 

和水町 家庭系 522 425 2033 

大津町 家庭系 538 529 2028 

菊陽町 家庭系 528 463 2028 

高森町 家庭系・事業系 711 665 2027 

西原村 家庭系 674 591 2030 

南阿蘇村 家庭系・事業系 762 734 2027 

御船町 家庭系 532 466 2030 

嘉島町 家庭系 584 512 2030 

益城町 家庭系 592 519 2030 

甲佐町 家庭系 559 490 2030 

山都町 家庭系 457 450 2030 

※1 環境省「一般廃棄物処理実態調査結果」より  
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基本方針 4 豊かな自然環境の保全と環境に配慮した農林水産業の推進 
 
指標：森林整備面積（ha） 

   【民有林造林面積（ha）、民有林除間伐面積（ha）の合計値】 

市町村 現状（2023 年度）※1  目標（2030 年度） 

熊本市 67 65※2 

玉名市 24 6 

山鹿市 123 377 

菊池市 120 353 

宇土市 10 68 

宇城市 17 157 

阿蘇市 249 551 

合志市 7 5 

美里町 100 238 

玉東町 12 19 

南関町 18 98 

長洲町 0 0 

和水町 40 144 

大津町 58 117 

菊陽町 3 8 

高森町 296 353 

西原村 78 111 

南阿蘇村 67 189 

御船町 62 80 

嘉島町 0 0 

益城町 23 49 

甲佐町 25 72 

山都町 452 800 

※1 熊本県「熊本県林業統計要覧」より 
※2 放置竹林対策（森林・山村多面的機能発揮対策交付金等）に取り組んだ面積（2029年度） 
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基本方針 5 脱炭素につながる行動変容の促進と環境投資の推進 
 
指標：脱炭素化への取組を実施している住民の割合(%) 

 

市町村 
現状 

2023 年度※1 

目標 

2030 年度 2035 年度 

熊本市 39 53 65 

玉名市 42 55 67 

山鹿市 41 55 66 

菊池市 43 56 67 

宇土市 38 52 64 

宇城市 39 53 65 

阿蘇市 37 52 64 

合志市 43 56 67 

美里町 38 52 64 

玉東町 40 54 65 

南関町 41 55 66 

長洲町 36 51 63 

和水町 41 55 66 

大津町 40 54 65 

菊陽町 39 53 65 

高森町 35 50 63 

西原村 39 53 65 

南阿蘇村 40 54 65 

御船町 37 52 64 

嘉島町 38 52 64 

益城町 37 52 64 

甲佐町 36 51 63 

山都町 40 54 65 

※1 住民アンケート調査結果より  
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資料３ 本計画の策定経緯 

年度 経緯 

令
和
６
年
度 

 

令
和
７
年
度 

 

住民アンケート 
1/10（金）～2/14（金） 

事業者アンケート 
1/9（木）～1/31（金） 

熊本連携中枢都市圏 

地球温暖化対策連絡会議 

住民アンケート 
（南関町・長洲町・和水町） 

6/26（木）～7/14（月） 

こどもワークショップ 
（アンケート） 

パブリックコメント 
令和 7年 12月 22日 
～令和 8年 1月 21日 

熊本連携中枢都市圏 

地球温暖化対策協議会 

第 1回協議会 
10/4（金） 

第 2 回協議会 
12/18（水） 

第 1 回協議会 
8/22（金） 

第 2 回協議会 
11/20（木） 

第 1 回連絡会議 
5/17（金） 

第 2 回連絡会議 
8/4（月） 

第 1 回連絡会議 
4/15（火） 

第 3 回連絡会議 
11/20（水） 
11/21（木） 
11/22（金） 
11/26（火） 
11/28（木） 

※市町村意見交換 

第 2回連絡会議 
9/4（水） 

第 3 回連絡会議 
11/13（木） 

第 4 回連絡会議 
2/12（木） 

計画素案たたき 

計画骨子 

計画素案 
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資料４ 住民アンケート調査の結果 

（1）調査概要 
 

項目 内容 

調査対象 
 18 歳以上の住民（各市町村 約 1,300 人） 
 住民基本台帳から 18歳以上の住民を年齢構成比に応じて無作為抽出 

調査時期 
 令和７年 1月 10 日（金）～令和 7年 2月 14 日（金） 
※南関町・長洲町・和水町 
令和 7年 6月 26 日（木）～令和 7年 7月 14 日（月） 

調査方法  調査票を郵送し、調査票（紙）への回答、または、WEB 回答を依頼 

 
（2）回収結果 
 

市町村 調査票配布数 
有効回答数 

回収率 
計 紙 WEB 

熊本市 1,298 436 333 103 33.6% 

玉名市 1,301 386 293 93 29.7% 

山鹿市 1,300 396 332 64 30.5% 

菊池市 1,298 380 306 74 29.3% 

宇土市 1,299 387 312 75 29.8% 

宇城市 1,300 409 330 79 31.5% 

阿蘇市 1,299 385 303 82 29.6% 

合志市 1,300 301 209 92 23.2% 

美里町 1,296 407 345 62 31.4% 

玉東町 1,299 433 369 64 33.3% 

南関町 1,300 442 353 89 34.0% 

長洲町 1,300 329 235 94 25.3% 

和水町 1,301 454 373 81 34.9% 

大津町 1,300 369 242 127 28.4% 

菊陽町 1,299 371 279 92 28.6% 

高森町 1,299 399 333 66 30.7% 

西原村 1,298 441 343 98 34.0% 

南阿蘇村 1,301 428 350 78 32.9% 

御船町 1,289 365 279 86 28.3% 

嘉島町 1,300 388 286 102 29.8% 

益城町 1,299 372 289 83 28.6% 

甲佐町 1,298 377 319 58 29.0% 

山都町 1,300 469 399 70 36.1% 

居住地無回答 － 15 15 0 － 

合計 29,874 9,139 7,227 1,912 30.6% 
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（3）都市圏全体の回答結果 
 

質問 回答される方ご自身について伺います。次の項目ごとに該当する選択肢を選んでください。 
 

【年齢】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【住宅形態】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
【職業】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【主な移動手段】 
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質問 地球温暖化問題に対するあなたのお考えに最も近いものを 1 つ選んでください。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

質問 

地球温暖化による気候変動によって、自然や私たちの生活に様々な影響が生じています。あな

たが気候変動によって、特に不安に感じている影響は何ですか。該当するものを選んでくださ

い。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

質問 

熊本連携中枢都市圏では、令和 2 年 1 月に「2050 年温室効果ガス排出実質ゼロ」を目指すこ

とを宣言し、令和 3 年 3 月、熊本連携中枢都市圏を構成する 18 市町村（当時）共同で「熊本

連携中枢都市圏地球温暖化対策実行計画」を策定しました。このことを知っていますか。 
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質問 
「2050 年温室効果ガス排出実質ゼロ」を実現することで、私たちの生活や、周りの環境がどの

ような状態になっていると良いと考えますか。該当するものを選んでください。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

質問 

「2050 年温室効果ガス排出実質ゼロ」の実現に向けては、再生可能エネルギーの導入拡大が

必要とされています。再生可能エネルギーの導入を進める上で重要なことは何だと考えます

か。あなたのお考えに近いものを選んでください。 
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質問 脱炭素化への取組を実施していますか。次の中から、該当するものを 1 つ選んでください。 

 
 
 
 
 
 
質問 

地球温暖化防止に向けた取組を行っていますか。あなたのご家庭における取組状況について、

次の項目ごとに最も近い選択肢を１つずつ選んでください。 
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質問 
家庭における地球温暖化対策の取組を普及させるため、行政機関に実施してほしい事業は何で

すか。次の項目から、該当するものを選んでください。 
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資料５ 事業者アンケート調査の結果 

（1）調査概要・回収結果 
  

項目 内容 

調査対象 
 都市圏内の企業 1,275 事業所 
※「温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度」の特定事業所 111 事業所を含む 

調査時期  令和 7年 1月 9日（木）～令和 7年 1月 31 日（金） 

調査方法  調査票を郵送し、WEB 回答を依頼 

回収結果 調査票配布数：1,275   有効回答数：275   回収率：21.6% 

 
（2）回答結果 
 

質問 
貴事業所について伺います。 

項目ごとに、該当するものをそれぞれ１つずつ選んでください。 

 
【業種】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
【従業員数】 
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【事業所所在地】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
【温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度の対象有無】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

質問 

熊本連携中枢都市圏では、令和 2 年 1 月に「2050 年温室効果ガス排出実質ゼロ」を目指すこ

とを宣言し、令和 3 年 3 月、熊本連携中枢都市圏を構成する 18 市町村（当時）共同で「熊本

連携中枢都市圏地球温暖化対策実行計画」を策定しました。このことを知っていますか。 
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質問 
貴事業所において地球温暖化対策に取り組む必要性はありますか。次の中から、該当するもの

を 1 つ選んでください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

質問 
「必要である」と回答した方に伺います。貴事業所において地球温暖化対策に取り組む理由は

何ですか。次の中から、該当するものをすべて選んでください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

質問 
「必要でない」と回答した方に伺います。貴事業所において地球温暖化対策に取り組まない理

由は何ですか。次の中から、該当するものをすべて選んでください。 
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質問 
経済産業省及び環境省が「中小企業等のカーボンニュートラルに関する支援事業」を行ってい

ますが、その情報は届いていますか。次の中から、該当するものをすべて選んでください。 

 

 

 

 

 

 

 

質問 
貴事業所から排出される温室効果ガスの把握状況について、次の中から、該当するものを 1 つ

選んでください。 

 

 

 

 

 

 

 

質問 
貴事業所における温室効果ガスの排出削減目標について伺います。次の中から、該当するもの

を 1 つ選んでください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

質問 
「目標を設定する予定はない」と回答された方に伺います。目標を設定しない理由について、

該当するものをすべて選んでください。 
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質問 
貴事業所は、脱炭素化への取組を実施していますか。次の中から、該当するものを 1 つ選んで

ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

質問 
地球温暖化対策に関する取組の状況について伺います。次の項目ごとに最も近い選択肢を１つ

ずつ選んでください。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

環境マネジメントシステムの（ISO14001、EA21 など）導入による環境に配慮した 

事業活動の実践 
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質問 
地球温暖化対策に取り組む上で、今後、貴事業所において特に必要な行政機関からの支援は何

ですか。次の項目から、該当するものをすべて選んでください。 
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資料６ こども向けワークショップ等の結果 

（1）こども向けワークショップ等の概要  
市町村 実施校 対象学年 実施方法 実施時期※ 意見回収数 

熊本市 

天明中学校 １年生 

ワークショップ 

令和 7年 5月 30 日 35 

必由館高校 2 年生 令和 7年 6月 5日 12 

碩台小学校 5 年生 令和 7年 6月 17 日 22 

託麻西小学校 5 年生 令和 7年 6月 20 日 108 

中島小学校 4 年生 令和 7年 7月 8日 38 

出水中学校 １年生 
令和 7年 7月 9日 
令和 7年 7月 16 日 

238 

玉名市 横島小学校 5 年生 アンケート 令和 7年 8月 8日 35 

山鹿市 

山鹿小学校 
八幡小学校 
三玉小学校 
大道小学校 
鹿北小学校 
菊鹿小学校 
鹿本小学校 
めのだけ小学校 

4 年生 アンケート 令和 7年 6月 16 日 326 

菊池市 

菊之池小学校 5 年生 ワークショップ 令和 7年 6月 30 日 36 

菊池北小学校 
隈府小学校 
戸崎小学校 
花房小学校 
旭志小学校 
泗水小学校 
泗水西小学校 
泗水東小学校 
七城小学校 

5 年生 アンケート 令和 7年 6月 30 日 286 

宇土市 緑川小学校 5 年生 ワークショップ 令和 7年 6月 23 日 12 

宇城市 青海小学校 
５年生 
６年生 

アンケート 令和 7年 11 月 21 日 33 

阿蘇市 

一の宮小学校 
阿蘇小学校 
阿蘇西小学校 
内牧小学校 
波野小学校 

6 年生 アンケート 令和 7年 6月 20 日 182 

合志市 西合志第一小学校 4 年生 ワークショップ 令和 7年 6月 18 日 18 

美里町 中央小学校 5 年生 アンケート 令和 7年 7月 7日 31 

玉東町 玉東中学校 １年生 ワークショップ 令和 7年 3月 18 日 45 

南関町 

南関第一小学校 
南関第二小学校 
南関第三小学校 
南関第四小学校 

5 年生 アンケート 令和 7年 7月 18 日 52 
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市町村 実施校 対象学年 実施方法 実施時期※ 意見回収数 

長洲町 

長洲小学校 
清里小学校 
六栄小学校 
腹赤小学校 

5 年生 アンケート 令和 7年 6月 20 日 108 

和水町 
菊水小学校 
三加和小学校 

5 年生 アンケート 令和 7年 6月 20 日 69 

大津町 

大津小学校 
大津北小学校 
室小学校 
大津南小学校 
大津東小学校 
護川小学校 
美咲野小学校 

6 年生 アンケート 令和 7年 7月 11 日 365 

菊陽町 菊陽西小学校 6 年生 アンケート 令和 7年 7月 18 日 122 

高森町 
高森中央小学校 
高森東学園義務教
育学校 

4 年生 アンケート 令和 7年 6月 30 日 39 

西原村 未実施 

南阿蘇村 
白水小学校 
久木野小学校 
南阿蘇西小学校 

5 年生 アンケート 令和 7年 6月 20 日 60 

御船町 木倉小学校 6 年生 ワークショップ 令和 7年 6月 24 日 18 

嘉島町 嘉島中学校 2 年生 アンケート 令和 7年 7月 25 日 92 

益城町 津森小学校 6 年生 ワークショップ 令和 7年 3月 12 日 21 

甲佐町 甲佐中学校 １年生 ワークショップ 令和 7年 6月 19 日 85 

山都町 
蘇陽小学校 
蘇陽南小学校 
清和小学校 

5 年生 ワークショップ 令和 7年 5月 9日 39 

合計 2,527 

 ※ 実施時期のうち、アンケートについては回答期限を記載している。 
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（2）小学校におけるワークショップ等の結果 
 

質問 
毎日の生活の中で電気や水などを大切に使えていますか？ 

自分の毎日の行動を思いだして、あてはまるものに○をつけてみましょう。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
質問 

地球温暖化が進むと、私たちの生活やほかの生きものにどんな影響があるかな？しらべて自由

に書いてみよう！ 
 

区分 こどもたちの意見（一例） 

自然 

 多くの生き物が絶滅する 
 生物の生息地が変化する 
 サンゴが白化してしまう 
 砂漠化する 

 生きものが減る 
 植物の開花時期が変わる 
 水が枯れる 
 四季がなくなる 

災害 

 台風等の自然災害がひどくなる 
 毎年のように、災害が起きてしまう 
 大雨が増えて、災害が起こりやすくなったり、反対に雨が全然降らなかったりするこ
ともある 

農業 

 米や野菜など、気温が高くなってあまり育たなくなる 
 牛や鶏などの動物がよく育たない 
 牛乳がとれなくなる 

生活 

 （外で）遊べなくなる 
 エアコンを多く使うので、電気を使ってしまう 
 冬も暑くなってしまう 
 夏に熱中症が増える 
 感染症が増加する 
 食料不足になる 
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質問 温室効果ガスを出さないために、家や学校ではどんなことができるかな？  
 

区分 こどもたちの意見（一例） 

省エネ 

 エアコンをつけるときは、窓やドアを閉める 
 うちわを使って、涼しくする 
 使っていない部屋の電気を消す 
 外が明るいときは、電気をつけない 
 使わないコンセントを抜く 
 だれもテレビを見ていないときは消す 
 省エネ家電を利用する 

節水 

 水道やシャワーの水を出しっぱなしにしないようにする 
 歯を磨くとき、コップに水を入れて、水を出しっぱなしにしない 
 洗濯をするとき、浴槽の残り湯を使う 
 水を使い過ぎないようにお皿やお箸の使う量に気を付ける（食器洗い） 
 水やりの水は雨水を使う 

移動 

 車でなくても行けるところは歩いていく 
 出かけるときは、電車かバスを使う 
 環境にいい車を使う 

ごみ 

 あるものを大切に使って、使えるのに捨てない 
 ごみになるいらない物は買わない、物を大切にする 
 エコバックを使用し、レジ袋を使わない 
 エコバック作り 
 マイボトルを持って出かけるなど、使い捨てプラスチックを減らす 
 ごみの分別レース 
 環境に配慮した商品の購入 

その他 

 植物を育てる（木を増やす） 
 地産地消する 
 車やバイクに太陽光パネルをつける 
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質問 みんなが大人になったとき、どんなまちになっていてほしい？自由に書いてみよう！ 
 

区分 こどもたちの意見（一例） 

緩和 

 省エネ製品を選び、待機電力を減らすまち 
 地球温暖化対策を心がけている人が多いまち 
 環境に優しい建物がたくさんあるまち 
 太陽とか風とか水の力で電気をつくるまち 
 自然の植物がいっぱいあって、暑さで病気にかかる人が少ないまち 
 自然も残しながらほとんどの家にソーラーパネルがついているまち 

新技術  二酸化炭素を酸素に変える装置があるまち 

移動 

 バスや電車を使い、車の渋滞が少ないまち 
 バスや電車が便利なまち 
 ほとんどの車が電気自動車になっているまち 

理解・意識 

 みんなが地球温暖化を意識しているまち 
 みんなが節電・節水して、子どもたちが笑って暮らせるまち 
 地球温暖化について学び、1人 1人が電気や水を大事に使うまち 
 熊本県で一番地球温暖化防止に取り組んでいるまち 
 地球温暖化がなくなり、SDGs が全部達成されているまち 

自然 

 人も動物も植物も全ての生き物が住みよいまち 
 春・夏・秋・冬がしっかりとあるまち 
 世界一緑がきれいなまち 
 CO2が増えすぎないまち 
 自然のエネルギーを利用するまち 

災害  自然災害がなくて安心して過ごせるまち 

ごみ 

 みんながごみを出さないようにするために、物を大切にするまち 
 持続可能な社会で、ごみを積極的に減らすまち 
 エコ（3R）に特化したまち 
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（3）中学校におけるワークショップ等の結果 
 

質問 
日頃から省エネや節水ができているか確認してみよう！ 

自分の毎日の行動を思いだして、あてはまるものに○をつけてみましょう。 
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質問 家庭や学校でできる省エネや節水につながる活動を考えて、書いてみよう！ 
 

区分 こどもたちの意見（一例） 

省エネ 

 部屋を出るときは、電気をこまめに消す 
 冷蔵庫にものを詰め込みすぎない 
 スマホやタブレットの画面の明るさを低くする 
 エアコンがついている部屋から出るときはドアを閉める 
 部屋を出るときは照明やエアコンを消す 
 コンセントを使わないときは抜く 
 エアコンの温度（冷房は 28℃、暖房は 20℃等）を調整する 
 エアコンを使うときは、ちゃんとタイマーをつける 
 扇風機でいいときは、扇風機を使う 
 寒いときや暑いときは、最初にエアコンをつけずに、窓を開けたり、毛布を使う 

節水 

 お風呂の水を洗濯に使う 
 歯磨きのときはコップを使う 
 トイレの大小を使い分ける 

移動 
 近くに買い物に行く時は、自転車に乗っていく 
 公共の乗り物になるべく乗る 

ごみ 

 リサイクル、リユース、リペア、リデュースをする 
 ゴミを出さないように詰め替え用を買う 
 フードロスを減らす 
 水筒を持っていく 

その他  メディアの時間を減らし、運動の時間を増やす 
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質問 地球温暖化や気候変動が私たちの暮らしに及ぼす影響やその対策について、書いてみよう！ 
 

分野 区分 こどもたちの意見（一例） 

農林水産業 

影響①  気温が高くなると、作物の生産が難しくなる 

対策① 

 ハウスなどで栽培を増加させる 
 高温でも育つお米などの品種を導入する 
 遅植えや直播栽培によって、登熟期を遅らせる 

健康 

影響①  熱中症が増える 

対策① 

 水を飲む 
 涼しい服装をする 
 首がつく部分を冷やす 
 外出時には、帽子や日傘を着用する 
 グリーンカーテンをする 

影響②  感染症のリスクが増加する 

対策② 

 既存の感染症リスクに対応する 
 健康的な生活習慣を身につける 
 蚊が育つ水たまりを作らない 

自然災害 

影響①  自然災害が増える 

対策① 

 災害用品などを備える 
 ハザードマップや天気予報を確認する 
 土砂が崩れそうなところを避けて登校する 
 防災アプリを活用する 
 土を強化させる 
 自分の周りに災害が起こりそうな場所があるか確認する 
 土砂災害が発生した時の避難場所を調べておく 
 地下の入口には止水版を設置して水の侵入を防ぐ 

影響②  海面上昇が起こる 

対策② 
 堤防を高くする 
 養浜や浸食対策で砂浜保全 

自然生態系 
影響①  海水温の上昇 

対策①  サンゴの移植や増殖を行う 

水環境・水資源 
影響①  動物や植物への影響が出る 

対策①  水の循環装置を使って水質改善を行う 
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質問 2050 年にどんなまちになっていてほしいか考えて、書いてみよう！ 
 

区分 こどもたちの意見（一例） 

緩和 

 薄い太陽光パネルを使って様々な場所で電気が作られ、技術が発達し、環境問題を
改善するために活動するまち 

 節水や節電がしっかりできるまち 
 再生可能エネルギーで電気を作るまち 
 家にソーラーパネルがあるまち 

移動 

 会社などで電気自動車などを充電するところを提供するまち 
 バスか電車で移動するまち 
 電気自動車や自転車を使うまち 

理解・意識 

 みんなで SDGs について考えて、その課題について行動できるまち 
 地球温暖化を対策するボランティアがたくさん開催され、たくさんの人が参加する
まち 

 水が豊かで、環境について学び、大切にするまち 
 住んでいる全員が地域のことを考えて節電、節水に取り組むまち 
 カーボンニュートラルが実現しているまち 

自然 

 切る→植える→育てるが循環するまち 
 緑が多く、野菜がたくさん採れるまち 
 水がきれいなまち 
 空気がきれいなまち 

災害 
 みんながこまめに水分を取り、災害のないまち 
 災害に強いまち 

ごみ 

 ごみが少なくエコで快適なまち 
 3R ができるまち 
 ポイ捨て 0のきれいなまち 
 みんながエコバックをもっており、ゴミが出ないようになるまち 
 リサイクルを積極的にやっているまち 

その他 

 緑豊かだけど、発展したまち 
 病気の少ないまち 
 ほかの地域よりも気温が低いまち（避暑地的な） 
 パッション（情熱）が溢れるまち 
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（4）高等学校におけるワークショップ等の結果 
 

質問 
あなたは、地球温暖化や気候変動に興味や関心がありますか。興味・関心の有無を回答し、そ

の回答を選択した理由を書いてみてください。 
 

選択肢 回答理由 

とても興味・関心がある 
 今の日本および世界の環境の異変をどうにかしたいと思っているか
ら。 

少し興味・関心がある 

 地球温暖化や気候変動が起きている原因や仕組みについて知ること
が好きだから。 

 地球温暖化や気候変動を知ることは、世界の状況を知るのにとても
大切だと思うから。 

 日常生活で暑いと思うから。 
 中学校の探究活動に「地球温暖化」をテーマに探求をしたことで関心
を持つようになった。 

 どのようにしたら気温が下がるか知りたいから。 

あまり興味・関心がない 
 CO2を多く出している所がなんとかしてくれるといいと思うから。 
 授業で単語くらいしか聞いたことがなく、あまり実感もないから。 

全く興味・関心がない － 

 
 
質問 あなたが力を入れてほしいと思う「緩和策」と「適応策」の取組を書いてみてください。 

 

対策・施策 区分 取組 

緩和策 

再エネ等 
 再生可能エネルギーを使った発電 
 エネルギーの転換（水素エネルギー） 

省エネ 
 省エネ家電への買い替えの支援 
 節電・節水（エアコンの設定温度を見直す、雨を有効に使うなど） 

移動 

 公共交通機関の利用 
 電車やバスなど公共交通機関を電動化する 
 EV・水素自動車への買い替えの支援 
 自動車の渋滞を減らす 

ごみ 
 ごみの分別、リサイクル 
 エコバックの利用率を増やす 

適応策 

気温 

 街中にシャワーミストを導入（暑さ対策） 
 気温を表示する電光掲示板を各所に設置 
 暑さ対策 
 水分補給をする 
 エアコンを適切に使う 
 木を植える 

災害 
 河川の整備 
 自然災害に備えた避難場所の整備 

自然  生態系の変化 
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質問 
あなたが地球温暖化対策に取り組むきっかけになるキーワードを２つ選んでください。また、

そのキーワードを選択した理由や、具体的な取組のアイデアを書いてみてください。 
 

キーワード 選択した理由（✓）・取組のアイデア（☆） 

①手軽さ 

 今までどのようなことをすれば温暖化対策になるか分からないので、誰
でも今すぐ始められるような取組について知りたいと思ったから 

☆ 手軽に温暖化について知れるワークショップを開く 

②楽しさ 

 地球温暖化は少し難しく感じるから 
 楽しくできると続けることができるから 

☆ 楽しみながら知ることができる体験（温度・VR） 

☆ 地元の食材で料理をする 

③達成感  取組をして達成感を味わえると、関心が高まると思うから 

④危機感 

 平均気温が上がったりしているから 
 今の地球の危機が伝わりづらい、今後どうなってしまうのかを知りたい 
 暑さによる熱中症患者や死亡者が年々増えているので、自分にも近い話
だと思ったから 

 地球温暖化の影響で水不足が大きな問題にならないような取組を知り、
みんなに伝えたいため 

 気温が高くなりすぎて外に出られなくなるのではないかと思ったから 

☆ 危機感があまりないので、焦りをもたせる（ワークショップなどを通し

て、危機感を感じてほしい） 

⑤専門性 －（該当する回答なし） 

⑥社会貢献 

 社会貢献をあまりしたことがなく、したいと思ったから 
 地球温暖化問題について調べたりすることで、少しでも社会のためにな
ると思ったから 

 CO2を減らせたらみんな喜ぶから 
 地球温暖化が進んでいて全世界で問題になっている中で、解決策を見つ
けていきたいと思ったから 

☆ 地元の食材で料理をする 

⑦他者や他校生との交流 －（該当する回答なし） 

⑧報酬 ☆ イベントなどで報酬を出し、知ってもらう 

⑨その他 
 環境問題について詳しく知らないことが多すぎるから、自分や周りの人
のためにも知識として持っておきたいと思ったから 
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質問 カーボンニュートラルを実現したとき、どのようなまちになっていて欲しいと思いますか。 
 

区分 こどもたちの意見（一例） 

緩和 

 温暖化の影響にすぐ対応できるまち 
 暑さや気候変動などで苦しい思いをすることが 1人でも減らせるまち 
 熱中症患者ゼロのまち 
 気候変動対応し、住み続けたいまち 

新技術 

 メタネーション 
 CCS、CCUS 
 酸素を排出する車 
 空飛ぶ車（CO2を出さない） 

移動 

 無人運転が普及して、移動を便利に（災害時でも使える） 
 車の渋滞が減り、二酸化炭素（温室効果ガス）の排出量が少ないまち 
 市電やバスが、より環境にやさしい乗り物に替わっているまち 

理解・意識 

 カーボンニュートラルについて、ほとんどの人が理解し、全国にも良さを伝えてい
けるまち 

 カーボンニュートラルについてみんなが理解、1人でも苦しい思いをする人を減ら
していける町 

自然 
 自然がたくさんあるまち 
 環境にやさしいまち 

災害  自然災害がない町になればいいな 

ごみ  無駄な生産がなくなり、ごみの少ないまち 

快適性  より住みやすい、国を越え世界にも注目されるようなまち 
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資料７ 関連する主な法令等 

（1）地球温暖化対策の推進に関する法律（抜粋） 
 

改正：令和七年六月一日 
（地方公共団体実行計画等） 
第二十一条 都道府県及び市町村は、単独で又は共同して、地球温暖化対策計画に即して、当該都

道府県及び市町村の事務及び事業に関し、温室効果ガスの排出の量の削減等のための措置に関する

計画（以下「地方公共団体実行計画」という。）を策定するものとする。 
２ 地方公共団体実行計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。 
一 計画期間 
二 地方公共団体実行計画の目標 
三 実施しようとする措置の内容 
四 その他地方公共団体実行計画の実施に関し必要な事項 

３ 都道府県及び指定都市等（地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第二百五十二条の十九

第一項の指定都市（以下「指定都市」という。）及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市

をいう。以下同じ。）は、地方公共団体実行計画において、前項各号に掲げる事項のほか、その区

域の自然的社会的条件に応じて温室効果ガスの排出の量の削減等を行うための施策に関する事

項として次に掲げるものを定めるものとする。 
一 太陽光、風力その他の再生可能エネルギーであって、その区域の自然的社会的条件に適した

ものの利用の促進に関する事項 
二 その利用に伴って排出される温室効果ガスの量がより少ない製品及び役務の利用その他の

その区域の事業者又は住民が温室効果ガスの排出の量の削減等に関して行う活動の促進に関

する事項 
三 都市機能の集約の促進、公共交通機関の利用者の利便の増進、都市における緑地の保全及び

緑化の推進その他の温室効果ガスの排出の量の削減等に資する地域環境の整備及び改善に関

する事項 
四 その区域内における廃棄物等（循環型社会形成推進基本法（平成十二年法律第百十号）第二

条第二項に規定する廃棄物等をいう。）の発生の抑制の促進その他の循環型社会（同条第一項

に規定する循環型社会をいう。）の形成に関する事項 
五 前各号に規定する施策の実施に関する目標 

４ 市町村（指定都市等を除く。）は、地方公共団体実行計画において、第二項各号に掲げる事項の

ほか、その区域の自然的社会的条件に応じて温室効果ガスの排出の量の削減等を行うための施策

に関する事項として前項各号に掲げるものを定めるよう努めるものとする。 
５ 市町村は、地方公共団体実行計画において第三項各号に掲げる事項を定める場合においては、

地域脱炭素化促進事業の促進に関する次に掲げる事項を定めるよう努めるものとする。 
一 地域脱炭素化促進事業の目標 
二 地域脱炭素化促進事業の対象となる区域（以下「促進区域」という。） 
三 促進区域において整備する地域脱炭素化促進施設の種類及び規模 
四 地域脱炭素化促進施設の整備と一体的に行う地域の脱炭素化のための取組に関する事項 
五 地域脱炭素化促進施設の整備と併せて実施すべき次に掲げる取組に関する事項 
イ 地域の環境の保全のための取組 
ロ 地域の経済及び社会の持続的発展に資する取組 
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６ 共同して地方公共団体実行計画を策定する都道府県及びその区域内の市町村は、当該地方公共

団体実行計画において前項各号に掲げる事項を定めることができる。 
７ 促進区域は、環境の保全に支障を及ぼすおそれがないものとして環境省令で定める基準に従い、

かつ、都道府県が第三項第一号に掲げる事項として促進区域の設定に関する基準を定めた場合に

あっては、当該基準に基づき、定めるものとする。 
８ 前項に規定する都道府県の基準は、環境省令で定めるところにより、同項の環境省令で定める

基準に即して、地域の自然的社会的条件に応じた環境の保全に配慮して定めるものとする。 
９ 都道府県及び市町村は、地球温暖化対策の推進を図るため、都市計画、農業振興地域整備計画

その他の温室効果ガスの排出の量の削減等に関係のある施策について、当該施策の目的の達成と

の調和を図りつつ地方公共団体実行計画と連携して温室効果ガスの排出の量の削減等が行われ

るよう配意するものとする。 
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（2）気候変動適応法（抜粋） 
  

改正：令和六年四月一日 
（地域気候変動適応計画） 
第十二条 都道府県及び市町村は、その区域における自然的経済的社会的状況に応じた気候変動適

応に関する施策の推進を図るため、単独で又は共同して、気候変動適応計画を勘案し、地域気候変

動適応計画（その区域における自然的経済的社会的状況に応じた気候変動適応に関する計画をい

う。）を策定するよう努めるものとする。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
出典：環境省「気候変動適応法 概要」より抜粋 
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（3）地球温暖化対策計画 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
出典：「地球温暖化対策計画（令和７年２月 18日閣議決定）」より抜粋  
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（4）気候変動適応計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
出典：環境省「気候変動適応計画について令和３年 10月（令和５年５月一部更新）」より抜粋 
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（5）2040 年度におけるエネルギー需給の見通し 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
出典：資源エネルギー庁「2040年度におけるエネルギー需給の見通し（関連資料）令和 7年 2月」より抜粋 
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資料８ 関連する市町村の上位計画 

熊本市 
 

熊本市第８次総合計画 

計画期間 令和 6年度（2024年度）～令和 13年度（2031年度） 

将来像 上質な生活都市 

基本目標・施策等 

ビジョン１ こどもが輝き、若者が希望を抱くまち 

ビジョン２ 市民に愛され、世界に選ばれる、持続的な発展を実現するまち 

ビジョン３ 市民生活を守る強くしなやかなまち 

ビジョン４ だれもが自分らしくいきいきと生活できるまち 

ビジョン５ 豊かな環境を未来につなぐまち 

ビジョン６ すべての市民がより良い暮らしを営むまち 

ビジョン７ 安全で良好な都市基盤が整備されたまち 

ビジョン８ 市民に信頼される市役所 
 
第４次熊本市環境総合計画 

計画期間 令和 4年度（2022年度）～令和 13年度（2031年度） 
基本理念 
（目指す都市像） 恵まれた環境をまもり、はぐくみ、未来へつなぐ、持続可能な環境都市 

基本目標・施策等 

基本方針 1  快適で安全・安心な生活環境をつくる 

基本方針 2  恵み豊かな自然環境をまもり、そだてる 

基本方針 3  歴史的・文化的環境をまもり、次世代につなぐ 

基本方針 4  生物多様性に配慮した自然共生社会をつくる 

基本方針 5  環境負荷の少ない持続可能な循環型社会をつくる 

基本方針 6  地域から行動し、地球環境をまもる 

基本方針 7  各方針をつなぎ横断的に取り組む 
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玉名市 
 

第２次玉名市総合計画 後期計画 

計画期間 令和 4年度（2022年度）～令和 8年度（2026年度） 

将来像 人と自然が輝きやさしさと笑顔にあふれるまち玉名 

基本目標・施策等 

基本目標１ 自然と暮らしを守るふるさとづくり 

基本目標２ 人と文化を育む地域づくり 

基本目標３ 賑わいと活力ある産業づくり 

基本目標４ 便利で快適な都市づくり 

基本目標５ 健康で安心な福祉づくり 

基本目標６ 公平で誇りの持てる社会づくり 

基本目標７ 健全な行政運営 
 
第２次玉名市環境基本計画後期計画 

計画期間 令和 6年度（2024年度）～令和 10年度（2028年度） 

環境像 人と自然が共生し 笑顔あふれるまち 玉名 

基本目標・施策等 

環境目標１ 便利で快適なまちづくり 

環境目標２ ゼロカーボンをめざすまちづくり 

環境目標３ 豊かな自然を継承するまちづくり 

環境目標４ 資源が循環しつづけるまちづくり 

環境目標５ みんなで進める協働のまちづくり 
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山鹿市 
 

第２次山鹿市総合計画 後期基本計画 

計画期間 令和 3年度（2021年度）～令和 7年度（2025年度） 

将来像 人輝き飛躍する都市（まち）やまが 
～人と自然・産業・歴史文化が響き合うまちづくり～ 

基本目標・施策等 

基本目標Ⅰ やまがを元気にする人材の育成 

基本目標Ⅱ 地域資源を活用した産業の振興と雇用の創出 

基本目標Ⅲ 住みやすく子育てしやすい環境の充実 

基本目標Ⅳ 健やかで安心して暮らせる地域の実現 

基本目標Ⅴ 戦略的な行政経営と質の高い行政サービスの提供 
 
第３次山鹿市環境基本計画 

計画期間 令和 4年度（2022年度）～令和８年度（2026年度） 

環境像 人が自然と共生する温もりのあるまち やまが 

基本目標・施策等 

基本目標Ⅰ 豊かな自然を未来に引き継ぐ 

基本目標Ⅱ 健康で安全・安心のくらしを守る 

基本目標Ⅲ 人の温もりと文化の香る快適なまちをつくる 

基本目標Ⅳ 市民力をあわせて地球環境を守る 

基本目標Ⅴ 環境にやさしいふるまいができる人をつくる 
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菊池市 
 

第３次菊池市総合計画 後期基本計画 

計画期間 令和８年度（2026年度）～令和 11年度（2029年度） 

将来像 人と自然が調和し 希望と活力に満ちた『癒しの里』きくち 

基本目標・施策等 

政策分野１ 産業と経済 豊富な資源を生かした産業づくり 

政策分野２ 子育てと健康福祉 みんなで支え合う安心づくり 
政策分野３ 自然環境と暮らしの基盤 自然の恵みを守り安全で魅力あ

るまちづくり 
政策分野４ 教育と文化 学び合いと地域が育む人づくり 

政策分野５ 市政運営 市民に分かりやすい健全な行財政運営 
 
第２次菊池市環境基本計画 

計画期間 令和元年度（2019年度）～令和 10年度（2028年度） 

環境像 水とたわむれ、緑にやすらぎ、人と自然を育み継承するまち きくち 

基本目標・施策等 

基本目標１ 自然共生社会の実現 

基本目標２ 安全で快適な生活環境の実現 

基本目標３ 環境保全行動への参画促進 

基本目標４ 低炭素社会の実現 

基本目標５ 循環型社会の実現 
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宇土市 
 

第６次宇土市総合計画 後期基本計画 

計画期間 令和 5年度（2023年度）～令和 8年度（2026年度） 

将来像 復興から発展へ 未来へ”輝くふるさと”宇土 

基本目標・施策等 

安全・安心 【“輝く”未来~震災からの復興~】 

教育・文化 【“輝く”人~学びのふるさとづくり~】 

保健・福祉・医療 【“輝く”絆~安心のふるさとづくり~】 

産業・経済 【“輝く”産業~活力のふるさとづくり~】 

生活環境・都市基盤 【“輝く”まち~安全のふるさとづくり~】 

住民協働・行財政運営 【計画の推進】 
 
第４次宇土市環境基本計画 

計画期間 令和 7年度（2025年度）～令和 12年度（2030年度） 

環境像 次世代に責任の持てる地域環境をみんなで創るまち 宇土市 

基本目標・施策等 

長期目標１ みんなで環境について学び考えるまち 

長期目標２ みんなで育む安心な暮らしと豊かな文化と水のまち 

長期目標３ みんなで育む豊かな自然が息づく山と川と海のまち 

長期目標４ みんなで取り組む脱炭素のまち 

長期目標５ みんなで取り組む資源循環のまち 
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宇城市 
 

宇城市総合計画 

計画期間 令和 7年度（2025年度）～令和 14年度（2032年度） 

将来像 ここがいい。ともに過ごすまち 宇城 

基本目標・施策等 

こどもの笑顔をつくるまち 

住みよく安心できるまち 

活力ある魅力的なまち 

多様な人々の流れをつくるまち 

こどもの笑顔をつくるまち 
 
第２次宇城市環境基本計画（中間見直し版） 

計画期間 平成 29年度（2017年度）～令和 8年度（2026年度） 

環境像 ここちいい！人も自然も豊かな環境先進都市 

基本目標・施策等 

環境目標１(自然環境)：豊かな自然とともに生きるまち 

環境目標２(生活環境)：健康で安心して住み続けられるまち 

環境目標３(都市環境)：地域の個性あふれる美しいまち 

環境目標４(循環型社会)：資源を循環利用する環境にやさしいまち 

環境目標５(地球環境)：未来を思いやる地球に貢献するまち 

環境目標６(環境活動)：みんなで築く協働のまち 
 
 

 

  



  

資料-46 

阿蘇市 
 

第３次阿蘇市総合計画（基本構想・前期基本計画） 

計画期間 基本構想：令和 7年度（2025年度）～令和 15年度（2033年度） 
前期基本計画：令和 7年度（2025年度）～令和 11年度（2029年度） 

将来像 大自然とともに ワクワクする未来へ 

基本目標・施策等 

基本目標１ 産業・経済 
阿蘇の大地に挑戦が芽吹く、にぎわいのあるまち 

基本目標２ 子育て・教育 
阿蘇の伝統と文化に育まれ、夢が広がるまち 

基本目標３ 健康・医療・保健 
阿蘇のぬくもりに包まれる健やかでやすらぐまち 

基本目標４ インフラ整備・防災 
阿蘇の暮らしを守り、誰もが安心して過ごせるまち 

基本目標５ 環境・自然 
阿蘇の草原と清らかな水を未来へつなぐまち 

基本目標６ 行政運営 
阿蘇市民とともに歩み、信頼と誇りを築くまち 

 
第２次阿蘇市環境基本計画 

計画期間 令和 5年度（2023年度）～令和 14年度（2032年度） 

環境像 自然も人も豊かに暮らせる持続可能な“新しい阿蘇”を目指して 

基本目標・施策等 

基本目標 1 安全・安心な暮らしを守る 

基本目標 2 自然と共生し緑豊かなまちをめざす 

基本目標 3 ごみの減量と資源の有効活用をめざす 

基本目標 4 地球を守るために市民一人ひとりが行動する 

基本目標 5 環境問題への意欲的な取り組みの推進 
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合志市 
 

合志市総合計画第３次基本構想第１期基本計画 

計画期間 令和 6年度（2024年度）～令和 9年度（2027年度） 
将来像 人と地域が輝く未来へ ～健幸都市こうし～ 

基本目標・施策等 

政策１ 自治の健幸 
政策２ 福祉の健幸 
政策３ 教育の健幸 
政策４ 生活環境の健幸 
政策５ 都市基盤の健幸 
政策６ 産業の健幸 

 
 
美里町 

 

美里町第２次振興計画後期基本計画 

計画期間 令和 3年度（2021年度）～令和 7年度（2025年度） 
将来像 小さくてもキラリと光る私たちのまちーやさしさと対話のまちづくりー 

基本目標・施策等 

施策の大網１ 協働のまちづくり 
施策の大網２ 健康・福祉のまちづくり 
施策の大網３ 教育・文化のまちづくり 
施策の大網４ 産業・観光のまちづくり 
施策の大網５ 住みよく快適なまちづくり 

 
 
玉東町 

 

第６次玉東町総合計画 

計画期間 令和 3年度（2021年度）～令和 7年度（2025年度） 
将来像 一人ひとりが手をとりあい、未来に向かって挑戦するまち 

基本目標・施策等 

基本目標Ⅰ まちなか環境と自然環境が調和した住みやすいまちづくり 
基本目標Ⅱ 未来を拓き、次代を担う人材を育むまちづくり 
基本目標Ⅲ すべての人が生き生きと人生を謳歌できるまちづくり 
基本目標Ⅳ 地域の特性を活かした、活力と魅力にあふれるまちづくり 
基本目標Ⅴ 自助・共助・公助の連携で未来をつくるまちづくり 
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南関町 
 

南関町総合振興計画 第７次基本構想・基本計画 

計画期間 令和 5年度（2023年度）～令和 8年度（2026年度） 
将来像 新しい空間と暮らしの中で、あらゆる挑戦を支える町なんかん 

基本目標・施策等 

健康・福祉 誰にでもどんなときにもやさしいまちづくり 
自然環境・衛生 緑豊かな環境と共生するまちづくり 
地域社会・人権 心が通いふれあうまちづくり 
産業・観光 産業が盛んな元気のあるまちづくり 
交通 交通基盤の整ったまちづくり 
住環境 ゆとりある住環境のまちづくり 
教育・文化・スポーツ 共に学びあえるまちづくり 
協働・行財政 分権社会を担う自立したまちづくり 

 

長洲町 
 

第６次長洲町総合振興計画 

計画期間 令和 3年度（2021年度）～令和 10年度（2028年度） 
将来像 魅力と活力あふれ 夢ふくらむ 未来輝くまち 

基本目標・施策等 

基本目標１ 安全・安心で自然豊かな住みよいまち 
基本目標２ 子どもの生きる力を育み夢と希望に満ちたまち 
基本目標３ 誰もが健康で生きがいを持ち自分らしく生活できるまち 
基本目標４ 強い産業を創出し魅力に満ちたにぎわいのあるまち 
基本目標５ 誰もがまちづくりに参画し人が輝くまち 

 
和水町 

 

第２次和水町まちづくり総合計画 後期基本計画 

計画期間 令和 4年度（2022年度）～令和 7年度（2025年度） 
将来像 笑顔輝き 魅力あふれる 和水町 

基本目標・施策等 

基本目標１ 安心・安全に暮らせるまち【安心・安全・地域連携】 
基本目標２ 住みたくなる魅力あるまち【移住定住・町の魅力づくり】 
基本目標３ 活気あふれる個性豊かなまち【農林水産業、商工業振興・企

業誘致・雇用創出】 
基本目標４ 未来を担う人が育つまち【文化教育・人材教育】 
基本目標５ 便利な生活と豊かな自然が共存するまち【生活基盤】 
基本目標６ 地域と共に歩む「協働」のまち【協働・行財政運営】 
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大津町 
 

第６次大津町振興総合計画 後期基本計画 

計画期間 令和 4年度（2022年度）～令和 7年度（2025年度） 
将来像 夢と希望がかなう 元気大津 

基本目標・施策等 

基本方針１ 「産業」ひと・もの・情報が行き交う農工商併進のまち 
基本方針２ 「保健・福祉」笑顔でつなぐ元気で健やかなまち 
基本方針３ 「教育・文化」ふるさとを愛し、未来に夢が膨らむまち 
基本方針４ 「生活環境基盤」町の活力（にぎわい）を支える機能性の高

いまち 
基本方針５ 「町民活動・町政運営」“つながり”と“安心”の持てるまち 

 

菊陽町 
 

第７期菊陽町総合計画 

計画期間 令和 7年度（2025年度）～令和 16年度（2034年度） 
将来像 ともに 輝き 成長しつづけるまち 菊陽 

基本目標・施策等 

政策分野１ あらゆる人が自分らしくくらせるまちへ 
政策分野２ いまを守り未来につなぐまちへ 
政策分野３ それぞれの暮らしを守り抜くまちへ 
政策分野４ 多様な学びがあふれるまちへ 
政策分野５ 誰もが誇り活気に満ちたまちへ 
政策分野６ 喜びや楽しみが新たに見つかるまちへ 
政策分野７ さまざまな可能性が花ひらくまちへ 
政策分野８ さらに町民志向のまちへ 

 

高森町 
 

高森町総合計画 

計画期間 令和 5年度（2023年度）～令和 9年度（2027年度） 
将来像 将来の子どもたちに「誇れる高森町」 

基本目標・施策等 

基本目標１ 観光立町を実現するための「町づくり」 
基本目標２ 町の情報化を基盤とする「町づくり」 
基本目標３ 行財政改革・改善を実現する「町づくり」 
基本目標４ 地域産業が元気な「町づくり」 
基本目標５ 誇りと夢と元気を生み出す教育による「町づくり」 
基本目標６ 健康いきいき＆子育て楽しい「町づくり」 
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西原村 
 

第６次西原村総合計画 前期基本計画 

計画期間 令和 6年度（2024年度）～令和 10年度（2028年度） 
将来像 ひとが育み ひとと輝く 誇りあるふるさと 西原村 

基本目標・施策等 

基本目標１ 産業と暮らしが共に栄えるむら 
基本目標２ 安心・安全な暮らしのむら 
基本目標３ 多様性を受け入れる支え合いのむら 
基本目標４ 豊かなこころとからだを育むむら 
基本目標５ 手をとり合い共に歩むむら 

 

 

南阿蘇村 
 

第２次南阿蘇村総合計画【改定版】後期基本計画 

計画期間 令和 4年度（2022年度）～令和 7年度（2025年度） 
将来像 誰もが住みたい 住み続けたい 南阿蘇村 

基本目標・施策等 

政策１ 自然環境の保全と活用 
政策２ 地域特性を生かした農林業の振興 
政策３ ともに学び育て合う未来の人づくり 
政策４ 安心・安全で幸せを感じるむらづくり 
政策５ 便利で住みやすい定住のむらづくり 
政策６ 暮らしを支える行政運営の推進 

 

 

御船町 
 

第６期御船町総合計画 後期基本計画 

計画期間 令和 6年度（2024年度）～令和 9年度（2027年度） 
将来像 みんながわくわくする御船町 

基本目標・施策等 

基本目標１ 住み続けたいみふねまち 
基本目標２ 人を育むみふねまち 
基本目標３ 活力のあるみふねまち 
基本目標４ 人が集うみふねまち 
基本目標５ 総合計画の適正な推進 
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嘉島町 
 

第６次嘉島町総合計画 

計画期間 令和 3年度（2021年度）～令和 12年度（2030年度） 

将来像 
１．自然とともにある住みよいまち 
２．安心・安全で活力のあるまち 
３．みんなでつくる協働のまち 

基本目標・施策等 

基本方針１ 生活環境の向上 
基本方針２ 都市基盤の整備 
基本方針３ 産業の振興 
基本方針４ 保健・医療・福祉の向上 
基本方針５ 防災・防犯などの充実 
基本方針６ 教育・文化の向上 
基本方針７ 住民参画・男女共同参画などの推進 
基本方針８ 効率的・効果的な行政基盤の構築 

 
 
益城町 

 

第６次益城町総合計画 第２期基本計画 

計画期間 令和 4年度（2022年度）～令和 8年度（2026年度） 
将来像 住みたいまち、住み続けたいまち、次世代に継承したいまち 

基本目標・施策等 

大網１ 新たなにぎわいづくりに向けた計画的なまちづくり 
大網２ 町の魅力と活力を生み出す産業によるまちづくり 
大網３ すべてのこどもを元気・笑顔にするまちづくり 
大網４ みんなが “やりたいこと”で主役になれるまちづくり 
大網５ みんなで健康づくりに取り組み、地域で支えるまちづくり 
大網６ みんなが安心して暮らせるまちづくり 
大網７ 益城ならではの魅力を伝え、みんなに選ばれるまちづくり 
大網８ 効果的で効率的な行政運営が行われるまちづくり 
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甲佐町 
 

第７次甲佐町総合計画 基本構想・前期基本計画 

計画期間 令 3年度（2021年度）～令和 7年度（2025年度） 

将来像 

１．地域資源を生かし、活力にあふれ、にぎわうまち 
２．自然と共生し、安全・安心・快適に暮らせるまち 
３．人を育み、交流するまち 
４．みんなで協働してつくるまち 

基本目標・施策等 

政策分野１ 産業の振興 
政策分野２ 都市基盤の整備 
政策分野３ 生活環境の整備 
政策分野４ 健康・福祉の向上 
政策分野５ 教育・文化の向上 
政策分野６ 協働による施策の推進 

 
 
山都町 

 

第２次山都町総合計画 後期基本計画 

計画期間 令 2年度（2020年度）～令和 7年度（2025年度） 
将来像 輝く!!みんなでつくる『山の都』のものがたり 

基本目標・施策等 

カクゴ１ 「山の都」の未来に光をあてる人づくり 
カクゴ２ 「山の都」の特性を活かした魅力ある産業づくり 
カクゴ３ 「山の都」での暮らしを守る環境づくり 
カクゴ４ 「山の都」の個性が輝く地域づくり 
カクゴ５ 効果的な行財政運営 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
水、森、大地とともに生きる、持続可能なくまもと脱炭素循環共生圏の実現 

 
 

第２次熊本連携中枢都市圏地球温暖化対策実行計画 

令和８年度（2026 年度）～令和 17 年度（2035 年度） 

 


